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ψαϛτ  

平成２５年１２月１１日に、「強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資

する国土強靭化基本法（以下「基本法」という。）」が公布・施行され、基本法に基づき、国土の

強靱化に関して関係する国の計画等の指針となる「国土強靱化基本計画」（以下「基本計画」と

いう。）を平成２６年６月に策定し、基本計画に基づく国の他の計画の見直しや施策の推進等、

政府が一丸となって強靱な国づくりを進めてきたところである。その後、策定から約５年が経

過したことから、平成２８年熊本地震等の新たに発生した災害から得られた知見や社会情勢の

変化等を踏まえ、平成３０年１２月に、「国土強靱化基本計画」の見直しを行った。 

 

そこで、国土強靱化を実効性のあるものとするためには、国における取組のみならず、地方

公共団体や民間事業者を含め、関係者が総力をあげて取り組むことが不可欠であり、国と地方

が一体となって強靱化の取組を推進していくことが重要である。 

 

加えて、「南海トラフの巨大地震」や、近年、大型化する台風や激化するゲリラ豪雨による大

規模水害や大規模土砂災害及び突発的な豪雪による災害、また、複数の自然現象が同時又は連

続して発生する「複合災害」等に対しても、｢致命的な被害を負わない強さ｣と｢速やかに回復す

るしなやかさ｣を持った安全・安心な地域社会の構築に向けた「郷土の強靱化」の推進を図るた

め、本計画以外の神山町の計画等の指針となるべきものとして、「神山町国土強靭化地域計画」

（以下、「地域計画」という。）を新たに策定するものである。 
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 ὓᵊ├ χ ☿ʺӡ Ϊ 

１ 計画策定の趣旨 

近年、地球規模の異常気象により、大規模な水害や土砂災害の発生が懸念される状況となっ

てきている。 

このような状況のなか、国は、あらゆる「大規模自然災害」に対して、｢致命的な被害を負わ

ない強さ｣と｢速やかに回復するしなやかさ｣を持った「国土強靱化」を実現するため平成２６年

６月に基本計画を策定した。その後、策定から約５年が経過したことから、平成３０年１２月

に、平成２８年熊本地震等の災害から得られた知見、社会情勢の変化等を踏まえ「国土強靱化

基本計画」の見直しを行った。 

神山町においても、平成３０年７月豪雨等の新たに発生した災害から得られた知見を反映す

るとともに、令和元年５月３１日の「中央防災会議」において、「防災基本計画」や「南海トラ

フ地震防災対策推進基本計画」に、「臨時情報を活用した防災対応」が明確に位置づけられた等

の、防災対応における国の計画等の見直しを踏まえた脆弱性の評価を行うこととし、県と一体

となって大規模自然災害を迎え撃つ「強靱な郷土」をつくりあげ、町民生活や地域社会、産業、

伝統・文化などを守るため、新たな地域計画を策定する。 

  

２ 地域計画の位置付け 

本地域計画は、「基本法」第１３条に基づく、「国土強靱化地域計画」であり、郷土強靱化に関

し、「地域計画」以外の本町の計画等の指針となるものである。なお、地域計画は、国の基本計

画及び県の地域計画と調和を図るものとする。 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 計画の推進期間 

計画の推進期間は、令和６年度を目標年次とする。その後は、概ね５年ごとに計画の見直し

を行うものとする。ただし、それ以前においても、施策の進捗や社会経済情勢の変化等を踏ま

えて、必要に応じ見直しを行うものとする。 
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 ṁ σ―Π  

 基本法においては、地域計画は、基本計画との調和が保たれたものでなければならないとさ

れ、「国土強靱化地域計画策定ガイドライン」（以下「国のガイドライン」という。）においては、

地域計画における目標は、原則として、基本計画に即して設定すると規定されている。また、県

と一体となって大規模自然災害を迎え撃つ「強靱な郷土」をつくりあげるためには、徳島県地

域計画と調和を図る必要がある。このため、次のように「基本目標」、「事前に備えるべき目標」

及び「基本的な方針」を設定する。  

 

１ 理念 

 いかなる大規模自然災害が発生しようとも 

(１) 人命の保護が最大限図られる 

(２) 神山町及び社会の重要な機能が致命的な障害を受けず維持される 

(３) 町民の財産及び公共施設の被害の最小化が図られる 

(４) 迅速な復旧・復興を可能にする 

 

２ 事前に備えるべき目標 

(１) ṛ ꜛ ←ᵲΥ ΰθρΦπϜʺβϓοχ Ϭ︢ϥ 

(２) Ẏ ʾẎẍʺӺ ᶨ Υ τ“ϩϦϥρρϜτʺ יּ← χὲῴʾ ᶨ ḕẽϬ

ᶎםτᶎ する 

(３) 必要不可欠な“ Ṑ ψᶎ する 

(４) 必要不可欠な Ṑ ʾ Ђ˔РІψᶎ する 

(５) Ὂↄᶨ ϬṐ τḪϣδσΜ 

(６) жϱТжϱрʺ ằẚḩ ☼ ῖ̋ КАЕм˔ϼ χ ᵲϬΩ ᾢτ ϛϥρρϜτʺ

ṍτ ẛήδϥ 

(７) Ὲ σ ›←ᵲʾ ⱳ←ᵲϬ ήδσΜ 

(８) 社会・経済が迅速かつ ϢϤế σ◒π ọできる条件を整備する 

 

３ 県土強靱化を推進する上での基本的な方針 

(１) 県土強靱化に向けた取組姿勢 

・本町の強靱性を損なう原因をΚϣϠϥ Τϣᾁ ΰʺ︡ ϙにあたること 

・短期的な視点によらず、強靱性確保の遅延による被害拡大を見据えた時間管理概念とＥＢ

ＰＭ（証拠に基づく政策立案）概念の双方を持ちつつ、 ṍ σ♪ Ϭⱱμοὓᵊ σ︡

ϙにあたること 

・国、県をはじめ関係機関等との連携協力による取組みについても取り入れるなど、 χ

ϬấΫθ︡ ϙとすること 

  ・本町が有する ∕ ʺ Ό ʺᵕ ʺ ᴂ Ϭếᴟすること 

 ・Ⱨ ọの取組みを推進すること  

・ˮ ⱱ ᴦ σᵫ ˢ͙ͨ͜Αˣ˯ の推進 
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持続可能な環境や社会の実現に向け、２０１５年９月の国連総会で採択された「持続可能な

開発目標（ＳＤＧｓ）」の達成に貢献するため、当計画に掲げた重要業績指標（ＫＰＩ）とＳ

ＤＧｓとの対応関係を明らかにし、徳島ならではの取組みを着実に推進すること 

 

̗͙ͨ͜Αχ͍͓χ   s ᴂ ʾʾʾ Ⱬˣ 

 ①あらゆる場所のあらゆる形態の貧困を終わらせる 

 ṡᵐϬ ϩϣδʺ ӗ ρֵ ᵠ Ϭםᾝΰʺⱱ ᴦ σ ỘϬ βϥ 

 ΚϣϠϥ χβϓοχ ˑχὲῴ σ ᶨϬᶎ ΰʺ ♅Ϭ βϥ 

 βϓοχ τ Τν῝ σלχ‰ΜễӾϬ ằΰʺ ᵶᶘ χṐᵓϬ βϥ 

 ЅϴрЍ˔ Ϭ ΰʺβϓοχ ẉό ⱪχ ếᴟϬ“Ξ 

 βϓοχ ˑχ ρ־ χ ᴦ ρⱱ ᴦ σḚ Ϭᶎ βϥ 

 βϓοχ ˑχӗᴣΤν πΦϥⱱ ᴦ σự ϵКиϻ˔ϒχϯϼЈІϬᶎ βϥ 

 Τνⱱ ᴦ σὊↄ ẉόβϓοχ ˑχḁ Τν ▀ σᾼ ρ ΦΥΜχΚ  

ϥ ḧϣΰΜᾼ ˢДϰ˔ЈрЕʾм˔ϼˣϬ βϥ 

 ế ˢйЅзϵрЕ σxϱрТж  ʺ Τνⱱ ᴦ σ▀Ộᴟχ ẉόϱЛЦ˔Єдр

χ Ϭ ϥ 

 ⑩各国内及び各国間の不平等を是正する 

 πӗ Τνế ˢйЅзϵрЕˣπⱱ ᴦ σ ◕ẉό ḧạ Ϭםᾝβϥ 

 ⱱ ᴦ σ ▀ Ἱ Ϭᶎ βϥ 

 ṓῙ ẉόζχֲốϬὖᾚβϥθϛχừẍ ├Ϭ„αϥ 

 ⑭持続可能な開発のために海洋・海洋資源を保全し、持続可能な形で利用する 

 ӽ Ὁχ ῐʺᴗ ⱱ̋ ᴦ σ χ ⱱ̋ ᴦ σ χὊְʺ₳ ᴟϒχ σϣ

ότ χ ᴟχ ♁ʾᵕ ẉό χ ﬞϬ ♁βϥ 

 ⱱ ᴦ σᵫ χθϛχ π σּזᵓϬ ΰʺβϓοχ ˑτ◄ ϒχϯϼЈІ  

Ϭ ằΰʺΚϣϠϥйЦиτΣΜο῟ᴮ π χΚϥ σ Ϭ  βϥ 

 ⱱ ᴦ σᵫ χθϛχם☼︣ ϬếᴟΰʺϽк˔НиʾО˔ЕЗ˔ЄАФϬᶨ ᴟβϥ 
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 ※ＳＤＧｓとは 

２０１５年９月の国連総会で、先進国と開発途上国がともに取り組むべき国際社会全体の普遍

的な目標「持続可能な開発のための２０３０アジェンダ」が全会一致で採択されました。２０３０

年までの「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）」として、１７のゴール（目標）と１６９のターゲッ

トが掲げられ、「誰一人取り残さない（leaveno one behind）」社会の実現を目指し、国連に加盟す

るすべての国が、あらゆる形態の貧困や飢餓の撲滅、質の高い教育の確保、気候変動やその影響の

軽減などの取組むこととしています。 

 

(２) 適切な施策の組み合わせ 

・災害リスクと地域の特性に応じて、ハード対策とソフト対策を適切に組み合わせ、 

  効果的に施策を推進すること 

 

 

 

 

 

 

・ˮꜛ ˯ʺˮ Ặ ˯ʺẉόˮ῝ ˯Ϭ τ ϙ›ϩδ、官と民が適切に連携及び役割分担

して取り組むこと 

 

 

 

 

 

 

 

・非常時に防災・減災等の効果を発揮するのみならず、 ⱲτϜ ῟τᶨ πΦϥ ├とな

るよう工夫すること 

 

(３) 効率的な施策の推進 

・町民の需要の変化、気候変動等による気象の変化、社会資本の老朽化等を踏まえるととも

に、強靱性確保の遅延による被害拡大を見据えた時間管理概念や、∞ ⱢỲχ῟ σ►

による施策の持続的な実施に配慮して、施策の重点化を図ること 

 ・Ṍ χּזᵓⱢ Ϭ ῟ᶨ すること等により、 

効率的かつ効果的に施策を推進すること 

 ・限られた資金を最大限に活用するため、ＰＦＩ 

による ḧⱢỲχᶨ を図ること 

 ・施設等の῟ Τν῟ᴮ σӲⱱḚ に資すること 



- 6 - 

 

(４) 地域の特性に応じた施策の推進 

・本町の特性を踏まえた、本町独自のものとして、 σ︡ ϙϬ ֳすること 

 ・ χΦγσϞ ӽЀЬвИГϰṐ Ϭếᴟし、社会全体の強靱化を推進すること 

  また、各地域において強靱化を推進する担い手が適切に活動できる環境整備に努めること 

 

 

 

 

 

・ ʺ‰ ʺςϜ◓ʺיּ ΥΜּיʺᵰ⁯ τ し、施策を講じること 

 ・地域の特性に応じて、環境との調和及び景観の維持に配慮するとともに、自然環境の有す

る多様な機能を活用するなど、ꜛ ρχẶ を図ること 

 

 

 

 

 

 

・ˮ Ⱳ ˯Υ ήϦθ ›τΣΪϥ ← ᴂへの取組みを推進すること 
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χכ◦・ ṍ τ Πθ︡ ϙを推進すること 

 

 

 

 

 

                               木造(板倉構法)応急仮設住宅 
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 ế ᴟχ︡ χᾝ ρᴿ ˢ פֿ ᴣˣ 

１ 脆弱性評価とは  

大規模自然災害に対する脆弱性評価は、本町の特性を踏まえた上で、大規模自然災害による

被害を回避するための施策の現状のどこに問題があるのかを知るために行うものである。これ

により、郷土の強靱化に必要な施策を効率的、効果的に実施することが可能となる重要なプロ

セスである。 

評価は、国のガイドラインに沿って、想定するリスク、評価を行う個別施策分野及び横断的

施策分野、起きてはならない最悪の事態を設定し行う。 

 

２ 本町の特性 

(１) 地勢 

 本町は徳島県のほぼ中央部に位置し、東西約２０km、南北約１０km、総土地面積１７３．３

０㎢の広大な圏域を有し、その８６％が山林であり、東は徳島市と佐那河内村に接し、西には

川井峠を経て美馬市に隣接し、南は剣山山系を境として那賀町と上勝町に、北は吉野川市と石

井町に接している。町の中央を流れる鮎喰川には、町内渓谷の水を集めて延々４３kmを北東に

流れ吉野川に注いでいる。鮎喰川及びその支流域のわずかな低地や河岸段丘や地すべりによる

緩傾斜地に平地が形成されており、集落や耕作地など生活の基盤になっている。 

神山町全図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

山間の集落            江田の棚田                     鮎喰川 
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(２) 地質                          神山町地質図 

  本町の地質構造は、北から「三波川帯」
「御荷鉾（みかぶ）帯」「秩父累帯北帯」
の３帯に区部される。 
 「三波川帯」は、神山町で最も広く分布
しており、古生代から中生代にかけて海底
に堆積した泥岩、砂岩、チャートと同じ時
代に海底に噴出した玄武岩質溶岩とが、白
亜紀になって変成作用をうけ変成岩とな
ったものである。 
 「御荷鉾（みかぶ）帯」は緑色岩類を主
とする地域で、「三波川帯」と「秩父累帯
北帯」に挟まれるように形成している。こ
の緑色岩類は、すべて海底火山活動の噴出
物とそれに関連した堆積岩、深成岩、岩脈
類を原岩とする変成岩である。南北には、
２つの断層「御荷鉾構造帯（みかぶ線）」
を形成し、周辺には破砕帯を伴い、地すべ
りの多い地帯となっている。 
 「秩父累帯北帯」には、砂岩、泥岩、チ
ャート、石灰岩のような堆積岩と、海底火
山の噴出による玄武岩質溶岩、少量のはん
れい岩の岩脈が分布している。 
 また、町の中央を流れる鮎喰川と、その
支流河川の氾濫によって形成された新生
代の段丘堆積層が断片的に点在している。 
 これらの地層から形成された土壌は一
般に礫、岩片を混じえた土壌のため、理学性は良好であり養分に富んでおり、急傾斜地
まで耕地がよく発達している。また山地は樹木がよく繁茂し、杉、檜等の良質材が生産
されている。 
 

(３) 気象 

 気温は、年間を通して比較的温暖ではあるが、東西に長く気象の地域差が大きいのが特徴で

ある。降水は、年間に２０００ミリを超える雨が降り、各支流から鮎喰川へと集まってくる。 

 

(４) 活断層 

 神山町には、大きな断層が二つあり、ひとつは前述した「御荷鉾構造帯」で、もう一方は「鮎

喰川断層」である。 

 「御荷鉾構造帯」は、神山町では、川井峠から鮎喰川の谷に沿って東ないし東北東にのび、今

井（下分）、寄井、中津（神領）、元山（鬼籠野）を経て府能隧道あたりから佐那河内村へと続い

ている。 

 周辺には、いくつかの右ずれ断層があるが、その活動度は小さい。 

 「鮎喰川断層」は、石井町から童学寺付近を通り、鮎喰川に沿って南西にのび三波川帯、御荷

鉾線緑色岩帯を斜めに切って秩父累帯北帯に入り、剣山南方を通り、高知県物部川流域に達す

る大断層である。この断層は、水平方向に移動した左横ずれ断層であり、北西の地層は断層に

沿って南西方向へ、南東の地層は同じく北東方向へ水平に動き、その相対的変位量は約２kmに

も及んでいる。 

 

(５) 人口 

 昭和３０年代後半からの高度経済成長に伴い、大都市圏へ若年層が転出し、以降、地方経済
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の低迷から転出超過が止まない状況が続いている。出生数も年々少なくなり、昭和４０年には

１６０００人を超えていた町の人口は減少を続け、２０１５年の国勢調査では、５３００人ま

で減少した。国立社会保障・人口問題研究所のデータを元に推計すると、２０４０年には２４

４３人、２０６０年には１１４５人まで減少する見込みである。 

 年齢別構成割合の推移では、年少人口(0～14歳)と生産年齢人口（15～64歳）の割合が漸減

する一方、高齢人口（65歳以上）の割合が平成２年から急増し少子・高齢化が進行している。

それにともない、小規模高齢化集落が増加、農地や森林の保全活動が低下し、中山間地域が保

有する水源かん養などの多面的機能の維持も困難な状況となっている。 

 

(６) 災害の歴史 

①南海トラフ地震 

本町を含め徳島県では、有史以来幾度となく南海トラフを震源とする地震・津波により甚大

な被害を受けており、江戸時代以降も、４度の地震･津波に襲われている（下図参照）。南海トラ

フ地震は、１００年～１５０年間隔の周期で繰り返し発生しており、また、東海地震及び東南

海地震と同時もしくは少しの間隔を開けて発生している。 

 平成３１年１月１日現在の今後３０年以内に南海トラフ地震が発生する確率は、地震 調査

研究推進本部によると７０～８０％となっている。 
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【参考】記録に残る日本最古の津波は、日本書紀に記された６８４年の白鳳南海地震によるものである。 

 

②大規模な水害                                      台風6号により浸水した五反地地区 

 本町では、町内を東西に流れる鮎喰川の氾濫により広野

五反地地区において、浸水被害が時折発生している。例え

ば、昭和５０年の台風６号による記録的な大雨により、商店

街４２戸が床上１ｍから１．５ｍ浸水、広野つり橋の流失な

ど大きな被害を被った。 

 

 

③大規模な土砂災害 

 本町は、急峻な地形や脆弱な地質に加えて、台風常襲地帯であることから、大規模な土砂災

害にたびたび見舞われ、大きな被害を受けている。例えば、昭和４９年７月、台風８号及び梅雨

前線に伴う集中豪雨により上分府殿地区では甚大な被害が発生、多くの人家が土砂埋没や流出

の被害に遭い、同地区とその周辺住む住民は集団移転を余儀なくされた。 

台風8号により被害を受けた上分殿宮地区 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④豪雪による災害 

(1361 )─

─ )
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 本町を含め徳島県は、冬期についても比較的温暖であり年間降雪量も少ないが、近年の異常

気象により、豪雪による災害が発生する可能性が高まっている。平成２６年１２月に、県西部

の山間部を中心に降った雪は、広範囲にわたって沿道の木々を倒したため、道路の通行止めや

電気、電話の途絶を引き起こし、長期にわたり多くの集落が孤立したところであり、改めて、豪

雪災害に対する備えの必要性が認識された。 

平成26年12月豪雪による被害 

 

３ 対象とする自然災害（想定するリスク） 

対象とする自然災害に関しては、「２ 本町の特性」や 

(１)南海トラフ地震の今後３０年以内にＭ８～９クラスの発生確率が７０～８０％となって

いること。 

(２)中央構造線活断層帯等の活断層を震源とする直下型地震も懸念されること。 

(３)平成３０年に発生した７月豪雨や台風２１号など、近年の台風は大型化し、集中豪雨が激 

化していること。 

(４)平成２６年１２月の豪雪により、県西部の広い範囲で６日間にわたり孤立集落が発生し

たこと。 

(５)これらの災害が同時又は連続して発生する複合災害の発生が懸念されること。 

などから、次のように決定する。 

 

  主な大規模自然災害 想定する規模等 

南海トラフ地震・津波 

・南海トラフ地震･津波については、内閣府「南海トラフの

巨大地震検討会」が公表した「想定震源断層域」に基づき、

地震はM9.0、津波はM9.1とする。 

・南海トラフの東側の領域でM8.0の地震が発生し、７日以

内に後発地震発生の可能性が相対的に高まった場合を想定

（臨時情報の発表）。 

中央構造線・活断層地震等 

(直下型地震等) 

中央構造線断層帯で想定される最大クラスの地震（M7.7）と

する。 
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  主な大規模自然災害 想定する規模等 

台風・ 

梅雨前線 

豪雨・豪雪等 

大規模風水害 

想定しうる最大規模の降雨や高潮等による風水害を想定。例

えば、連続雨量が 1,000ミリを超える大雨や 100ミリの雨

量が数時間継続する大雨による堤防の決壊等。 

大規模 

土砂災害 

人的被害の発生する深層崩壊等を想定。これにより形成され

た天然ダムによる湛水及び決壊も想定。 

豪雪災害 

短期間での除雪が困難となる、または、着雪により大量の倒

木が発生し、道路の通行止めや電気・電話等が途絶する事態

が広域で発生する豪雪を想定。 

複合災害 

台風が連続して襲来する場合や南海トラフ地震により被災

した施設の復旧が進まず、その後の異常気象で繰り返し大規

模な災害が発生すること等を想定。 

 

 

 

 

 

 

 

          （徳島気象台ホームページより） 
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【参考】南海ﾄﾗﾌ巨大地震想定結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 施策分野の決定 

評価を行う個別施策分野及び横断的施策分野は、基本計画の施策分野を参考に次の５つの個

別的施策分野と６つの横断的分野とした。 

(１) 個別施策分野 

 

 

 

 

 

 

 

 

(͎ ) ᴅ ☼├  
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５ 起きてはならない最悪の事態 

 脆弱性評価は、基本法第17条第3項により、最悪の事態を想定した上で、科学的知見に基づ

き、総合的かつ客観的に行うものとされている。起きてはならない最悪の事態に関しては、基

本計画の４５の最悪の事態を参考にしつつ、想定したリスク及び本町の特性を踏まえて、８つ

の「事前に備えるべき目標」に対して、その妨げになるものとして３７の「起きてはならない最

悪の事態」を次のように設定した。 

(͍ ) Ⱨ τ ΠϥϓΦ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1 ה ה ─ ה ╛ ⅜ ╕╢ ─ ⌐╟╢ ─ ─

1-2 ╛ ⅜ ╕╢ ⌐⅔↑╢ ⌐╟╢ ─ ─

1-3 │ ⅛≈ ⌂ ─ ⌐╟╢ ─ ─

1-4 ⌂ ╛ ⌐╟╢ ─ ─

2-1 ≢─ ה ה ה ⁸ ⌐ ╦╢ כ◑ꜟⱠ◄ה ─

2-2 ⅛≈ ⌐╦√╢ ─

2-3 ⁸ ⁸ ⁸ ─ ⌐╟╢ ה ─

2-4 ╩ ⅎ╢ ─ ─ ⁸

2-5 ┘ ─ ה ⁸ ─♩כꜟ ⁸◄Ⱡꜟ◑כ ─ ⌐╟╢ ─

2-6 ⌐⅔↑╢ ─

2-7
⌂ ꜠▬♩ה ⁸ ⌂ ⌐╟╢ ─ ─ ─ ה ─

3-1 ─ ⌂ ⌐╟╢ ─ ⁸ ─

3-2 ─ ה ─ ⌐╟╢ ─ ⌂ ╛ ┼─ ⌐╟╢ ─ ╣

4-1 ה ⌐ ⌂ ▬fiⱨꜝ─ ה

4-2 ♥꜠ⱦהꜝ☺○ ─ ⌐╟╡ ⅜ ⌂ ⌐ ≢⅝⌂™

4-3
⌐ ∆╢ ⅜☻ⱦכ◘ ⇔⁸ ╛ ─ ה ⅜≢⅝∏⁸ ╛

ה ⅜ ╣╢

5-1 ◄Ⱡꜟ◑כ ─ ⌐╟╢⁸ ─fiכ▼♅▬ꜝⱪ◘ה ┼─ ⌂

5-2

5-3 ה☻ⱦכ◘ ─ ⌐╟╢ ה ┼─ ⌂

5-4 ─ ─

5-5 ה ─ ⌐ ℮⁸ ┼─ ⌂

6-1
Ⱡ♇♩꞉כ◒ ⁸ ╛ ●☻ ⁸ fiכ▼♅▬ꜝLP ●☻◘ⱪה ─ ⌐

╦√╢ ─

6-2 ─ ⌐╦√╢

6-3 ─ ⌐╦√╢

6-4 ─ ▬fiⱨꜝ─ ⌐╦√╢

6-5 ▬fiⱨꜝ─ ⌐╦√╢

7-1 ⌐ ℮ ─ ─ ⌐╟╢ ─ ─

7-2 ה ─ ⌐ ℮ ⌐╟╢

7-3 √╘ ⁸ ▬fiⱨꜝ⁸ ♄ⱶ ─ ה ╛ ⇔√ ─ ⌐╟╢ ─ ─

7-4 ה ─ ⌐╟╢ ─

8-1 ⌐ ∆╢ ─ ─ ⌐╟╡ ⅜ ⌐ ╣╢

8-2
◖Ⱶꜙ♬♥▫─ ⁸ ╩ ⅎ╢ ─ ⁸╟╡ ™ ⌐ ↑√ⱦ☺ꜛfi─ ⌐╟╡ ≢

⅝⌂ↄ⌂╢

8-3 ⌐╟╢ ה ⌐╦√╢ ─ ⌐╟╡ ⅜ ⌐ ╣╢

8-4 ⌂ ╛ ─ ⁸ ה ─ ─ ה

8-5 ▬fiⱨꜝ─ ⌐╟╡ ה ⅜ ⌐ ╣╢

8-6 ─ ⁸ ה ה ─ ⅜ ╕∏ ⅜ ⌐ ╣╢

8-7 ╛⅛⌂ ⌐ ∆╢ ─ ⌐╟╢ ┼─ ⌂

8
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7

4

⌐ ⅎ╢═⅝ ⱪ꜡◓ꜝⱶ⌐╟╡ ∆═⅝ ⅝≡│⌂╠⌂™ ─

1
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(͎ ) ͔νχ χⱲḧ꞊ χ  

また、「起きてはならない最悪の事態」の様相は別紙１のとおりであり、これを念頭にこの最

悪の事態を回避するために現在実施されている施策を洗い出し、現状の脆弱性の分析・評価を

行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 重要業績指標（KPI：Key Performance Indicator）の設定 

「起きてはならない最悪の事態」を回避するための施策群（以下「プログラム」という。）の

達成度や進捗を把握するため、プログラムごとに重要業績指標をできるだけ多く選定した。重

要業績指標は、指標とプログラムの関連性（直接性、有益性）、指標と施策の関連性（寄与性、

妥当性）及び指標の特性（客観性、実践性）の観点に着目して選定した。重要業績指標は、脆弱

性評価や、今後、これを踏まえて、推進する施策の進捗管理に活用する。 

なお、重要業績指標については、プログラムの達成度や進捗を把握するための重要な手段で

あることから、今後プログラムの進捗管理に活用するにあたり、精度の向上等、内容の向上を

図るべく継続的に見直しを行うこととする。 

  

1

2

3

4

5

6

7

8
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７ 脆弱性評価の実施手順 

脆弱性評価は、次の手順により実施した。 

 

８ 脆弱性評価結果 

 脆弱性評価結果及び評価にあたって活用した重要業績指標とその現況値は、別紙２のとおり

である。 

  

─ ⌐≈™≡
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 ⁯ ế ᴟχ  

●プログラムごとの推進方針 

 プログラムごとの脆弱性評価の結果に基づき、また、「郷土強靱化を推進する上での基本的な

方針」を念頭に置きながら、起きてはならない最悪の事態を回避するために、今後何をすべき

か必要となる施策を検討し、プログラムごとに推進方針としてとりまとめ、あわせて重要業績

指標について目標値を設定した。（「事前に備えるべき目標」の中で関連の深いプログラムにつ

いてはまとめることとした。） 

 

●施策の重点化 

 ３８のプログラムについては、神山町が直面するリスクを踏まえて、「人命の保護」を最優先

として、４つの基本目標に対する効果や効率性、事態が回避されなかった場合の影響の大きさ、

緊急度、また国の基本計画と県の地域計画の一体性等を考慮し、プログラムの重点化を行うこ

ととする。 

 

【推進方針の取りまとめイメージ】 

 個別施策分野 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 横断的分野 
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1- 1)

1- 2) 

1- 3) 

1- 4) 
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͍ ṛ ꜛ ←ᵲΥ ΰθρΦπϜʺβϓοχ Ϭ︢ϥ 

１－１）住宅・建物・交通施設等の複合的・大規模倒壊や不特定多数が集まる施設の倒壊に 

よる多数の死傷者の発生 

１－２）密集市街地や不特定多数が集まる施設における大規模火災による多数の死傷者の発生 

＜要点＞ 

 住宅・建築物の耐震化や防火用設備の整備を推進し、警察、消防等による救助・救急活動体

制の充実強化を図り、「防災啓発の充実」や「防災訓練の実施」により、地域防災力（自助・共

助）の強化に努め、建築物等の倒壊や火災による死傷者の発生を防ぐ。 

 

 住宅・建築物等の耐震化や防火用設備の整備  

○ 住宅・建築物等の耐震化、ブロック堀等の安全確保について、啓発活動や人材育成に努めると

ともに、耐震化に向け実施している支援の充実を図る。また、耐震シェルターの設置見学など、

事例紹介を活用し、耐震化の更なる促進を図る。 

    住宅・建築物安全ストック形成事業の実施 

    ①住宅・建築物の耐震化、②民間住宅の耐震改修等の事業、③ブロック塀等の安全対策事業  

実施（Ｒ４～） 

 

○ 小中学校の耐震化に着実に取り組むとともに、吊り天井など非構造部材の耐震対策を推進す

る。また、町立学校については、地域の中核的な避難所となるよう、ライフライン機能の確保や

避難生活をサポートする資機材等の整備を図る。 

    神山中学校体育館非構造部材耐震化工事 竣工（Ｒ２） 

    町立小学校校舎非構造部材耐震化工事 ０校（Ｒ４）→２校（Ｒ７） 

 

○ 社会福祉施設は、地震災害や火災が発生したときに自ら避難することが困難な方が多く利用

する施設であり、施設の耐震化やブロック塀、自家発電等の対策により、安全性を確保して、安

心して暮らすことができる環境づくりを進める。また、臨時情報が発表された場合を想定し、入

居者等の保護及び保護者への引継ぎの方法等を定めるなどの防災対応を整備し、保護者等と共

有を図る。 

 

○ 指定避難所となる公共施設および一般公共施設の耐震化及び長寿命化を計画的に行う。 

    公共施設の耐震化率 ４４．９％（Ｒ１）→ １００％（Ｒ６） 

 

  自助・共助の取組強化  

○ 災害による死者ゼロを目指し、地域の防災リーダーとなる防災士の養成や自主防災組織の結

成促進、住民参加による避難訓練の実施等により、町民の防災意識・知識等の向上が図られてい

るところであるが、地域防災力を支える人材を確保するため、若年層の防災活動への参加促進

や児童生徒への防災教育を推進するとともに、地域防災に関わる様々な主体が相互の役割を補

完した協力関係を構築するなど、地域が抱える課題を克服していく体制づくりを推進する。 
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    防災士認定者数 ０人（Ｒ１）→ ３人（Ｒ６） 

    防災士資格取得の推進 役場全正規職員の資格取得（Ｒ５） 

 

 ○ 自主防災組織・町民の防災意識および防災力の向上を図るために、地区防災計画の策定を官

民協力して推進する。 

地区防災計画策定 ０地区（Ｒ１）→ ３地区（Ｒ６） 

 

 ○ 企業が自らの被害を最小限に抑える取組を支援するため、県内製造業の防災の取組事例を盛

り込んだ「企業防災指針」の普及啓発に努め、耐震改修や耐震診断に要する経費を対象とした中

小企業向け融資制度の利用を促進する。 

 

 防災･減災対策を踏まえたまちづくり  

 ○ 基礎調査結果に基づく分析調査を進め、関係市町と調整を図りながら、防災・減災対策もふま 

え、徳島東部都市計画区域マスタープランの変更・策定を促進する。 

 

 救助・救急活動体制の整備  

 ○ 徳島県の消防防災ヘリコプターについて、通信や上空からの情報収集などの連携強化を図り、

災害対応力の向上に取り組む。また、防災ヘリポートの機能向上のために必要な改修、修繕に取

り組む。 

    喜来ヘリポート消火栓設置工事 竣工（Ｒ２） 

防災ヘリポート候補地の検討 必要に応じて実施 

 

 ○ 過酷な災害現場での救助活動能力を高めるため、警察、消防等の連携体制の確立・装備資機材 

や訓練環境等の更なる充実強化・整備を図る。  

 

 建築物の倒壊等防止対策  

 ○ 活断層のずれに伴う被害を未然に防ぐため、中央構造線活断層帯における土地利用適正化の

推進が必要である。 

 

○ 地域の防災力の向上を図るため，老朽化して危険な空き家・空き建築物の除却を支援する。 

住宅地区改良事業等の実施 ①空き家再生等推進事業（除却タイプ） 実施（Ｒ４～） 

空き家対策計画策定の検討（Ｒ４） 

 

 ○ 地震の揺れから命を守るために、家具転倒防止器具の設置支援制度の充実、感震ブレーカー

等の設置支援制度の創設等を検討する。 

 

 防火・消火体制の整備  

 ○ 消防力の維持・向上のため各分団にて勧誘、広報活動に取り組み、団員確保に努める。 

    消防団員数 ３４６人（Ｒ３）→ 条例定数３５０人（Ｒ６） 
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○ 消防資機材、防災備蓄品や資機材の整備を推進、老朽化している消防小型ポンプ、ポンプ積載 

車の更新を行う。また、徳島県と市町村で構成する「災害時相互応援連絡協議会」が示した「南

海トラフ巨大地震等に対応した備蓄方針」（平成２６年３月）、神山町地域防災計画に基づき、

災害用備蓄品・資機材等の整備に努めるとともに、更新が必要な物資については備蓄計画と策

定するなど適正管理に努める。 

    消防団設備整備費補助金事業 必要に応じて実施 

    第６次地震防災緊急事業五箇年計画 策定（Ｒ３）→ 実施（Ｒ３～Ｒ７） 

    備蓄計画策定の検討（Ｒ２） 

 

 ○ 震災による火災の発生、延焼を防止するため、住宅用火災警報器、消火器、感震ブレーカー等 

の設置を促進する。 

 

 ○ 地震や津波によるＬＰガスの放出による延焼を防止するため、ＬＰガス放出防止装置等の設

置を促進する。  

 

１－３）突発的又は広域かつ長期的な市街地等の浸水による多数の死傷者の発生 

 ＜要点＞ 

 河川整備等を推進し、被害の最小化を図るとともに、危機管理型水位計の整備や洪水タイム

ラインの作成による事前の防災力の強化を図る。また、高潮防災区域図の作成や、防災啓発、

防災訓練を実施することにより、安全な避難体制を確立し、浸水による人的被害を防ぐ。 

 

 河川整備等の推進  

 ○ 大規模水害による被害を最小限にするため、河道掘削や築堤、堰の改修など柔軟な運用等に

よる機能強化など、治水対策を推進する。 

 

 避難対策の推進及び事前の防災力強化  

  ○  気候変動に伴う水害の頻発・激甚化に対して、住民の避難行動を促し、人的被害をなくすた

め、分かりやすい避難情報の発信や浸水想定区域の周知を推進する。 

 

 ○ 夜間及び停電時にも指定避難所への避難を促すために、ソーラー式避難誘導灯・照明、蓄電型 

照明設備等の整備を進めるとともに、適正管理のための台帳作成を検討する。 

 

 ○ 避難場所の古くなった標識・看板の更新。 

 

 ○ 近年多発している豪雨災害等に備え、徳島県が定める「避難勧告等の判断・伝達マニュアル作 

成ガイドライン」に基づき、安全な避難体制の確立やタイムラインの策定に取り組む。 

タイムライン策定の検討（Ｒ２） 
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１－４）大規模な土砂災害（深層崩壊）や大雪等による多数の死傷者の発生 

 ＜要点＞ 

  治山･砂防事業等の土砂災害対策及び国土保全機能を発揮する森林整備の推進、集落の営農、

景観保全も併せて推進し、要配慮者利用施設や避難路・避難施設の保全につなげていく。また、

土砂災害等に対する防災意識の啓発及び警戒避難体制の整備を促進する。  

 大雪等に伴う倒木によるライフラインの途絶や地域の孤立が発生した場合でも、被災者の情

報が把握できるよう、無線、電話、インターネットなど多重化した通信手段の整備を図る。 

 

 土砂災害対策及び森林整備の推進  

 ○ 大規模土砂災害の被害を最小限に押さえるため国・県と連携し、治山・砂防事業、地すべり防 

止事業等を推進し、特に要配慮者利用施設、避難路・避難施設に対する安全を確保する。 

 

 

 

 

 

 ○ 森林の荒廃を防止するとともに、国土保全機能の高度発揮を促すため、間伐等の森林整備や

治山・地すべり防止事業を推進する。また、適正な林業活動により持続的に管理すべき森林につ

いては、森林経営計画を策定し計画的な森林の整備を促進する。 

森林経営計画認定面積 ２，５６８．９８ha（Ｈ３０）→ ２，６００．００ha（Ｒ４） 

森林境界明確化面積実施率 １７．２２％（Ｈ３０）→ ２１％（Ｒ４） 

間伐等森林整備面積 ５１，１１ha（Ｈ３０）→ ７０ha（Ｒ４） 

町産材の生産量 １０，４３４㎥（Ｈ３０）→ １２，０００㎥（Ｒ４） 

 

○ 集中豪雨や局所的な大雨での土砂災害による被害から生命・財産を守るために必要な地すべ

り防止施設・治山施設等を整備するとともに、危険箇所の調査・点検を推進し、人的災害ゼロ

を目指す。 

 

○ 集落・営農の維持を図り、景観の保全と地域の活性化に向けて、中山間地域直接支払制度、森 

林・山村多面的機能発揮対策交付金を活用した、農地保全、森林整備を推進する。 

 

○ 農林水産物の被害防止に向け、有害鳥獣捕獲者に対して補助を行う。 

 

 ○ 鳥獣被害防止計画の目標達成のため、鳥獣被害防止総合対策交付金を活用し、鳥獣被害防止

総合支援事業を推進する。 

 

 ○ 林業生産活動の促進、健全な山村地域の維持形成を図るために除間伐の補助制度の拡充を図 

  る。 
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 ○ 主伐期にまで成長してきた森林資源の活用、森林の更新のため、県の事業（主伐施業等支援事 

業等）を活用しながら、主伐推進を図る。 

 

 土砂災害等に対する防災意識の啓発及び警戒避難体制の整備  

 ○ 警戒情報等の適時・適切な発令により、土砂災害の危険性の周知を強化する必要がある。さ

らに、住民への啓発、避難訓練等を併せたソフト対策全般を強化し、実効性のある避難のため

の警戒避難体制の整備を図る。 

 
 ○ 土砂災害ハザードマップを全戸配布。今後も掲載情報の変更等、必要に応じて随時更新と再
配布を行う。 
更新、全戸配布（Ｒ１） 必要に応じてその都度見直し、更新 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ○ 深層崩壊や地すべりの発生に対し、国が整備している観測網からの情報を速やかに入手し、

住民へ避難情報が出せるよう体制づくりを行うとともに、関係機関が連携した防災訓練を実施

し、災害対応能力の向上を図る。 

警戒区域内公共施設での避難訓練実施回数 年１回（Ｒ１）→ 年１回以上 

 

 大雪等に伴う孤立化対策の推進  

 ○ 大雪等に伴う倒木によるライフラインの途絶や地域の孤立が発生した場合でも、被災者の情

報が把握できるよう、無線、電話、インターネットなど多重化した通信手段の整備を図る。 

    各避難所に衛星携帯電話の配備（７機） 

 

 ○ 不特定多数への災害情報伝達手段として、防災行政無線（デジタル）、エリアメール、Ｌア

ラート、衛星携帯電話、ＨＰがある。今後は、防災行政無線（移動系）、徳島県防災行政無

線、徳島県総合情報通信ネットワークシステム、災害時情報共有システム（徳島県）、ＮＴＴ

電話、ＮＴＴＦＡＸ、即時一斉通信システム等による複数の情報伝達手段の確保に向けた検討

に努め、災害時等に確実な情報伝達が行える体制構築を図る。 

 

 ○ 大規模災害時の地域の孤立に備えて、各地区における備蓄倉庫の確保、備蓄内容の充実を図

る。 

町内防災倉庫 ３棟（Ｒ１）→ １０棟（Ｒ６） 

    段ボールベッド、簡易トイレなど防災備蓄品の充実 

    町民体育館（神山中学校体育館）の避難所機能強化 
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 臨時情報を活用した防災対応  

 ○ 地域の事前防災・減災体制の整備を促進するため、気象庁が発表する「南海トラフ地震臨時情 

報」を活用した、神山町地域防災対応の計画策定を推進する。 

地域防災計画 改訂（Ｒ１） 必要に応じてその都度見直し、改訂 

 

 ○ 町内に住む外国人が増加するなか、地震、台風、豪雨などの災害に不慣れな外国人に対して、

防災に関する啓発を推進する必要がある。 

 

 災害時要援護者対策の促進  

 ○ 「災害時要援護者対策」を効果的に進めるため、避難行動要支援者名簿の作成を推進し、地域 

との共有を図るとともに避難行動要支援者の個別計画策定の取組を推進する。 

要支援者名簿 作成（Ｈ２９）  必要に応じてその都度見直し、更新 

    個別計画策定の検討（Ｒ２） 

 

  緊急輸送道路等の機能確保  

 ○ 交通施設については、電柱、沿道・沿線を含め、利用者に倒壊による危害を与えないよう、耐 

震化や除却等を促進する必要がある。また、高齢化・人口減少に伴う技術者減に備え、インフラ 

の点検・診断・補修補強等の現場を支援するため、各道路管理者が連携し、現場研修や新技術の 

導入等を進め、点検整備の実効性を高める。 

老朽危険空き家・空き建物除去事業 要望に応じて実施 再掲 

 

 ○ 国道・県道との連携や機能分担、町内地域間の連携強化等に配慮し、将来の財政的負担を踏

まえ、総合的な道路整備方針により、町道の整備を計画的・効率的に進めるとともに、橋梁の

長寿命化計画にのっとり橋梁の修繕計画を推進する。また、地域と連携しながら道路の維持管

理に努める。 

    橋梁長寿命化修繕計画に基づき橋梁修繕を実施（Ｈ２６～） 267 橋 

    町道谷線改良 完了（Ｒ２） 

    中津本名線ほか（大埜地工区）道路拡幅事業（Ｒ３～Ｒ７） 総事業費２億円 

 

 ○ 道路法面の崩壊防止に取り組む。 

    野間殿川内線ほか法面・落石対策事業（Ｒ４～Ｒ８） 総事業費 2.5 億円 

 

 ○ 農林業の振興、農山漁村集落環境の向上による防災・減災対策の推進のため、農林道の整備を 

進める。 

  神山町地域林計計画「基幹路線の整備計画」に掲載されている林道の整備 

   林道開設 奥屋敷線（Ｈ３０～Ｒ９） 

   林道改良 殿宮線（Ｒ３～Ｒ５） 
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 避難路・避難場所の整備  

○ 広域的かつ大規模な災害による多数の避難者に対応するため、町内における避難場所の確保

に取り組むとともに、防災機能の強化を推進する。 

    指定緊急避難場所確保の推進 

 

○ 応急仮設住宅建設候補地の確保を推進する。 

    町内６地区全てに１以上確保（Ｒ６） 

 

○ 地域防災計画に定める避難路、避難道路の日常的な管理、必要に応じて実施する修繕等、可能 

な限り地域と協力しながら促進する。 

地域防災計画に定める避難道路の維持管理の促進 

 

 後方支援拠点の整備  

 ○ 被災地域を支援できる「後方支援拠点」として、災害時の医療活動等に活用できる資機材の整 

備や災害時の救援・救出や物資輸送の体制強化に向けたヘリポートの整備等を促進する。 

防災ヘリポート候補地の検討 必要に応じて実施 再掲 

 

 防災重点ため池対策の推進  

 ○ 防災重点ため池について、下流への影響度の高いため池を優先した耐震・豪雨対策を計画的

かつ着実に進める必要がある。また、現在の水利用の実情に合わせて、ため池の統廃合等を順次

進める必要がある。さらに、全ての農業用ため池について、データベースを整備し公表するほ

か、防災重点ため池において、ハザードマップまたは浸水想定区域図の作成・公表、緊急連絡体

制の整備を行い緊急時の迅速な避難行動につなげるとともに、関係機関が連携した訓練を実施

するなど、災害対応力の向上を図る。 

ため池ハザードマップ 作成・配布（Ｒ１） 必要に応じてその都度見直し、更新ため池に 

関するデータベース 整備・周知（Ｒ２） 
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２－１）被災地での食料・飲料水・電力・燃料等、生命に関わる物資・エネルギー供給の停

止 

２－２）多数かつ長期にわたる孤立地域等の同時発生 

 ＜要点＞ 

  家庭や地域・市町村・県、それぞれの役割に応じた備蓄を推進する。また、物資調達・供

給体制を構築し、救援物資の輸送を確保するため、道路や港湾の機能強化を図る。さらに

、孤立集落の発生を防止するため、生命線道路・河川の整備、土砂災害対策や緊急輸送道

路を強化するとともに、孤立集落可能性カルテを作成し、集落ごとの情報を一元的に管理

する。 

  

 食料や水等の備蓄の推進  

 ○ 「南海トラフ巨大地震等に対応した備蓄方針」に基づき、また大雪等により 

自宅待機を余儀なくされる場合も考慮し、町民による家庭や地域での備蓄を促 

進し、市町村・県はそれぞれの役割に応じた公的備蓄を推進する。 

地域防災計画に定める備蓄目標の達成 必要に応じて実施 

    町内防災倉庫 ３棟（Ｒ１）→ １０棟（Ｒ６） 再掲 

    段ボールベッド、簡易トイレなど備蓄品の充実 再掲 

    町民体育館（神山中学校体育館）防災機能強化 再掲 

 

 ○ 災害時の物資供給に係る協定の締結を引き続き進めるとともに、「南海トラフ地震等に対応

した備蓄方針」に基づいた、食料備蓄等を継続して推進する。 

 

 物資調達・供給体制の構築  

 ○ 民間物流施設の活用、関係者による協議会の開催、協定の締結、ＢＣＰの策定等により、自治 

体、国、民間事業者等が連携した物資調達・供給体制を構築するとともに、官民の関係者が参画 

する支援物資輸送訓練を実施し、迅速かつ効率的な対応に向けて実効性を高める。 

  

 ○ 生活必需品等の支援物資の供給に関し協定を締結した民間企業等との間で、平時からの連携

体制の確保や訓練の実施により、発災時に迅速かつ的確な支援活動が実施できるよう体制を整

備する。 

 

 ○ 緊急物資の確実な供給体制を構築するため、効率的な集配業務に役立つ屋根スペースの確保

をはじめ、公共施設における物資の集積拠点機能を強化する。 

防災倉庫の収容機能の強化 必要に応じて実施 

 

 ○ 救助物資等の輸送路の確保のため、日常からの道路網の強化を推進する 



- 29 - 

 

    地域防災計画に定める避難道路の維持管理の促進 再掲 

    橋梁長寿命化修繕計画に基づき橋梁修繕を実施（Ｈ２６～） 267 橋 再掲   

    町道谷線改良 完了（Ｒ２） 再掲 

    中津本名線ほか（大埜地工区）道路拡幅事業（Ｒ３～Ｒ７） 再掲 

    野間殿川内線ほか法面・落石対策事業（Ｒ４～Ｒ８） 再掲 

林道開設 奥屋敷線（Ｈ３０～Ｒ９） 再掲 

  林道改良 殿宮線（Ｒ３～Ｒ５） 再掲 

 

 救援物資等の受援体制の整備  

 ○ 他都道府県や、社会福祉団体間との相互応援協定締結に基づく救援物資等の備蓄・輸送体制

等受援体制の整備を推進する。 

 

 水道施設の耐震化  

 ○ 水道施設の耐震化や水道未普及地の整備を着実に推進するとともに、災害時の支援体制の充

実を図る。 

 

 ○ 被災時に早期の復旧が図れるように緊急給水設備の整備、応急復旧態勢の構築や復旧資材の

備蓄等バックアップ対策を推進する。 

 

 ○ 発災後、迅速な給水体制が築けるよう、給水車の受け入れ体制の構築及び、給水タンクや給水 

車の整備に努める。 

 

 災害時要援護者等に対する物資供給体制の整備  

 ○ 災害時介護福祉コーディネーターによる円滑な支援及び相互応援に係る適切な調整を行うた

め、より実践的な訓練や研修を実施する。 

 

 ○ 県及び社会福祉団体間で締結している相互応援協定に基づく、施設間での物資援助を災害時

に機能させるため、協力体制を一層強化する。 

  

 救援物資等の輸送確保対策  

 ○ 救助・救急、医療活動や物資の供給を迅速に行うため、緊急輸送道路等の耐震化や無電柱化、

複数のルートを確保するため、緊急輸送道路を補完する農林道の整備も推進する｡ 

 

○ 物流の専門家と連携した図上訓練や実動訓練を実施し、大規模災害 

時における物資輸送体制の実効性を向上させる。 

 

 孤立化防止のための情報収集  

 ○ 地震や集中豪雨等による孤立集落の発生に備え、「孤立可能性集落カルテ」を作成すること

で、集落ごとの情報を一元的に収集し、災害時の迅速かつ的確な支援へ繋げる。 
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    孤立可能性集落カルテ 作成（Ｒ２）→ 支援体制構築（Ｒ４） 

 

 孤立化防止のための道路整備  

 ○ 孤立集落の発生を防止するため、生命線道路の整備、緊急輸送道路等の橋梁の耐震化や無電

柱化、斜面対策及び大雪等による倒木を防ぐ事前伐採を推進する｡ 

 

 孤立化防止のための土砂災害対策  

 ○ 緊急輸送道路が、土石流や地すべりなどの土砂災害により被災 

し、長期間不通にならないよう、治山・砂防、地すべり対策を着 

実に推進する。 

 

 民間企業による支援の充実  

 ○ 徳島県商工３団体青年部を中心として「とくしま災害支援パートナーズ」事業の取組の普及

啓発により、登録企業の拡大及び発災時の支援情報のデータベースの充実に努める。 

 

 ヘリコプターによる支援体制の整備  

 ○ 孤立化に備え、空からの救助・救出や物資の輸送を行う消防防災ヘリコプターをはじめ、関係 

機関のヘリコプターの装備、設備等の充実を図るとともに、迅速かつ円滑に災害応急対策を実

施できるよう、新たなヘリポートの整備を促進、既設ヘリポートの機能強化とあわせて受援体

制の強化も図る。 

    喜来ヘリポート消火栓設置工事 竣工（Ｒ２） 再掲 

    防災ヘリポート候補地の検討 必要に応じて実施 再掲 

 

 孤立化集落における電源や通信手段の確保対策  

 ○ 孤立化集落発生時に外部との通信手段を確保するための資機材 

  の整備や避難所の機能強化を促進するとともに、継続的に通信訓 

練を実施する。 

    各避難所に衛星携帯電話の配備（７機） 再掲 

 

 ○ 「自然エネルギー立県とくしま推進戦略」に基づき、温室効果ガス排出削減や分散型エネルギ 

ーによる災害対策、地域の活性化等を目的として、「自然エネルギー」の導入を促進する。 

    自然エネルギーによる電力自給率（県） ２７．９％（Ｈ３０）→ ３０．５％（Ｒ４） 

    木質バイオマスエネルギーの活用 促進（Ｒ２～） 

    地域熱供給事業 推進（Ｒ２～） 

 

 ○ 地域防災力の向上を目指し、災害時の切り札となる自然エネルギーを活用した「自立分散型

電源」導入支援制度を検討する。 
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 ○ 地球温暖化対策や平時における電力の地産地消の推進、さらに

は災害時の非常電源として活用が期待できる水力発電の普及を

図るため、渓流に設置可能なピコ水力発電機の実証実験や、先導

的モデルとなる小水力発電所の整備を検討する。 

 

 ○ ライフラインの途絶や地域が孤立した場合でも被災者の 

  情報が把握できるよう、無線、電話、インターネットなど 

  多重化した通信手段の確保に取り組む。 

 

 ライフライン事業者等との連携強化  

 ○ 孤立化集落における長期の停電や通信の途絶に備えるとともに、その早期復旧を図るため、

県、市町村及びライフライン事業等の関係機関の間で、事前対策の検討や緊急時の連絡体制を整

えるなど、連携強化を図る。 

 

２－３）自衛隊、警察、消防、海保等の被災等による救助・救急活動等の絶対的不足 

 ＜要点＞ 

 自衛隊･警察･消防等における災害対応能力の強化や施設の耐震化を推進し、他都道府県と

の訓練実施等により連携強化を図る。また、消防団や自主防災組織の充実強化も推進する。 

 

 警察・消防等の施設の機能強化、資機材等の充実強化  

 ○ 警察、消防等において、災害対応力強化のための体制、装備資機材等の充実強化を図るととも 

に、施設の整備を推進する。 

 

 消防団や自主防災組織の充実強化  

 ○ 消防団の装備資機材等の充実・強化を図るとともに、消防団員の確保を図るため、未来の地域 

防災の担い手である少年消防クラブの育成支援や若手団員や女性団員の入団促進、消防団協力

事業所の普及等を推進する。 

    安全装備品等（活動服、耐切創保護服等）の整備（Ｒ４） 

    消防団活動用資機材の充実 必要に応じて実施 

 

 ○ 消防団と自主防災組織や婦人防火クラブ等とが連携し、地域 

防災の担い手の育成を進めるなど地域防災力の充実強化を図る。 

また、消防現場における女性の活躍を推進するため、女子を対 

象に消防の魅力を発信する職業説明会の開催や研修会を実施す 

るとともに、女性の働きやすい環境づくりを促進する。 

   「全国女性消防団員活性化徳島大会」 開催・参加（Ｒ４） 

 

 ○ 老朽化している消防車両や小型動力ポンプの更新を行い、消防力の強化を行う。 
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第６次地震防災緊急事業五箇年計画 改訂（Ｒ３）→ 推進（Ｒ７） 再掲 

 

 ○ 山間地域でのスムーズな消火活動を支援するために、防火水槽による水利確保や、ジェット

シューターの配備、山林を想定した消火訓練の実施、徳島県防災消防ヘリコプターとの連携強

化等を推進する。 

 

 ○ 地域防災力の向上を図るために、自主防災組織による防災活動を支援し、組織と町、関係機関 

との連携体制を構築し、合同での防災訓練の実施を検討する。 

 

 ○ 自主防災組織や消防団等を中心とした地域防災の要となる人材の育成を推進する。 

 

 ○ 防災教育を推進し、若年層からの防災意識の向上を図る。 

 

 防災拠点等の電力確保  

 ○ 救助・救急、医療活動の統制等の役割を担う防災拠点等に太陽光パネル及び蓄電池等を設置

し、停電時でも救助・救急、医療活動の統制等に必要な電力を確保に努める。 

 

 関係機関の連携強化、訓練の実施  

 ○ 地域防災計画など災害対応に必要な事項について見直し、他都道府県との連携強化を図り、

合同訓練等を実施するとともに、必要に応じさらに見直しを行い、訓練の習熟度を高める。 

    地域防災計画 改訂（Ｒ３） 必要に応じてその都度見直し、改訂 再掲 

 

 ○ 被災時における多数遺体の身元確認等に対応するため、連絡協議会等による医師会、歯科医

師会との連携体制の構築を図るとともに、訓練の実施等を通じてその実行性を高める。 

 

２－４）想定を超える大量の帰宅困難者の発生、混乱 

 ＜要点＞ 

 帰宅困難者を受け入れる一時滞在施設の確保や機能強化を推進するとともに、企業や学校に

おいて、食料や水の備蓄を促進する。また、高規格道路のミッシングリンクの解消、緊急輸

送道路等の耐震化、無電柱化を推進することで、食料等の供給不足を防ぐ。 

  帰宅困難者の受入体制等の確保  

  ○ 災害時の帰宅困難者に適切な情報や便宜を提供できる「災害時帰宅困難者支援ステーショ

ン」の普及啓発や企業と地域との連携 

強化など帰宅困難者対策を推進すると 

ともに、膨大な数の帰宅困難者の受け 

入れに必要な一時滞在施設の確保や機 

能強化を推進する。 
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 ○ 道路の通行止めや公共交通機関の運行停止に伴う帰宅困難者の発生に備えて、企業や学校に

おける食料や水の備蓄を促進するため、その普及啓発を図る。 

 

  ○ 東日本大震災で 被災初期から防災拠点として 

  機能を発揮した「道の駅」について、防災拠点化 

  を推進する。 

 

 ミッシングリンクの早期解消や緊急輸送道路等の強化  

 ○ 高速道路のミッシングリンクの早期解消や機能強化のため、四国横断自動車道及び地域高規

格道路阿南安芸自動車道の整備への協力体制構築に努める｡ 

 

 信号機電源付加装置の整備  

 ○ 自動車の民間プローブ情報を活用し、渋滞情報を正確に把握するとともに、停電による信号

機の停止が原因で発生する交通渋滞を回避するため、信号機電源付加装置の整備等を促進する。 

 

２－５）医療施設及び関係者の絶対的不足・被災、支援ルート、エネルギー供給の途絶による医療

機能の麻痺 

２－６）被災地における感染症等の大規模発生 

２－７）劣悪な避難生活環境・トイレ環境、不十分な健康管理による多数の被災者の健康状態の悪

化・災害関連死の発生 

 ＜要点＞ 

  救助・救急、医療活動に支障が出ないよう、防災拠点等における電力確保対策、緊急通行車両や

災害拠点病院等への燃料供給体制の整備を図る。 

 他都道府県との相互応援体制を構築するなど、災害発生時に迅速かつ円滑な医療及び被災地支援

を実施できる体制を整備し、交通網の寸断に備えたヘリコプターの受援体制の強化を図り、医療機

能の麻痺を防ぐ。また、「とくしま災害感染症専門チーム」 

を養成し、避難所等における感染症の発生・まん延を防ぐ。 

 長期の避難生活に備えた避難環境の向上や避難所等への物資供給体制を確立する。また、福祉避

難所の指定や要援護者対策を考慮した避難所運営体制を促進し、心の ケアを含めた多様なサポー

ト体制を整備することにより災害関連死を防ぐ。 

 

 災害医療体制の構築  

 ○ 医療機関の災害対策マニュアルやＢＣＰ（事業継続計画）の整備について、状況変化に応じて 

適宜見直しを行うとともに、災害訓練や救急勉強会等を実施することにより、災害医療提供体

制の一層の充実・強化を図る。 

 

 ○ 大規模災害時に医療施設や医療関係者が不足する事態に備えた他市町村との相互応援体制を

より強化するため、継続的に訓練を実施する。 
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 災害医療を担う人材育成  

 ○ 災害拠点病院等においては、災害発生時に迅速かつ円滑な医療及び被災地支援を実施できる

よう、ＤＭＡＴの更なる充実・強化を支援する。 

 

 ○ 大規模災害発生時、ＰＴＳＤ(心的外傷後ストレス障害）を含む精神的不調に対し中長期に渡

り専門的なこころのケアを円滑に行うため構築したＤＰＡＴについて、資機材の充実、訓練等に

協力し更なる専門的対応技術の向上を支援する。 

 

 ○ 災害発生からおおむね４８時間以内に活動するＤＭＡＴから、急性期以降に活動を行う、医

療救護班へ円滑な引き継ぎを行い、切れ目の無い医療救護活動を実施するため、圏域毎に配置さ

れる医療保健・福祉分野の「災害時コーディネーター」と連携し、発災後、刻々と変化する状況

を的確に把握し、ドクターヘリの活用や他都道府県からの人材及び資材の配置を適切かつ迅速

に行える体制を整備について支援を行う。 

  

 災害医療対応力・機動力の強化  

 ○ 医療関係者と自衛隊・警察・消防とが連携し、より実働的 

  な訓練を行えるように協力し、発災時における災害医療対応 

  力・機動力の強化を支援する。 

 

 ○ 医療や防災関係機関の連携による災害医療活動を円滑に展開するため、行政分野の指揮（コ

マンダー）機能、後方支援（ロジスティクス）機能の強化を図る。 

 

 ○ 大規模災害時に備え、カウンターパートである鳥取県をはじめ関西広域連合内での相互応援

の取組の拡大を図る。 

 

 ○ 大規模災害時に迅速かつ適切に医薬品が供給できるよう、「災害時おくすり供給車両」の導入 

検討や各災害医療圏域の「災害リーダー薬局」を活用し、医薬品供給調整体制の整備を検討す

る。 

 

 ○ 「自然エネルギー立県とくしま推進戦略」に基づき、温室効果ガス排出削減や分散型エネルギ 

ーによる災害対策、地域の活性化等を目的として、「自然エネルギー」の導入を促進する。 

    自然エネルギーによる電力自給率（県）２７．９％（Ｈ３０）→ ３０．５％（Ｒ４）再掲 

    木質バイオマスエネルギーの活用 促進（Ｒ２～） 再掲 

    地域熱供給事業 推進（Ｒ２～） 再掲 

 

 ○ 地域防災力の向上を目指し、災害時の切り札となる自然エネルギーを活用した「自立分散型

電源」導入支援制度の創設を検討する。 

 

 ○ 地球温暖化対策や平時における電力の地産地消の推進、さらには災害時の非常電源として活
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用が期待できる水力発電の普及を図るため、渓流に設置可能なピコ水力発電機の実証実験や、先

導的モデルとなる小水力発電所の整備を検討する。 

 

 ○ 次世代エコカー（ＥＶ、ＦＣＶ、ＰＨＶ等）の優れた蓄電・発電機能が災害時の非常用電源と 

して有効活用できることについて、広く町民の理解を深め、普及拡大に繋げるため、積極的な取 

組みの推進を図る。 

 

 発災時の燃料供給体制整備  

 ○ 災害時における緊急通行車両や災害拠点病院等への燃料供給について、石油商業組合と締結

した協定が維持・強化されるよう、石油商業組合との情報交換等、連携を密にし、発災時の燃料

供給が円滑に 行われるよう体制を整備する。 

 

 ○ 災害時の応急活動に不可欠な緊急車両への給油、病院や避難所への燃料供給が確実に行える

よう、ガソリンのほか軽油・灯油・重油の流通備蓄に取り組む。 

 

 ○ 町内にあるガソリン販売事業者との災害時協定の締結を推進する。 

    協定締結数 ０（Ｒ１）→ ３（Ｒ６） 

 

 交通網の強化（ミッシングリンクの早期解消）  

 ○ 高速道路のミッシングリンクの早期解消や機能強化のため、四国横断自動車道及び地域高規

格道路阿南安芸自動車道の整備への協力体制構築に努める｡ 

 

 交通網の寸断に備えた支援体制の整備  

 ○ 陸上ルートの寸断等に備え、空からの救出救助、物資輸送を実施する手段を確保するため、消 

防防災ヘリコプター「うずしお」や警察ヘリコプター「しらさぎ」の装備・設備等の充実につい 

て、受援体制の強化を図る。 

 

 ○ 災害時における医薬品を確保するため，被害想定等から必要な品目・数量等を精査し備蓄す

るとともに，関係業界等との協定締結等によりその供給確保体制を構築する。さらに，交通網の

寸断を想定し，災害拠点病院や救護所への医薬品の迅速な搬送体制についても検討を進める。 

 

 感染症の発生・まん延防止  

 ○ 避難所等における感染症の発生・まん延を防ぐため、災害時の避難所において、高い専門性を 

活かして初期段階から衛生状況等を把握し、助言・指導を行う「とくしま災害感染症専門チー

ム」の養成に協力、また、調整に必要な資機材の充実や避難所運営訓練等への参加により対応

技術の向上を図る。 

各避難所に新型コロナウイルス感染症対策用備蓄品の配備（必要に応じて実施） 

 

 ○ 平時から各種予防接種の対象者には個別接種の推奨に努める。また、平時から地域での消毒
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や害虫駆除の促進に努める。 

 

 ○ 徳島県災害時保健衛生活動マニュアルを活用し、災害時にスムーズな保健衛生活動が行える

ように、訓練の実施、関係先との連携強化を図る。 

 

 下水処理対策による衛生面の悪化防止  

 ○ 下水処理対策として合併浄化槽の設置を推進する。循環型社会形成推進交付金浄化槽設置整

備事業を活用し、設置に対して、国、県および町からの補助金制度を継続して実施していく。 

神山町汚水処理構想 策定（Ｈ２７） 

 浄化槽普及率 ４３．４％（Ｈ３０）→ ７４．３％（Ｒ６） 

 

 ○ 「徳島県災害時快適トイレ計画」に基づき、災害用トイレ、簡易トイレの整備を推進し、避難 

所等におけるトイレ環境の改善を図る。簡易トイレは町内８施設、マンホールトイレが道の駅に 

５基整備済み。 

    段ボールベッド、簡易トイレなど備蓄品の充実 再掲 

 

 ○ 「大規模災害時における資機材等の供給に関する協定」の締結団体と連携した訓練等を通じ

て、大規模災害時に避難所等へ簡易トイレや仮設トイレが迅速に供給されるよう取組を強化す

る。 

 

 

 

 

 

 避難環境の向上   

 ○ 大規模災害が発生しても、外部からの支援者を受け入れながら生活の質に配慮した避難所運

営を実施するため、国際的な統一基準である「スフィアスタンダード」の理念を避難所運営従事

者に浸透させる必要がある。 

  

 ○ 長期の避難生活に備えて、避難所における避難者の「生活の質（ＱＯＬ）」の向上を図るため、 

避難所の機能強化を図るとともに、公共既存施設等について、その特長を最大限に活用した「快

適な避難所」の確保を促進する。 

 

 ○ 地域住民が主体となって、それぞれの役割に応じ円滑な避難所運営ができるよう、地域ぐる

みの取組を促進する。 
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 ○ 平成２６年１月に改訂した「徳島県災害時要援護者支援対策マニュアル」を受け、避難所のリ 

ーダー養成や町内において、子供や女性の視点を考慮した「避難所運営マニュアル」を作成し、

避難所における良好な生活環境に配慮した避難所運営体制づくりを進める。 

    避難所運営マニュアル  策定（Ｒ１） 必要に応じてその都度見直し、改訂 

  

 ○ 避難所における適切な食事提供やアレルギーや生活習慣病等の食事に配慮が必要な方へのき

め細やかな栄養・食生活支援が速やかに展開できるよう、関係機関・団体等との連携体制を推進

する。 

 

 ○ ネット通販事業者等との協定による避難所への物資供給体制を確立し、避難者のきめ細かな

ニーズに対応する。 

 

 ○ スムーズな廃棄物の処理が執行できるよう神山町災害廃棄物処理計画を必要に応じて見直

し、改定を実施していく。 

    災害廃棄物処理計画 策定（Ｈ２９） 必要に応じてその都度見直し、改訂 

 

 ○ 福祉避難所における各種訓練の実施。各施設管理者との連携のもと、避難訓練等の実施に取

り組む。各施設と町が連携した定期的な避難訓練の実施を検討する必要がある。 

 

 要援護者支援の強化  

 ○ 福祉避難所の指定を一層促進するとともに、施設の防災設備の強化、装備資機材の充実、各訓 

練等の促進により災害対応能力を向上させる。 

 

 ○ 社会福祉施設や幼稚園・保育所等、地域防災の拠点となる得る施設等については、大規模自然 

災害の発生に備えて、施設の耐震化、防災設備の強化、装備資機材の充実を図り、被災時の迅速 

な事業復旧を可能とし、利用者への影響を最小限にとどめるためにＢＣＰ等の策定についても

促進する。 

  

 ○ 「発達障がい者」向けの「防災ハンドブック」を活用し、当事者および 

  家族や関係機関に研修会等を通して、災害に対する意識を高めるとともに、 

  関係機関等における発達障がい者への支援体制の整備の必要性について周 

  知していく。 

 

 ○ 災害時においても、継続的な医学的管理を必要とする在宅患者などが同水準の医療サービス

が受けられるよう、県と協力し、必要な医薬品や資機材整備への支援、医療機関と患者の間のネ

ットワークの構築を図り、相談体制や情報基盤の整備など、きめ細やかな支援を行う。 
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３－１）警察機能の大幅な低下による治安の悪化、社会の混乱 

３－２）行政機関の職員・施設等の被災による機能の大幅な低下や災害対応への習熟度不足に

よる初動対応の遅れ 

 ＜要点＞ 

 庁舎等の耐震化や電力等の確保対策など機能強化を行うとともに、業務継続計画の策定や広

域連携協定等により、行政機能不全の防止を図り、信号機電源付加装置の整備等により重大事

故の多発を防ぐ。 

 

  庁舎等の耐震化、防災拠点施設の機能強化   

 ○ 庁舎等の耐震化、停電時の電力や情報・通信システムの確保、代替不能機器等の保全、代替庁 

舎の選定･確保、物資の備蓄等を推進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ○ これまで、国の交付金（グリーンニューディール基金事業等）などを活用し、防災拠点等に太 

陽光パネルや蓄電池の設置を進めてきたが、今後も、エネルギー供給リスクの分散を図るため、

自然エネルギーを活用した自立・分散型電源の導入を推進する。 

 

 行政機関の業務継続計画の策定、広域連携等行政機能維持体制の整備  

 ○ 町内の各行政機関が業務継続計画を策定し、それに基づく訓練を定期的に行うことにより、

大規模災害時における行政機能の継続及び早期復旧を図る。 

 

 ○ 災害発生時、災害のフェーズに応じた災害対応、そのた 

  めの推進体制の整備や進捗把握などの管理、応援職員の緊 

  急確保などの「災害マネジメント」が求められ、執行にあ 

  たっては、県とも協力し職員に対する実践的な研修や訓練 

  を実施し、マネジメント人材の育成を行う。 

 

 ○ 県内の市町村間はもとより、関西広域連合や鳥取県とのカウンターパートなど広域的な連携

や隣県との連携を図り、大規模災害時に備え、平時からその結びつきを強化するための取組を推

進する。また、中四国においては、カウンターパートの同時被災も念頭においた連携のあり方に

ついて検討を進める。さらに、カウンターパートである鳥取県との間では、相互の市町村間や、
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県中小企業団体中央会をはじめ民間団体において、相互応援体制の構築が進められており、この

ような取組の一層の促進を図る。 

 

 ○ 町職員や教職員の「防災研修への参加」や「防災士資格の取得」を推進し、個々の防災能力

を向上させることにより、行政機能の早期復旧、維持を図る。 

 

 ○ 自主防災組織、福祉避難所、教育施設等と連携し、各避難所の状況に応じた避難所運営マニュ 

アルを策定する 

    避難所運営マニュアル策定（Ｒ１） 必要に応じてその都度見直し、改訂 再掲 

 

  警察機能維持対策の推進  

 ○ 公共の安全と秩序の維持を図るため、治安の確保に必要な体制、装備資機材の充実強化を図

るとともに、警察や消防団等が中心となって地域の治安維持活動に取りかかれるよう、支援体制

の構築に努める。 

  

 ○ 災害時における被留置者の安全を確保し、逃走を防止するため、安全な留置施設への護送体

制の構築を支援するとともに、関係機関との迅速な相互連絡体制の確立を図る。 

   

  情報システム等の機能強化、情報の遺失防止対策の推進  

 ○ 本庁舎の被災によりシステム基盤に障害が発生し、業務継続が困難になることを防止するた

め、システム基盤を本庁舎とデータセンターの両方に設置し、双方の基盤を同時に運用すること

で耐災害性を強化する。 

   

  ○ 役場が被災しても、被災者支援をはじめ速やかに各種 

  の自治体業務が再開できるよう、自治体の業務システム 

  のクラウド化や発災直前の各種住民データを県外に保管 

  するなど、住民データの遺失を防ぐとともに、自治体機 

  能の早期復旧を図るための対策を講じる。 

 

 信号機の停止防止対策等の推進  

 ○ 停電による信号機の停止が原因で発生する交通渋滞、交通事故を回避するため、信号機電源

付加装置の整備等を支援する。 

  

 ○ 自動車の民間プローブ情報の活用により、渋滞状況を正確に把握し交通渋滞を回避するため、

交通管制システムの高度化を図る。 

  

  エネルギー供給体制等の整備・機能強化  

 ○ 関係機関において、庁舎の耐震化等、電力の確保、情報・通信システムの確保、代替不能機器 

等の保全、物資の備蓄、代替庁舎の確保等を推進する必要がある。また、臨時情報が発表された 
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場合には、後発地震に備え、水・食料等の備蓄、非常用発電装置やコンピュータ・システム等重 

要資機材点検等の所要の措置を実施する体制づくりを行う。 

 

 ○ 電力供給遮断などの非常時に、ＰＨＶ・ＥＶを用いて避難所等に電力を供給するシステムの

普及に努める。 

 

 ○ 災害時の応急活動に不可欠な緊急車両への給油、病院や避難所への燃料供給が確実に行える

よう、ガソリンのほか軽油・灯油・重油の流通備蓄に取り組む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

KL

KL

SS

KL



- 42 - 

 

 

  

4-1)

4-2) 

4-3)



- 43 - 

 

͐ ᴦὧσ Ṑ ʾ Ђ˔РІψᶎ βϥ 

４－１）防災・災害対応に必要な通信インフラの麻痺・機能停止 

４－２）テレビ・ラジオ放送の中断等により災害情報が必要な者に伝達できない事態 

４－３）災害時に活用する情報サービスが機能停止し、臨時情報や津波警報等の収集・伝達 

ができず、避難行動や救助・支援が遅れる事態 

＜要点＞ 

総合情報通信ネットワークシステムのデジタル化や多重化等により、県民への情報伝達体制

の強化や情報通信システム基盤等の耐災害性の向上等を図り、情報通信が麻痺や長期停止する

ことがないよう対策を講ずるほか、避難行動要支援者に対する避難行動等の支援等により迅速

な避難を促し、死傷者の発生を防ぐ。また、放送設備の非常用電源設備の整備等に努めテレビ

・ラジオ放送の中断等を防ぐ。 

 

  関係機関間の情報通信確保対策の推進  

 ○ 民間通信事業者の回線が停止した場合にも災害救助活動ができるよう警察、自衛隊、海保等

の情報通信システム基盤について、その耐災害性の向上等を図る必要がある。 

 

  ○ 準天頂衛星システム等を活用した防災機能の強化等を検討する。 

  

 ○ 既設の光ケーブ網について、段階的な設備の更新に努める。 

 

  情報通信事業者や放送事業者等との連携強化  

 ○ 徳島県危機管理総合調整会議に参加し、情報通信事業者や放送事業者 

をはじめとする県内の防災･危機管理関係機関等との連携強化を図り、 

総合防災訓練や図上訓練を実施することで実効力を高める。 

 

 放送設備の電力確保対策の促進  

 ○ 災害時に電力供給が停止した場合に備え、非常用電源設備の整備や燃料備蓄に努める。 

  

 放送継続が可能となる体制の整備  

 ○ ＢＣＰや災害対応マニュアルを策定し、関係機関と連携した訓練等により、大規模災害時に

おいても、テレビ・ラジオ放送が中断することがないよう対策を講じておく必要がある。 

 

 情報通信基盤の整備及び利活用の促進  

  ○ 通信事業者等の回線が停止した場合にも被災状況の確認や復旧活動等に支障を及ぼさないよ

う、衛星携帯電話の配備等による代替性の確保を図る。 

    各避難所に衛星携帯電話の配備（７機） 再掲 

 

 ○ 地域の課題解決や産業の振興を図るため、第５世代移動通信システム（５Ｇ）によるイノベ
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ーションの創出や社会実装に向けた取組を推進する。 

 

 情報伝達体制の強化  

 ○ 災害時情報通信ネットワークのデジタル化や多重化が進められるとともに、公共施設等にお

ける公衆無線ＬＡＮの整備やＪ－ＡＬＥＲＴの普及、すだちくんメールやエリアメールの活用

など情報伝達方法の強化が図られたところであるが、システムの安定運用や各種情報の普及啓

発など、さらなる取組みを推進する。 

 

 ○ 町民に「総合地図提供システム」、「安心とくしまＨＰ」や「Ｌアラート」で情報提供をする 

システムの安定的な運用と情報発信手段の多様化を検討する。  

 

 中山間地域における不感エリアの解消  

 ○ 孤立化集落発生時に外部との通信手段を確保するための資機材の整備や避難所の機能強化を

促進しているところであるが、進捗途上にあるためさらに推進するとともに、継続的に通信訓

練を実施する必要がある。 

 

 情報収集・共有体制の強化  

 ○ 「すだちくんメール」をはじめ各種安否確認サービスの全県 

的な普及を図るとともに、ＳＮＳを活用した情報収集体制を構 

築し、行政のみならず県民相互が必要とする様々な災害情報の 

収集・共有体制を確立する。 

 

 ○ 発災時の緊急交通路の指定等に伴い、発生することが想定される交通渋滞等による避難の遅

れを回避するため、交通情報板の整備、関係機関との連携等により、迅速かつ効果的な道路交通

情報の提供手段を確保する。 

 

 ○ 障がいのため意思疎通に支援が必要な方々に必要な支援を行うため、情報・意思疎通支援用

具の支援を行うなど、引き続き制度の適正な執行を図るとともに、平素から個々の障がい特性に

対する理解と認識を深め、いざという時に適切に対応できるようにするため、災害時に、障がい

者を支援するための「ハンドブック」の周知や「研修」を実施する。 

 

 災害時要援護者対策の促進  

 ○ 「災害時要援護者対策」を効果的に進めるため作成した、避難行動要支援者名簿の共有を地域

で図るとともに避難行動要支援者の個別計画策定の取組を一層促進する。 

    要支援者名簿 作成（Ｈ２９） 必要に応じてその都度見直し、更新 再掲 

    個別計画策定の検討（Ｒ２） 再掲 

 

 ○ 障がいのため意思疎通に支援が必要な方々に、情報・意思疎通支援用具の支援を行うなど、引 

き続き制度の適正な執行を図るとともに、平素から個々の障がい特性に対する理解と認識を深
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め、いざという時に適切に対応できるよう、災害時に障がい者を支援するための「ハンドブッ

ク」の周知や「研修」を実施する。  

 

 率先避難企業の取組拡大  

 ○ 大規模な実地訓練や図上訓練等を通じ、「率先避難企業」への理解を深め、企業のみならず地 

域と一体となった「率先避難企業」の取組を拡大する。 

 

 臨時情報が発表された場合の情報伝達体制の確立  

  ○  臨時情報が発表された場合の情報伝達に係る防災訓練の実施等により、臨時情報発表時にお

ける防災対応の体制整備・連携体制の強化、また臨時情報に関する住民理解の促進を図る。 

  

  ○ 地域の事前防災・減災体制の整備を促進するため、気象庁が発表する「南海トラフ地震臨時情 

報」を活用した、本町における「防災対応」の計画策定を推進する。 

    地域防災計画 改訂（Ｒ３） 必要に応じてその都度見直し、改訂 再掲 
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５－１）エネルギー供給の停止による、社会経済活動・サプライチェーンの維持への甚大な影

    響 

５－２）コンビナート・重要な産業施設の損壊、火災、爆発等 

５－３）金融サービス・郵便等の機能停止による住民生活・商取引等への甚大な影響 

＜要点＞ 

県内企業のＢＣＰ策定の取組を促進する。各ライフライン事業者におけるエネルギー供給停

止対策の促進を図り、各金融機関は、住民や企業への金融取引が停止しないよう店舗の耐震化

等対策を促進する。また、物流ルートの耐災害性を高める。 

 

ＢＣＰの取組等を促進  

 ○ 県内大学や商工団体等と連携した講習会の開催や県が実施する 

  認証制度を通じ、町内企業における事業継続計画（ＢＣＰ）の策 

定を促進する。また、製造業と物流事業者間などサプライチェー 

ンを構成する企業間においての取組も促進を図る。 

町内企業のＢＣＰ策定 策定事業所の把握（Ｒ４）→ 全事業所策定（Ｒ７） 

 

 ○ 企業のＢＣＰ策定を支援し、「情報システム」、「通信手段」の多様化による情報共有、デー 

タ・重要文書の保全等を図る。 

 

 ライフライン事業者等との連携強化  

  ○  「徳島県危機管理総合調整会議」に参画することにより、ライフライン事業者との連携強化を 

進める。 

 

 ○ 石油商業組合と情報交換等、連携を密にし、発災時の緊急通行車両等への燃料供給が円滑に

行われるよう、体制を整備する。 

 

 各ライフライン事業者における対策  

 ○ 電力会社においては、発電及び送電設備等の耐震化や津波対策等を推進する。また、自衛隊と

の「災害時の相互協力に向けた協定」に基づき、早期復旧体制を構築する。 

  

 ○ ガス事業者においては、ガス工作物や施設の耐震化を推進するとともに、ブロック化による

供給停止エリアの極小化を推進する。 

 

 金融機関の建物等の耐災害性の向上、ＢＣＰ策定等の促進  

 ○ 県内の金融機関では、建物等の耐災害性の向上やシステムのバックアップ、災害時の情報通

信機能・電源等の確保やＢＣＰ策定・実効性向上等が進められているが、各金融機関によって

進捗状況が異なるため、引き続き取組を促進する。 
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 被災企業等に対する支援対策  

 ○ 被災企業に対する融資制度である「災害対策資金」について、周知を行っているところである 

が、今後も引き続き、発災時の被災企業への支援が円滑に行われるよう、制度の周知を行ってい 

く。 

 

  ○ 大規模災害時における資金安定供給を図るためには、官民連携による「大規模災害時資金安定 

供給協議会」を中心に、災害時の相談にWeb 上で２４時間対応する「AI 資金コンシェルジュ」

を実装し、関係機関が連携した資金供給体制を構築する必要がある。 

 

５－４）食料等の安定供給の停滞 

５－５）農・工業用水の供給途絶に伴う、生産活動への甚大な影響 

＜要点＞ 

 国営総合農地防災事業の促進等により、農林水産業に係る生産基盤等の災害対応力を 

強化し、また、農業協同組合など関係団体のＢＣＰの策定・見直しを促進する。さらに、農地

の津波被害を軽減するため、海岸・河川堤防を整備する。 

 

 農林水産業生産基盤等の災害対応力強化  

 ○ 農林水産業に係る生産基盤等の災害対応力の強化に向けて、農業施設や基 

  幹的水利施設等の整備・耐震化など農山漁村における防災対策を推進する。 

 

 各種ＢＣＰの策定・見直しの促進  

 ○ 被災後の農地の速やかな復旧と営農再開に向け策定した農業版ＢＣＰの実効性の向上を図

る。 

  

 ○ 大規模災害後も安定した食料等の供給を行うため、農業協同組合・漁業協同組合など関係団

体が進めるＢＣＰの策定や必要に応じた見直しを促進する。 

 

 ○ 大規模災害時に速やかに復旧するため「企業局ＢＣＰ」の充実・強化を図る。 

 

 物流インフラの強化と農地の被害の軽減  

 ○ 物流インフラの災害対応能力の強化に向けて、高速道路等のミッシングリンクの早期解消や

機能強化のため、四国横断自動車道及び地域高規格道路阿南安芸自動車道の整備体制の構築に

努めるとともに、緊急輸送道路等の耐震化を支援する。さらに、農地の被害を軽減するため、地

すべり対策などの地震対策を推進する。 

    橋梁長寿命化修繕計画に基づき橋梁修繕を実施（Ｈ２６～） 267 橋 再掲 

    町道谷線改良 完了（Ｒ２） 再掲 

    中津本名線ほか（大埜地工区）道路拡幅事業（Ｒ３～Ｒ７） 再掲 

    野間殿川内線ほか法面・落石対策事業（Ｒ４～Ｒ８） 再掲 
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 農・工業用水の耐震化等  

 ○ 基幹的な農業水利施設について、耐震診断を実施した結果、耐震化改修が必要な施設の計画

的な耐震化を推進する。 

 

 ○ 大規模災害時においても給水を継続し、企業のＢＣＰを支援するため、上水道の耐震化を進

めるとともに、優先度評価に基づく管路更新に努める。また、被災時に早期復旧が図られるよ

う、緊急給水設備の整備、応急復旧体制の構築や復旧資材の備蓄等のバックアップ対策を推進す

る。 

 

 ○ 大規模災害時においても利水施設としての機能が保持され、効用が発揮されるよう、事前の

予防的対策を推進する。 

 

 食料や水等の備蓄の推進  

 ○ 「南海トラフ巨大地震等に対応した備蓄方針」に基づき、また大雪等により自宅待機を余儀な 

くされる場合も考慮し、町民による家庭や地域での備蓄を促進し、市町村・県はそれぞれの役割 

に応じた公的備蓄を推進する。 

    地域防災計画に定める備蓄目標の達成 必要に応じて実施 

    町内防災倉庫 ３棟（Ｒ１）→ １０棟（Ｒ６） 再掲 

    段ボールベッド、簡易トイレなど備蓄品の充実 再掲 

    町民体育館（神山中学校体育館）避難所機能強化 再掲 

 

 物資調達・供給体制の構築  

 ○ 民間物流施設の活用、関係者による協議会の開催、協定の締結、ＢＣＰの策定等により、自治 

体、国、民間事業者等が連携した物資調達・供給体制を構築するとともに、官民の関係者が参画 

する支援物資輸送訓練を実施し、迅速かつ効率的な対応に向けて実効性を高める。 

  

 ○ 生活必需品等の支援物資の供給に関し協定を締結した民間企業等との間で、平時からの連携

体制の確保や訓練の実施により、発災時に迅速かつ的確な支援活動が実施できるよう体制を整

備する。 

 

 ○ 緊急物資の確実な供給体制を構築するため、効率的な集配業務に役立つ屋根スペースの確保

をはじめ、町有地における物資の集積拠点機能を強化する。 

防災倉庫の収容機能の強化 必要に応じて実施 再掲 

 

 救援物資等の受援体制の整備  

 ○ 他都道府県や、社会福祉６団体間との相互応援協定締結に基づく救援物資等の備蓄・輸送体

制等受援体制の整備を推進する。 
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６－１）電力供給ネットワーク（発変電所、送配電設備）や都市ガス供給、石油・LPガスサ

プライチェーン等の長期にわたる機能の停止 

６－２）上水道等の長期間にわたる機能停止 

６－３）汚水処理施設等の長期間にわたる機能停止 

＜要点＞ 

 自然エネルギーによる電力供給体制の整備など、自立・分散型の電力供給システムの導入促

進、水道施設の耐震化や水道未普及地の整備推進や下水管渠の耐震化、下水処理場における津

波対策の推進により、ライフラインの確保や早期復旧を図る。 

 

 電力等供給体制の整備  

 ○ 災害時に大規模な停電が発生した場合に、迅速な復旧ができるように電力会社と協定を締結

する。ただし、大規模災害時には対応できる範囲に限界があると想定され、事業者の復旧対応完

了までのベース電源確保等の方法を検討する。 

 

 ○ 防災拠点施設等において非常用電源等の設備を図り、電源喪失時の 

電力供給体制の強化に努める。 

  

 ○ 太陽光や風力といったエネルギー源が地域に存在し、枯渇することがない自然エネルギーの

「災害に強い」という特性を活かして、自立・分散型の電力供給システムの導入を促進する。 

 

 ○ 「自然エネルギー立県とくしま推進戦略」に基づき、温室効果ガス排出削減や分散型エネルギ 

ーによる災害対策、地域の活性化等を目的として、「自然エネルギー」の導入を促進する。 

自然エネルギーによる電力自給率（県）２７．９％（Ｈ３０）→ ３０．５％（Ｒ４）再掲        

木質バイオマスエネルギーの活用 促進（Ｒ２～） 再掲 

地域熱供給事業 推進（Ｒ２～） 再掲 

 

 ○ 地域防災力の向上を目指し、災害時の切り札となる自然エネルギーを活用した「自立分散型

電源」導入支援制度の創設を検討する。 

 

 ○ 地球温暖化対策や平時における電力の地産地消の推進、さらには災害時の非常電源として活

用が期待できる水力発電の普及を図るため、渓流に設置可能なピコ水力発電機の実証実験や、先

導的モデルとなる小水力発電所の整備に取組む。 

 

 避難所等の電力確保  

 ○ 次世代エコカー（ＥＶ、ＦＣＶ、ＰＨＶ等）の優れた蓄電・発電機能が災害時の非常用電源と

して有効活用できることについて、広く県民の理解を深め、普及拡大に繋げるため、積極的な取
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組みの推進を図る。 

 

 ○ 災害時の非常用電源を確保するため、非常用自家発電設備の整備を促進する。 

 

 水道施設の耐震化等  

 ○  水道施設の耐震化や水道未普及地の整備を促進するとともに、災害時の応急給水や復旧活動

のための計画策定を推進しているところであるが、さらに地下水や再生水など多様な水源利用

の検討を進める。 

 

 ○ 基幹的な農業水利施設について、耐震診断を実施した結果、耐震化改修が必要な施設の計画

的な耐震化を推進する。 

 

 ○ 大規模災害時においても利水施設としての機能が保持され、効用が発揮されるよう、予防的

対策を推進する。 

  

 汚水処理施設の耐震化  

 ○ 循環型社会形成推進交付金を活用し、老朽化した単独浄化槽から合併浄化槽への転換を促進

する。また、浄化槽台帳データの更新を進め、設置・管理状況の把握を促進する必要がある。 

    神山町汚水処理構想 策定（Ｈ２７） 

         浄化槽普及率 ４３．４％（Ｈ３０）→ ７４．３％（Ｒ６） 再掲 

 

 ○ 「徳島県災害時快適トイレ計画」に基づき、災害用トイレ、簡易トイレの整備を推進、避難

所等におけるトイレ環境の改善を図る。簡易トイレは町内７施設、マンホールトイレが道の駅

に５基設置済み。 

  

 水利用等に対する普及啓発活動の促進  

 ○ 再利用水（中間水）や井戸水の活用の促進については、「とくしま－０（ゼロ）作戦」防災出 

前講座やその他の防災講座やイベント等を活用して、さらにその有効性の啓発に努める。 

 

 被害想定をもとにした防災・減災対策の促進  

 ○ 「液状化」については、公表されている被害想定をもとに、地域の実情にあった効果的な防

災・減災対策をさらに加速させる。 

  

 ○ 南海トラフ巨大地震の被害想定に加え、中央構造線・活断層地震の被害想定についても町Ｈ

Ｐやパンフレット等による啓発に努める。 

 

 ○ 神山町災害廃棄物処理計画を策定し、災害時でもスムーズな廃棄物の処分が執行できるよう

にする。今後は必要に応じて計画の見直し、更新を実施していく。 
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６－４）陸海空の交通インフラの長期間にわたる機能停止 

６－５）防災インフラの長期間にわたる機能不全 

＜要点＞ 

 陸・海・空の輸送ルートを確実に確保するため、土砂災害対策を推進するとともに、緊急輸

送道路等の耐震化・無電柱化や高規格道路のミッシングリンクの早期解消、海岸・河川堤防等

の整備、海上輸送拠点となる港湾施設の耐震化を推進し、関係機関が情報共有体制を構築する

ことで陸・海・空の交通ネットワークの早期復旧を実現する。 

 

  緊急輸送道路等の整備  

 ○ 緊急輸送道路等の交通施設の災害対応力を強化するため、各施 

  設の整備・耐震化・無電柱化を推進するとともに、複数のルート 

  を確保するため緊急輸送道路補完の道路整備を推進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ◯ 主要地方道石井神山線、神山鮎喰線、鴨島神山線、神山川島線の整備を支援する。 

 

 ◯ 国道・県道との連携や機能分担、町内間の連携強化等に配慮し、将来の財政負担を踏まえ、

総合的な道路整備方針により、町道の整備を計画的・効率的に進めるとともに、橋梁の長寿命計画

にのっとり橋梁の修繕計画を推進する。また、地域と連携しながら道路の維持管理に努める。 

    橋梁長寿命化修繕計画に基づき橋梁修繕を実施（Ｈ２６～） 267 橋 再掲 

    町道谷線改良 完了（Ｒ２） 再掲 

    中津本名線ほか（大埜地工区）道路拡幅事業（Ｒ３～Ｒ７） 再掲 

 

○ 道路法面の崩落防止等に取り組む。 

野間殿川内線ほか法面・落石対策事業（Ｒ４～Ｒ８） 再掲 

 

 ○ 農林業の振興、農山漁村集落環境の向上による防災・減災対策の推進のため、農林道の整備を 



- 54 - 

 

進める。 

  神山町地域林計計画「基幹路線の整備計画」に掲載されている林道の整備 再掲 

   林道開設 奥屋敷線（Ｈ３０～Ｒ９） 

   林道改良 殿宮線（Ｒ３～Ｒ５） 

 

 ミッシングリンクの早期解消  

 ○ 高速道路等のミッシングリンクの早期解消や機能強化のため、四国横断自動車道及び地域高

規格道路阿南安芸自動車道の整備への協力体制構築に努める。 

 

  輸送ルートを確保する土砂災害対策  

 ○ 輸送ルートを確実に確保するため、土砂災害対策を推進する。 

    地域防災計画に定める避難道路の維持管理の推進 再掲 

    野間殿川内線ほか法面・落石対策事業（Ｒ４～Ｒ８） 再掲 

 

  交通ネットワークの早期復旧を可能とするための対策  

 ○ 災害時に、迅速かつ円滑に災害応急対策を実施できるように防災訓練等において、既設のヘ

リポート等を使用した実施訓練を計画する。 

 

 空港機能の早期復旧体制の整備  

 ○ 空港機能について、発災後、早期復旧できるよう関係機関の情報共有体制の構築に努める。 

 

 公共交通機関等の状況把握、復旧体制の整備  

 ○ 発災後、速やかに公共交通機関等の状況把握及びその復旧を行うため、各種団体との支援協

定の締結を推進し、情報収集・共有体制を整えるなど連携体制を整備する。 

  

 早期復旧に向けた取組の推進  

 ○ 発災時の迅速な救助・救出やライフラインの早期復旧に向けて、通行可能ルートを把握する

ことのできる「災害時情報共有システム」と防災関係機関が運用するシステムの連携を進め、関

係機関における情報共有を円滑に進める。 

 

 ○ 発災後、迅速な道路啓開に向けて、緊急交通路等の指定及び確保を図るとともに、緊急通行

車両事前届出制度等の的確な運用を行う。 

  

 ○ 「液状化」については、県が公表した被害想定をもとに、地域の実情にあった効果的な防災・

減災対策を促進する。 

 

 効果的な広域連携体制の構築  

 ○ 南海フェリー・オーシャン東急フェリー・徳島県トラック協会など、主な公共交通機関等との 

支援協定および、状況に応じて各種団体との支援協定の締結を推進し、連携体制を確保する。 
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 ○ 警察が収集する交通情報を補完する官民の自動車プローブ情報を活用し、渋滞状況を正確に

把握するとともに、停電による信号機の停止が原因で発生する交通渋滞を回避するため、関係機

関との合同訓練の実施、信号機電源付加装置の整備を促進する。 
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7-2) 

7-3) 

7-4) 
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７－１）地震に伴う市街地の大規模火災の発生による多数の死傷者の発生 

７－２）沿線・沿道の建物倒壊に伴う閉塞等による交通麻痺 

７－３）ため池、防災インフラ、天然ダム等の損壊・機能不全や堆積した土砂の流出による多

数の死傷者の発生 

＜要点＞ 

 １－１）、１－２）による火災対策や建築物等の倒壊対策、１－３）、１－４）、１－５）

による水害、土砂災害対策に加え、ダム管理施設の改良促進や空中消火の体制整備や有害物質

の拡散防止対策、漂流物防止対策等を実施するとともに、関係防災機関が連携して防災訓練に

取り組む。 

 

 防火・消火体制の整備  

 ○ 本町の消防団員条例定数３５０人に対し、実員は３４４人（令和２年２月１日現在）となって 

いる。消防力の維持・向上のため各分団にて勧誘、広報活動に取り組み、団員確保に努める。 

消防団員数３４４人（Ｒ１）→ ３５０人（Ｒ６） 再掲 

 

 ○ 消防資機材、防災備蓄品や資機材の整備を推進、老朽化している消防小型ポンプ、ポンプ積載 

車の更新を行う。また、徳島県と市町村で構成する「災害時相互応援連絡協議会」が示した「南

海トラフ巨大地震等に対応した備蓄方針」（平成２６年３月）、神山町地域防災計画に基づき、

災害用備蓄品・資機材等の整備に努めるとともに、更新が必要な物資については備蓄計画と策

定するなどし適正管理に努める。 

消防団設備整備費補助金事業 必要に応じて実施 再掲 

    第６次地震防災緊急事業五箇年計画 改訂（Ｒ３）→ 実施（Ｒ７） 再掲 

    備蓄計画策定の検討（Ｒ２） 再掲 

 

 ◯ 自主防災組織や消防団を中心とした地域防災のリーダーとなる人材を育成する。また、防災

教育を推進し、若年層からの防災意識の向上を図る。 

 

 ○ 現状では、自主防災組織や消防団等にリーダーとなりうる人材が若干名であり、高齢化が進

んでいる。ただ、防災教育については小中学校において積極的に行われており、確実に防災意識

の高い子ども達が育ってきている。今後は、地域防災のリーダー（防災士等）の育成に努める事

が重要であり、引き続き防災教育の推進に努める。 

 

 ○ 震災による火災の発生、延焼を防止するため、住宅用火災警報器、消火器、感震ブレーカー等 

の設置を促進する。 

 

 ○ 地震や津波によるＬＰガスの放出による延焼を防止するため、ＬＰガス放出防止装置等の設

置を促進する必要がある。 
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 ○ 災害現場での救助活動能力を高めるため、警察、消防等の体制・装備資機材や訓練環境等の

更なる充実強化、整備を図るとともに、関係機関との連携が十分機能するよう、通信基盤を含

む行政、警察、消防機能の低下を回避する取組を進める。また、消防団や自主防災組織の充実

強化による初動対応力の向上を図る。 

 

 警察・消防等の充実強化と連携した訓練の実施等  

 ○ 自衛隊、警察、消防等防災関係機関と連携し、応急対処能力の向上等を図るため、地震等の災 

害に即した実践的な実動訓練、災害対策本部設置訓練（図上訓練）及び総合防災訓練等を実施す 

る。 

 

 ○ 官民の自動車プローブ情報を活用し、渋滞情報を正確に把握するとともに、停電による信号

機の停止が原因で発生する交通渋滞を回避するため、関係機関との連携強化、信号機電源付加装

置の整備等を推進する。 

 

 空中消火体制の整備  

 ○ 大規模火災に備え、徳島県消防防災ヘリとの連携を強化し、円滑 

  な空中消火体制を構築する。また、既設ヘリポートの機能を向上さ 

  せるための対策に努める。 

    喜来ヘリポート消火栓設置工事 竣工（Ｒ２） 再掲 

 

 住宅・建築物等の耐震化や防火用設備の整備  

 ○ 住宅・建築物等の耐震化は，目標の達成に向けて，啓発活動や人材育成に努めるとともに、県 

及び市町村で実施している支援の充実を図る。また，耐震シェルター 

の設置見学など、事例紹介を活用し、耐震化の更なる促進を図る。 

木造住宅等の耐震化率（県） 

    耐震化支援策の実施（Ｈ３０）→ １００％（Ｒ６） 

    住宅・建築物安全ストック形成事業（Ｒ４～） 再掲 

 

 建築物の倒壊等防止対策  

 ○ 中央構造線活断層帯を震源とする直下型地震の「表面のずれ」による家屋などの倒壊を防止

するため、土地利用適正化を推進する。 

 

 ○ 危険性の高い避難路における防災機能向上を図るため、各種補助事業等を活用したブロック

塀等の撤去、改築等に向けた整備に努める。 

    住宅・建築物安全ストック形成事業（Ｒ４～） 再掲 

 

 ○ 町内の空き家等の状況、実態を調査し、空き家の数、規模等情報の集約、整理を行う。 

 

 ○ 老朽危険空き家等の除去を行い、避難路やオープンスペースの確保に努める。 



- 59 - 

 

 ○ 空き家等の適正管理や利活用の様々な施策を早期に実現するため、空家等対策計画の策定に

努める。 

    空き家対策計画策定の検討（Ｒ２） 再掲 

 

 土砂災害対策の推進  

 ○ 深層崩壊をはじめとする大規模土砂災害により生じる、天然ダム等の損壊に備えた防災対策

を国、県と連携し着実に推進する。 

 

 ○ 大規模土砂災害の被害を最小限に抑えるため国、県と連携し、土砂災害警戒区域を中心に治

山、砂防事業、地すべり防止事業等を推進し、特に災害時要援護者関連施設、避難路、避難施設

に対する安全を確保する。 

 

 ○ 「土砂災害防止法」による土砂災害警戒区域等の指定や、これに先立つ基礎調査結果の公表に 

より、住民へ土砂災害の危険性を迅速に周知するとともに、土砂災害ハザードマップを作成し、 

危険箇所の周知を図るとともに警戒避難体制の整備等に取り組む。 

    更新、全戸配布（Ｒ１）→ 必要に応じて見直し、更新 再掲 

 

 ため池対策の推進  

 ○ 防災重点ため池について、下流への影響度の高いため池を優先した耐震・豪雨対策を計画的

かつ着実に進める必要がある。また、現在の水利用の実情に合わせて、ため池の統廃合等を順次

進める必要がある。さらに、全ての農業用ため池について、データベースを整備し公表するほ

か、防災重点ため池において、ハザードマップまたは浸水想定区域図の作成・公表、緊急連絡体

制の整備を行い緊急時の迅速な避難行動につなげるとともに、関係機関が連携した訓練を実施

するなど、災害対応力の向上を図る。 

    ため池ハザードマップ 作成・配布（Ｈ３１）必要に応じてその都度見直し、更新 再掲 

ため池に関するデータベース 整備・周知（Ｒ２） 再掲 

 

７－４）農地・森林等の被害による県土の荒廃 

＜要点＞ 

 森林の間伐等による計画的な森林整備の促進や森林の公的管理を推進するとともに、県産材

の利用促進、また、農地･農業水利施設等の地域資源の保全活動推進などにより、農地・森林

等の荒廃による被害の拡大を防ぐ。 

 

 森林の適正管理と保全の推進  

 ○ 森林の荒廃を防止するとともに、国土保全機能の高度発揮を促すため、整備が必要な森林に

ついて間伐等の森林整備、治山・地すべり防止事業を推進する。また、適正な林業活動により持

続的に管理すべき森林については、森林経営計画を策定し計画的な森林の整備を促進する。 
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     森林経営計画認定面積  

２，５６８．９８ha（Ｈ３０）→ ２，６００・００ha（Ｒ４）再掲 

      森林境界明確化面積実施率 １７．２２％（Ｈ３０）→ ２１％（Ｒ４）再掲 

      間伐等森林整備面積 ５１，１１ha（Ｈ３０）→ ７０ha（Ｒ４）再掲 

 

 

 

 

 

 

○ 森林を適正に管理・保全するため、県をはじめとした公的機関による「保安林」や「とくしま 

県版保安林」の指定拡大等による森林の「公的管理」を推進する。 

保安林指定面積（民有林）（県）（累計） ９８，０９８ha（Ｈ３０）→ 

                              ９８，９００ha（Ｒ４） 

    「とくしま県版保安林」指定面積（県）（累計）３３３ha（Ｈ３０）→６００ha（Ｒ４） 

 

 ○ 管理不十分な森林が拡大し、森林が有する重要な水資源及び県土の保全機能の低下が懸念さ

れることから、平成２６年４月に施行した「徳島県豊かな森林を守る条例」､平成３１年４月に

施行された「森林環境譲与税」を財源とした「新たな森林管理制度」に基づき、森林の適正な管

理・保全を促すとともに、公有林化や間伐等の森林整備を推進し、森林の荒廃を防ぐ必要があ

る。この際、自然環境の持つ防災・減災機能をはじめとする多様な機能を活かす「グリーンイン

フラ」としての効果が発揮されるよう考慮しつつ取組を推進する。 

 

 ○ 集落、営農の維持を図り、地域の活性化に向けて、中山間地域等直接支払制度を活用する。 

 

 ○ 主伐期まで充実してきた森林資源の活用、森林の更新のため、県の事業（主伐施業等支援事業 

等）を活用しながら、主伐推進を図る。 

 

 町産材の利用促進等  

 ○ 町産材の生産・消費量を増加させることにより、森林の間伐や更新を促進する。 

    町産材の生産量 １０，４３４㎥（Ｈ３０）→ １２，０００㎥（Ｒ４） 再掲 

 

 

 

 

 

 

 

 ○ 町産材から製造された木質ペレット等による、木質バイオマス事業を推進する。 
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 農地･農業水利施設等の保全  

 ○ 農業の有する多面的機能の発揮を促進させるため、地域コミュニティによる、農地･農業水

利施設等の地域資源の保全活動の取組を推進する。 

 

 

 

 

 

 

  ○ 農林水産業に係る生産基盤等については、災害対応力強化に向けたハード・ソフト対策の適切 

な推進を図る。 

 

 ○ 農林水産物等の被害防止に向け、有害鳥獣捕獲者に対して補助を行う。 

 

 ○ 鳥獣被害防止計画の目標達成のため、鳥獣被害防止総合対策交付金を活用し、鳥獣被害防止

総合支援事業を推進する。 
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８－１）大量に発生する災害廃棄物の処理の停滞により復旧・復興が大幅に遅れる事態 

８－２）地域コミュニティの崩壊、復興を支える人材等の不足、より良い復興に向けたビジョ

ンの欠如等により復興できなくなる事態 

８－３）広域地盤沈下等による広域・長期にわたる浸水被害の発生により復興が大幅に遅れる

事態 

８－４）貴重な文化財や環境的資産の喪失、有形・無形の文化の衰退・損失 

８－５）基幹インフラの損壊により復旧・復興が大幅に遅れる事態 

 ＜要点＞ 

ミッシングリンクの早期解消や四国新幹線の整備を促進するとともに、公共土木施設等の長

寿命化対策等を推進し基幹インフラの損壊等の防止を図る。また、地籍調査を促進する。さら

に、長期浸水に備え、海岸堤防等の耐震化を推進する。 

 

 災害廃棄物等の処理  

 ○ 大規模災害発生後、迅速な対応が執れるように事前復興計画の策定について検討する。 

    事前復興計画策定の検討（Ｒ２） 

 

 ○ 徳島県が平成２５年に公表した南海トラフ巨大地震被害 

想定に基づき推計した災害廃棄物等の発生量にあわせて、 

仮置場の候補地の選定を促進。 

 

 ○ 災害時には、災害ごみや大量のがれきが発生するため、事前にスムーズながれきの搬入が可

能となるように産業廃棄物処理業者や解体業者との協定締結を進める。 

 

 ○ スムーズな廃棄物の処理が執行できるよう神山町災害廃棄物処理計画を必要に応じて見直

し、改定を実施していく。 

    災害廃棄物処理計画 策定（Ｈ２９） 必要に応じてその都度見直し、改訂 再掲 

 

 自主防災組織等の組織体制の充実  

 ○ 地域防災力の向上を図るため、自主防災組織と町、関係機関が連携を図りながら避難訓練等

を実施する。 

 

 ○ 自主防災組織や消防団等を中心とした地域防災のリーダーとなる人物を育成する。また、防

災教育を推進し、若年層からの防災意識の向上を図る。 

 

 ○ 現状では、自主防災組織や消防団等にリーダーとなりうる人材が若干名であり、高齢化が進

んでいる。ただ、防災教育については小中学校において積極的に行われており、確実に防災意識

の高い子ども達が育ってきている。今後は、地域防災のリーダー（防災士等）の育成に努める事
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が重要であり、引き続き防災教育の推進に努める。 

 

 ○ 自主防災組織、福祉避難所、教育施設と連携し、各避難所等の状況に応じた避難所運営マニュ 

アルを策定する。 

     避難所運営マニュアル 策定（Ｒ１） 必要に応じてその都度見直し、改訂 再掲 

 

 早期の復旧・復興に向けた備え  

 ○ 応急期における早期の仮設住宅の整備に向け、応急仮設住宅の予定地の確保に努める。 

 

 ○ 大規模災害発生時に迅速に復興できるように事前復興計画の策定について検討する。 

 

 ○ 関係機関と連携を図り、ボランティアの受け入れ・派遣を円滑に行うため、ボランティアセン 

ターの更なる運営体制の整備に取り組む。 

 

 ○ 災害時ボランティア等の受け入れを円滑に行うため受援計画の策定について検討する。 

 

 ○ 被災後の迅速な復旧・復興が可能となるよう、国土調査法に基づく地籍調査の促進を図る。 

 

 ○ 緊急避難場所や防災活動拠点となる防災公園を整備に努め、各医療機関及び避難所等に対す

る救助・救援、物資輸送体制の充実を図る。 

 

 公共土木施設等の老朽化対策の促進  

 ○ 本町の道路、河川、砂防など社会資本の多くは、高度経済成長期に整備され、多くの施設が急 

激に高齢期を迎えることから、ライフサイクルコストの最小化や予算の平準化を図るための、

公共土木施設等の長寿命化対策を推進する。 

    劣化状況調査による施設管理方針に基づいた維持管理の実施（Ｒ３） 

 

 ○ 近年多発している豪雨災害に備え、徳島県が定める「避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成 

ガイドライン」に基づき、安全な避難体制の確立やタイムラインの作成に取り組む。 

    タイムライン策定の検討（Ｒ２） 再掲 

 

 訓練の実施等による実効性の向上  

 ○ 県内市町村、民間事業者団体、他都道府県等による連携訓練を実施するなど実効性を高める。 

  

 ○ 排水ポンプ車を保有している国土交通省と連携し、情報伝達訓練 

  及び排水ポンプ車稼働訓練を行い能力の向上を図る。 
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 貴重な文化財の保護  

 ○ 「文化財災害対応マニュアル」（徳島県）により、所有者等に文化財の耐震化についての意識

向上を図る。 

 

 ○ 文化財の喪失を防ぐためには、平時から町民の文化財保護意識を醸成する。 

 

 ○ 文化財の被害に備え、それを修復する技術の伝承を推進する。 

 

 ○ 博物館（博物館相当施設、博物館類似施設を含む）における展示方法・収蔵方法等を点検・改 

善し、来館者や展示・収蔵資料の被害を最小限にとどめることが必要である。また、関係機関・

団体との連携を深め、災害発生時にスムーズな文化財レスキュー活動ができるよう態勢を整え

るとともに、展示・収蔵資料のほか、各地の有形無形の文化財等を映像等に記録し、有形文化財

の修繕や無形文化財の継承・復興に役立てるため、アーカイブしておく。 

  

 ○ 関係機関・団体との連携を深め、災害発生時にスムーズな文化財レスキュー活動ができる体

制を整える。  

 

 ○ 地域の活力が低下し、定住人口が少なくなりすぎて、万一の際、復興できなくなることが、

生活文化・民俗文化の喪失につながることを回避していくため、地方創生の取組等、地域経済

に活力を与え、「自律・分散・協調」型国土形成を促す効果的な方策に取り組んでいく。 

 

 ミッシングリンクの早期解消等  

 ○ 高速道路等のミッシングリンクの早期解消や機能強化のため、四国横断自動車道及び地域高

規格道路阿南安芸自動車道の整備の協力体制構築に努める。 

 

 四国新幹線の整備推進  

 ○ 「山陽新幹線のリダンダンシーの確保」や「多重型国土軸の形成」として、「四国新幹線」の 

整備への協力体制構築に努める。 

     四国新幹線実現に向けた取組を推進 シンポジウム参加等（Ｒ１)→ 継続して推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 緊急輸送道路等の整備推進  

 ○ 緊急輸送道路等の交通施設の災害対応力を強化するため、各施設の整備・耐震化・無電柱化を 
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推進するとともに、複数のルートを確保するため緊急輸送道路補完の道路整備を推進する。 

 ○ 主要地方道石井神山線、神山鮎喰線、鴨島神山線、神山川島線の整備を支援する。 

 

 ○ 国道・県道との連携や機能分担、町内間の連携強化等に配慮し、将来の財政負担を踏まえ、総 

合的な道路整備方針により、町道の整備を計画的・効率的に進めるとともに、橋梁の長寿命計画 

にのっとり橋梁の修繕計画を推進する。また、地域と連携しながら道路の維持管理に努める。 

 

 ○ 道路法面の崩落防止等に取り組む。 

    野間殿川内線ほか法面・落石対策事業（Ｒ４～Ｒ８） 再掲 

 

 ○ 農林業の振興、農山漁村集落環境の向上による防災・減災対策の推進のため、農林道の整備を 

進める。 

  神山町地域林計計画「基幹路線の整備計画」に掲載されている林道の整備 再掲 

   林道開設 奥屋敷線（Ｈ３０～Ｒ９） 

   林道改良 殿宮線（Ｒ３～Ｒ５） 

 

８－６）事業用地の確保、仮設住宅・仮店舗・仮事業所等の整備が進まず復興が大幅に遅れる

事態 

＜要点＞ 

 被災後に早期かつ的確に復興が行われるよう、復興に関する体制や手順の検討を実施する。

また、発災後に速やかに応急仮設住宅を建設できるよう、事前の用地確保を推進する。 

 

 地籍調査の推進   

 ◯ 被災後の迅速な復旧・復興が可能となるよう、国土調査法に基づく地籍調査の促進を図る。 

    神山町国土調査事業十箇年計画 策定（Ｈ３０） 

    → 調査実施（Ｒ４） 歯ノ辻地区・下地地区・ 

    北馬喰草地区の各一部、地野地区、南地野地区、 

    京地地区 

 

 被災した宅地・建物の調査を行える人材の確保   

 ○ 大規模災害発生時においても罹災証明発行の前提となる、住家被害認定調査を円滑に実施す

るため、県の実施する研修に積極的に参加し、専門人材を養成する必要がある。 

住家被害認定調査職員登録者数（県） ２７５人（Ｈ３０）→４００人以上（Ｒ４） 

    被災建築物応急危険度判定士の確保人数（県） ５８６人（Ｈ３０）→７４０人（Ｒ４） 

     被災宅地危険度判定士の確保人数（県）６１０人（Ｈ３０）→毎年６１０人以上 

 

 応急仮設住宅用地の確保    

 ◯ 応急期における早期の仮設住宅の整備に向け、応急仮設住宅の予定地の確保に努める。 
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  ○ 防災関係機関が被災状況等を同一のＧＩＳ上で情報共有できる災害時情報共有システムを活

用し、大規模災害発生時における空地の利用について平時から情報共有を図る。 

 

 

 事前復興計画の策定促進  

 ○ 震災からの復旧及び復興を迅速かつ円滑に推進するため、事前復興の取組みを推進する。 

 

  ○ 南海トラフ地震をはじめとする大規模災害に見舞われたとしても、速やかな復興が図られる

よう、高台移転・集団移転の事前計画策定、災害廃棄物仮置場や仮設住宅用地の確保、復興計画

策定に必要となる基本的データの整備などハード・ソフト面における事前復興（事前準備）を促

進。 

 

８－７）速やかな復興に資する業務継続計画等の欠如による地域経済への甚大な影響 

＜要点＞ 

 建設業ＢＣＰの策定・見直しを促進するとともに、建設業界団体と行政が連携して、建設産

業の担い手確保･育成に取り組む。また、県技術職員ＯＢによる支援体制を構築する。 

 自主防災組織の活性化や地域防災リーダーの育成により地域防災力の強化を図る。加えて、

警察・消防等の体制・資機材等の充実強化を図る。 

 大規模災害からの被害軽減・早期復旧を図るため、ＢＣＰの策定を推進するとともに、策定

されたＢＣＰの実効性向上を図る。 

 

 地場産業を構成する事業者等のＢＣＰ策定の促進  

 ○ 農林水産業も含めた地場産業を構成する事業者等のＢＣＰ の策定や将来の担い手育成  

地域のコミュニティ力を高める取組を進めるとともに、万一の際、現在よりも良い形で復興させ

ていくことができるよう、地域の災害リスクや産業構造の将来像等を踏まえた復興ビジョンを

平時から検討しておくことにより、被災が直ちに他地域への移住へとつながらないようにして

いく。また、復興ビジョンに定めた強靱な地域像の実現に向け、平時から戦略的に整備を進めて

いく。 

 

 建設産業の担い手確保・育成  

 ○ 復興の基盤整備を担う建設業の人材を育成するとともに、次世代を担う若手が、まちづくり 

・地域づくりに関わる仕組み・機会を整え、万一の際、復興計画への合意形成を含む、復興事

業を円滑に実行できる環境を整えておく必要がある。 

 

 ○ 地元建設業者等との災害時応援協定の締結を図る。 
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 大規模災害発生時における支援協定の締結団体との連携強化  

  ○ 「大規模災害発生時における支援協定」の締結団体と連携し、情報伝達訓練や応急対策連携訓 

練を実施し、道路啓開等の能力向上や支援体制の強化を図る。 

 

 ○ 大規模災害時においては、県内外自治体との相互応援協定の締結により、被災を受けていな

い自治体から支援を受けられる体制を整えられる。本町が他市町村と結んでいる主な災害時相

互応援協定は以下のとおりで、カウンターパート等、更なる広域連携の強化が必要となる。 

 

 町及び県術職員ＯＢ等による支援体制の構築や道路啓開等の効率化  

  ○ 町及び県術職員ＯＢからなる防災エキスパート、山地防災ヘルパー、砂防ボランティア等を活 

用し、防災対策の推進を図る。 

 

 ○ 道路啓開等にあたっては、国等との情報共有を図り、道路啓開計画の実効性向上に向け、訓練 

等を積み重ねる必要がある。 

 

 

 

 

 

 

  自主防災組織等の充実強化  

  ○ 自主防災組織についての、組織率の向上及び活動の活性化について 

  支援を行う。 

   また、消防団の強化や各地域における防災リーダーの育成を図る。 

   さらに訓練を通じて災害に強い地域コミュニティの構築を図る。 

 

  警察関係施設等の機能強化  

 ○ 警察・消防機能の大幅な低下を回避するため、施設等の整備を進めるとともに、警察や消防の

被災時においても円滑な活動が図れるような後方支援について平時より検討しておく。 

 

 警察、消防等の体制・資機材等の充実強化  

 ○ 大規模地震災害など過酷な災害現場での救助活動能力を高めるため 

  、警察、消防等の体制・装備資機材や訓練環境等の更なる充実強化・ 

  整備を図るとともに、関係機関との連携が十分機能するよう、通信基 

  盤を含む行政、警察、消防機能の低下を回避する取組を進める。 

  

  被災者生活再建支援制度の充実  

  ○ 被災者生活再建支援制度については、支給対象の拡大や被害認定方法の簡素化など制度の充

実について国に要望するとともに、被災者が早期に生活再建できるよう「住家の被害認定」や
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「被災者生活再建支援制度」の研修を強化し、職員の能力の向上を図る。 

  

  各ＢＣＰの策定と体制の向上  

 ○ 各団体のＢＣＰ策定を支援し、実効性の検証・改善を行い防災体制の向上を図る 

 

  復興を支える人材の育成   

 ○ 被災地からの人口流出を防ぐための速やかな復興には、災害が発生した際の復興課題を事前

に把握する復興まちづくりトレーニングの実施や「事前復興」等をテーマとした動画の制作・配

信による県民意識の醸成など、平時から復興を見据えた検討や復興への考え方を浸透させる。 
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̔ᴅ χ  

 リスクコミュニケーション分野 

 ○ 地域防災力向上を図るため、自主防災組織と町、関係機関等による連携体制の構築を図り、神 

山町全体での防災訓練の実施を検討する。 

 

 ○ 避難行動要支援者名簿の更新と、避難行動要支援者の個別計画策定に取り組む。 

 

 ○ 自主防災組織、福祉避難所、教育施設と連携し、各避難所等の状況に応じた避難所運営マニュ 

アル、福祉避難所運営マニュアルを策定する。 

 

 ○ 策定した避難所運営マニュアルをもとに、避難所開所訓練、運営訓練を実施する。避難所運営 

マニュアルを策定する必要があり、策定後に行う訓練実施後には反省会等を実施したうえでマ

ニュアルの修正等を行い、より確実な避難所開設、運営が行える体制構築を目指す。 

 

 ○ 徳島県や建築士会（応急危険度判定士）等との連携強化に取り組むとともに、職員等の応急危 

険度判定士資格の取得を推進する。また、危険性の高い避難路における防災機能の向上を図るた 

め、各種補助事業を活用したブロック塀等の撤去、改築等に向けた取組に努める。 

 

 ○ 地域住民の防災意識及び、地域防災力の向上を図るため、地区防災計画の策定を推進する。地 

区毎に想定される災害等が異なるため、地区と、町が協議・連携しながら全地区計画策定を目指 

す。 

 

  ○ 県民、自主防災組織、学校等、事業者、ボランティア、県、市町村その他の関係者が、震災や 

大規模災害における男女共同参画等の様々な視点及び要配慮者をはじめとするあらゆる者の人

権に配慮しながら、それぞれの役割を果たすとともに、防災訓練を実施する等相互に緊密に連

携し、及び協働することにより、大規模災害対策を着実に実施する。 

  

 ○ リスクコミュニケーションが成立する前提となる関係者間の信頼関係は、対話を重ねること

で、構築されていくものであることから、リスクコミュニケーションの実践を企画・運営する、

又は場の進行やまとめを行う機能を担う人材（媒介機能を担う人材）を育成する。 

 

 人材育成分野 

 ○ 自主防災組織や消防団等を中心とした地域防災のリーダーとなる人材を育成する。また、防

災教育を推進し、若年層からの防災意識の向上を図る。 

 

 ○ 現状では、自主防災組織や消防団等にリーダーとなりうる人材が若干名であり、高齢化が進

んでいる。ただ、防災教育については小中学校において積極的に行われており、確実に防災意識

の高い子ども達が育ってきている。今後は、地域防災のリーダー（防災士等）の育成に努めるこ
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とが重要であり、引き続き、防災教育の推進に努める。 

 

 ○ 災害から児童生徒の安全確保を図るため、防災教育に係る 

指導力を高め、地域と連携した防災訓練等を実施する「防災 

士の資格を持つ教員」の養成も必要である。  

 

 ○ 災害による死者ゼロを目指し、地域の防災リーダーとなる防災士の養成や自主防災組織の結

成促進、住民参加による避難訓練の実施等により、町民の防災意識・知識等の向上が図られてい

るところであるが、地域防災力を支える人材を確保するため、若年層の防災活動への参加促進や

児童生徒への防災教育を推進するとともに、地域防災に関わる様々な主体が相互の役割を補完

した協力関係を構築するなど、地域が抱える課題を克服していく体制づくりを推進する。 

 

 ○ 多様な人材の確保による消防団活動の裾野を広げるため、学生、女性及び消防団の加入を促

進する。 

「全国女性消防団員活性化徳島大会」 開催・参加（Ｒ４） 再掲 

 

 ○ 災害発生時の公助による人命救助等の対応能力の向上を図るため、総合防災訓練等の各種の

実践的な訓練等を通じて、防災機関における人材の育成を推進する。特に、災害現場での応急対

応については、広域支援や夜間対応などの様々な事態も想定した体制整備・人材の育成を図るこ

とに加えて、消防団等の充実強化を推進する。また、ＤＭＡＴ等の災害医療に携わる人材養成及

び体制整備に協力する。 

 

 ○ 大規模災害が発生しても、外部からの支援者を受け入れながら生活の質に配慮した避難所運

営を実施するため、国際的な統一基準である「スフィアスタンダード」の理念を避難所運営従事

者に浸透させる必要がある。 

  

 ○ 災害発生時、災害のフェーズに応じた災害対応、そのための推進体制の整備や進捗把握など

の管理、応援職員の緊急確保などの「災害マネジメント」が求められる。このため、町職員に

対する実践的な研修や訓練を通じて、マネジメント人材の育成を行う。 

災害マネジメント総括支援員の登録者数（県） －（Ｈ３０）→１００人（Ｒ４） 

  

 ○ 大規模災害発生時においても罹災証明発行の前提となる、住家被害認定調査を円滑に実施す

るため、町職員に対し実践的な研修を実施し、専門人材を養成する。 

住家被害認定調査職員登録者数（県）２７５人（Ｈ３０）→ ４００人以上（Ｒ４） 再掲 

       被災建築物応急危険度判定士の確保人数（県） 

                      ５８６人（Ｈ３０）→ ７４０人（Ｒ４） 再掲 

     被災宅地危険度判定士の確保人数（県） ６１０人（Ｈ３０）→ 毎年６１０人以上 再掲 

 

 ○ 集中豪雨や局所的な大雨での土砂災害による被害から生命・財産を守るために必要な地すべ
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り防止施設・治山施設等を整備するとともに、危険箇所の調査点検を推進するための人材を確保

する。 

 

 官民連携分野 

 ○ 町民、自主防災組織、学校等、事業者、ボランティア、県、市町村その他の関係者が、震災や 

大規模災害における男女共同参画等の様々な視点及び災害時要援護者をはじめとする、あらゆ

る者の人権に配慮しながら、それぞれの役割を果たすとともに、防災訓練を実施する等相互に

緊密に連携し、及び協働することにより、大規模災害対策を着実に実施する。 

総合防災訓練、図上訓練の実施（県）毎年度実施 

       ライフライン事業者参加の総合防災訓練の実施（県）毎年度実施 

      石油コンビナート等事業者との総合防災訓練の実施（県）毎年度実施 

       徳島県危機管理総合調整会議の開催（県）毎年度開催 

       「徳島県地域継続推進協議会」の開催（県）２回（Ｈ３０）→ 開催（Ｒ４） 

       水道事業者「広域連携セミナー」の開催（県）毎年度開催 

       支援組織間のネットワーク会議等開催（県）毎年度開催 

 

 ○  災害時の被災地支援活動が効果的に行われるよう、地方公共団体、ボランティア、ＮＰＯ、こ 

れらの活動をコーディネートする中間支援組織など様々な主体の「連携・協働」が必要。同時

に、地域特性に応じた支援を実施するため、社会福祉協議会、自治会、地域ＮＰＯ が連携した

受入体制の整備をする推進。更に、災害対策本部において、官民連携を確実なものとできる体

制を検討。 

    「消防団応援の店」の登録店数（県）１０９店（Ｈ３０）→ ３００店（Ｒ４） 

    大規模災害時資金安定供給連携協議会の開催（県）毎年度開催 

      災害リーダー薬局の認定数（県）６薬局（Ｈ３０）→ ２０薬局（Ｒ１） 

    「災害時おくすり供給車両」の導入（県）導入（Ｒ１）    

 

 ○ 民間事業者が設置する自然エネルギー発電施設 を誘致して地域振興や産業の創出につ  

なげていく必要がある。 

 

 長寿命化対策分野 

 ○ 指定避難所等となる公共施設の耐震化及び長寿命化対策を改革的に進める。 

 

 ○ 老朽化が進んでいる公営住宅について、長寿命化対策を計画的に 

行う。 

 

 ○ 避難路や緊急輸送路の確保のため、公共土木施設等の長寿命化対策を推進する。 

 

 ○ 避難路や緊急輸送路の確保のため、道路の維持管理対策を推進する。 
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 ○ 計画を戦略的に実行していくため、情報の管理・共有をはじめ、全庁を挙げた推進体構築す

る。 

 

 ○ 各施設類型毎の個別施設計画を早期に整備するとともに、総合管理計画との整合性を図りな

がら取組を充実・深化させる。 

 

 研究開発分野 

 ○ 徳島県科学技術憲章の理念の則り、人工知能（AI）技術、ビッグデータ、IoT、ICT 技術等の

活用による迅速な災害情報の収集・共有・分析等 Society 5.0 実現とともに、ＳＤＧｓ達成に向

けた取組、基礎技術から応用技術に至る幅広い分野の技術開発が求められることを踏まえつつ、

技術の社会実装に向けた研究開発を進める。 

 

 ○ 国土保全に寄与するとともに、防災にも役立つ県産木材の活用方法の研究をさらに進める。 

 

 ○  準天頂衛星システム等を活用した防災機能の強化等を進める。  

 

 ○ 大規模災害時における資金安定供給を図るためには、官民連携による「大規模災害時資金安

定供給協議会」を中心に、災害時の相談に Web 上で２４時間対応する「AI 資金コンシェルジ

ュ」を実装し、関係機関が連携した資金供給体制を構築する。 

 

 過疎対策分野 

 ○ 老朽危険家屋等の除却を行い、避難路の安全確保や、オープンスペースの確保に努める。 

 

 ○ 老朽化した木造家屋は地震時に倒壊の恐れがあるとともに、道路閉塞を招く危険性を有して

いる。そのため、計画的な耐震改修を促し、特に、木造住宅については耐震診断や耐震改修など

の支援等による耐震化の促進に努め、耐震化率１００％を目指して補助事業の周知啓発を図る

必要がある。 

 

 ○ 空き家適正管理や地活用の様々な施策を実現させるため、空家等対策計画の策定を検討する。 

 

 ○ 集落・営農の維持を図り、地域の活性化に向けて、中山間地域等直接支払制度を活用する。 

 

 ○ 農林水産物等の被害防止に向け、有害鳥獣捕獲者に対して補助を行う。 

 

 ○ 林業生産活動の促進、健全な山村地域社会の維持形成を図るため除間伐の補助拡充を図る。 

 

 ○ 主伐期まで充実してきた森林資源の活用、森林の更新のため、県の事業（主伐施業等支援事業 

等）を活用しながら、主伐促進を図る。 
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 ○ 医師の地域偏在、診療科偏在が問題となる中、医師の過疎地域における勤務に対する優遇措

置等が不十分であるため、過疎地域の医師不足が深刻化しており、過疎地域における医療の維制を

持・充実を図るため、予算面や制度面での一層の配慮を行う。 

 

 

 

 

 

 ○ 過疎地域には、大規模災害発生時には、孤立する可能性のある集落が存在すること考えられ

ることから、災害に強い通信手段を確保するために、衛星携帯電話だけでなく、デジタル簡易無

線やアマチュア無線など、特に山間部においては地域の状況に応じた通信網の整備を行う。 

    孤立可能性集落カルテの作成 －（Ｈ３０）→ 連携体制構築（Ｒ４） 再掲 

 

 ○ 中山間地の小規模な市町村をはじめとする過疎地域では、人口の減少と高齢化が進んで「限

界集落」が増加しており、「限界集落」の再生を図っていくには、継続的な地域経済の循環を実

現するとともに、多様な主体によるハード・ソフト両面からの幅広い対策が実施できる支援制度

の継続と予算の充実を図る。 

 

 ○ 東日本大震災を契機としたリスク分散の観点から、業務や機能の一部を地方のオフィス、い

わゆる「サテライトオフィス」へ移転する動きがみられており、全国屈指のＩＣＴ環境をいかし

て高齢化が進む過疎地域に、サテライトオフィスの誘致、コワーキングスペースの創設から、過

疎地域の活性化を図るとともに、誘致に伴う移住者の協力を得て地域防災力の向上を図る。 

 

 

 

 

 

 

 ○ 南海トラフの巨大地震等に備えた庁舎の耐震化や移転などには多額の財政需要が生じ、  

財政基盤の脆弱な過疎市町村においては、集中的な事業実施が財政に過大な影響を与えること

が懸念されており、安定した財源の確保を図る。 

 

 ○ 地方創生事業の取り組みを推進し、持続可能な地域社会の形成、地産地消等による地域内循

環の促進を推進していく。 

神山町地方創生推進計画 策定（Ｈ３０）→ 推進（Ｒ３） 

    地域熱供給事業 推進（Ｒ２～） 再掲 
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 ☼├χ ᴟ 

３８のプログラムについては、神山町が直面するリスクを踏まえて、「人命の保護」を最優先

として、４つの基本目標に対する効果や効率性、事態が回避されなかった場合の影響の大きさ、

緊急度、また国の基本計画や県の地域計画との一体性等を考慮し、１４の重点化すべきプログ

ラムを選定した。重点化すべきプログラムにより回避すべき「起きてはならない最悪の事態」

は次表のとおりとする。 

 

重点化すべきプログラムに係る起きてはならない最悪の事態  

基本目標 事前に備えるべき目標 
重点化すべきプログラムに係る 

起きてはならない最悪の事態 

①人命の保護

が最大限図ら

れる 

①大規模自然災害が発生したときでも

、すべての人命を守る 

1-1 
住宅・建物・交通施設等の複合的・大規模倒壊や不特定

多数が集まる施設の倒壊による多数の死傷者の発生 

1-3 
突発的又は広域かつ長期的な市街地等の浸水による多

数の死傷者の発生 

1-4 
大規模な土砂災害（深層崩壊）や大雪等による多数の死

傷者の発生 

②神山町及び

社会の重要な

機能が致命的

な障害を受け

ず維持される 

 

 

③町民の財産

及び公共施設

に係る被害の

最小化が図ら

れる  

 

 

④迅速な復旧・

復興を可能に

する 

②救助・救急、医療活動等が迅速に行わ

れるとともに、被災者等の健康・避難生

活環境を確実に確保する 

2-1 
被災地での食料・飲料水・電力・燃料等、生命に関わる

物資・エネルギー供給の停止 

2-5 
医療施設及び関係者の絶対的不足・被災、支援ルートの

途絶、エネルギー供給の途絶による医療機能の麻痺 

2-7 
劣悪な避難生活環境・トイレ環境、不十分な健康管理に

よる多数の被災者の健康状態の悪化・災害関連死の発生 

③必要不可欠な行政機能は確保する 3-2 
行政機関の職員・施設等の被災による機能の大幅な低下

や災害対応への習熟度不足による初動対応の遅れ 

④必要不可欠な情報通信機能・情報サ

ービスは確保する 
4-3 

災害時に活用する情報サービスが機能停止し、臨時情報

や津波警報等の収集・伝達ができず、避難行動や救助・

支援が遅れる事態 

⑤経済活動を機能不全に陥らせない 5-4 食料等の安定供給の停滞 

⑥ライフライン、燃料供給関連施設、 

交通ネットワーク等の被害を最小限に

留めるとともに、早期に復旧させる 

6-1 

電力供給ネットワーク（発変電所、送配電設備）や都市

ガス供給、石油・LP ガスサプライチェーン等の長期に

わたる機能の停止 

6-2 上水道等の長期間にわたる供給停止 

⑦制御不能な複合災害、二次災害を 

発生させない 

7-1 
地震に伴う市街地の大規模火災の発生による多数の死

傷者の発生 

7-4 農地・森林等の被害による県土の荒廃 

⑧社会・経済が迅速かつ従前より強靱

な姿で復興できる条件を整備する 
8-5 

基幹インフラの損壊により復旧・復興が大幅に遅れる事

態 
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１ 推進体制と推進エンジン 

① 推進体制 

 計画の推進については、国、県、市町村、民間事業者、NPO団体、町民等の叡智を結集し、

本町の総力を挙げた体制で、各々が単独または連携して取り組むものとする。 

 また、南海トラフ巨大地震による災害は、超広域災害となる可能性が高いから、官民を挙げ

て広域連携を構築するものとする。さらに、今後、町域を超えた広域での地域計画の策定が課

題になると考えられることから、これを念頭に置いて連携を図る必要がある。 

 

② 推進エンジン 

 地域計画による「強靱な郷土づくり」を実現するため、「目に見える財源」として、「命を守

るための大規模災害対策基金」を活用するものとする。 

 

２ 計画の進捗管理と見直し 

  地域計画による郷土の強靱化を着実に推進するため、計画の進捗管理と見直しを行うための

体制を整備し、プログラムごとに設定した重要業績指標の目標値を用いて進捗管理を行うとと

もに、プログラムの見直しをPDCAサイクルを繰り返して適切に行うものとする。なお、重要

業績指標については、プログラムの達成度や新たな施策の導入等に応じて継続的に見直すもの

とする。 
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1-1 
住宅・建物・交通施設等の複合的・大規模倒壊や不特定多数が集まる施設の倒壊による多数の死

傷者の発生 

 南海トラフ地震や中央構造線活断層帯を震源とする直下型地震が発生し、県下は全域で強い揺れに見

舞われた。その直後には、沿岸部や吉野川、那賀川流域等では液状化が発生した。このため、耐震化が

不十分な住宅やビルのほか、病院、店舗、旅館等の不特定多数の方が利用する建築物や学校、老人ホー

ム等の避難に配慮を必要とする方が利用する建築物が倒壊するとともに、倒壊を免れた建築物の中には

、非構造部材の落下や棚等が転倒した。これらによって多くの死傷者が発生した。 

1-2 密集市街地や不特定多数が集まる施設における大規模火災による多数の死傷者の発生 

 南海トラフ地震や中央構造線活断層帯を震源とする直下型地震が発生し、県下は全域で強い揺れに見

舞われた。耐震化が不十分な住宅やビルのほか、病院、店舗、旅館等の不特定多数の方が利用する建築

物や学校、老人ホーム等の避難に配慮を必要とする方が利用する建築物が倒壊し、火災が発生した。ま

た、倒壊した建物などによる道路の通行止めや断水の影響で消火が十分にできず、延焼が拡大し、多く

の死傷者が発生した。 

1-3 突発的、広域かつ長期的な市街地等の浸水による多数の死傷者の発生 

 気候変動等に伴い頻発化・激甚化する豪雨や大型化する台風の襲来等に伴って、長時間の激しい降雨

に見舞われたことにより、河川の水位が急激に増し、堤防からの越水又は決壊による浸水被害が発生し

た。 

1-4 大規模な土砂災害（深層崩壊）や大雪等による多数の死傷者の発生 

 気候変動等に伴い頻発化・激甚化する豪雨や大型化する台風の襲来等により、集中豪雨が数日間続き

、がけ崩れ、地すべり、土石流などの土砂災害が県内各地で多発し、避難の遅れた多数の住民が犠牲に

なった。さらに、大規模な深層崩壊も発生し、多くの住宅が消滅するとともに、多数の住民が犠牲とな

った。また、年間降雪量は少ないものの、近年の異常気象に伴う大雪によって、道路の通行止めやライ

フラインが途絶し、孤立した集落において、死者が発生した。 

 

2-1 被災地での食料・飲料水・電力・燃料等、生命に関わる物資・エネルギー供給の停止 

 南海トラフ地震が発生。その被害は関東から九州の広い範囲に及んだ。本州四国連絡道路など高速道

路は被害が少なかったため、いち早く通行が確保されたが、県内の緊急輸送道路については、津波や土

砂崩れにより至る所で通行不能となり、被災地への輸送は困難な状態が続いた。また、港湾についても

、航路の啓開作業や港湾までの道路啓開に時間を要し、食料や飲料水の搬送が困難な状況が続いた。県

外からの救援物資は、カウンターパートを結んでいる鳥取県等から被災直後より供給が開始されたが、

あまりにも被害が広域なため、物資の供給が長期停止した。 

 さらに、地震に伴い、四国内の各発電所の多くが、揺れや、津波、地盤沈下、土砂崩れ等により大き

な被害を受け、長期停止に陥った。他地域からの送電も、配電線の断裂、変電所の損傷などにより、直

ぐに受入体制が整わず、石油等の燃料についても、基幹道路等や港湾施設等の被害により、受入及び輸

送が出来ないため、社会経済活動が長期に停止した。 

2-2 多数かつ長期にわたる孤立地域等の同時発生 
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 南海トラフ地震やそれに伴う津波、大型台風、集中豪雨、豪雪等により交通網が寸断され、また、同

時多発的に山間部の道路斜面が崩壊、橋梁の落橋、道路への倒木等により、多数の孤立集落が発生した

。このため、救出や救援物資の搬送は、ヘリコプターによる空輸のみとなった。また、道路の復旧に時

間を要し、このため電気や水道、電話などライフラインの復旧工事も長期化し、孤立の解消や元の生活

を取りもどすには長い時間を要した。 

2-3 自衛隊、警察、消防、海保等の被災等による救助・救急活動等の絶対的不足 

 南海トラフ地震が発生し、沿岸部に近い自衛隊、警察、消防、海保等の施設は、津波により、人的被

害は免れたものの、車両や資機材の一部に被害が出た。救助・救急活動については、他県から応援が駆

けつけたものの、被害が県下全域に及ぶことから、その人員や資機材が絶対的に不足するとともに、倒

壊又は流出した住宅や津波堆積物等の影響、道路の通行止めなどにより思うように進まないという事態

が発生した。 

2-4 想定を超える大量の帰宅困難者の発生、混乱 

 南海トラフ地震によって、鉄道や幹線道路の損壊により公共交通機関は全面的に運休するとともに、

自動車での帰宅も困難となった。このため、自宅に帰ることの出来ない人が、勤務先や駅及び緊急避難

場所などに溢れ、水・食料等の供給が不足する事態が発生した。 

2-5 
医療施設及び関係者の絶対的不足･被災､支援ルートの途絶、エネルギー供給の途絶による医療機

能の麻痺 

 臨海部にある火力発電所が、南海トラフ地震・津波により被害を受けたため、稼働不能に陥り、送電

線も広範囲で断線した。このため、電力供給が長期にわたり途絶することとなった。また、ガソリンや

軽油等については、広域的な道路の通行止めや港湾施設、石油備蓄施設の損壊などの影響で、県下への

供給が長期にわたり途絶した。救急病院の自家発電装置や救助・救急活動に必要な車両等の燃料の備蓄

は数日分しかなかったため、助かる命が助からない事態が発生した。 

 南海トラフ地震による揺れ、津波により、東部・沿岸区域にある医療機関の多くが被害を受け、使用

不能の事態に至る。被災した有床の医療機関では、被害の少ない医療機関への患者の輸送などが急がれ

るも、医療従事者の被災状況や基幹道路の復旧の遅れ、輸送手段の不足などにより、搬送できないこと

に加え、薬や医療器材の不足により、医療の提供自体が危ぶまれる事態が発生した。 

2-6 被災地におけ感染症等の大規模発生 

 寒さの厳しい時期に、南海トラフ地震が発生。地震・津波により下水道及び上水道施設が損壊し、汚

水の処理ができなくなったことなどから不衛生な状況となった。また、医療従事者や医薬品の不足によ

り満足な治療が受けられない状態が続いた。さらに、避難所も寒さが厳しい上に、大勢の避難者が生活

している中、断水や、手指消毒剤・マスク等衛生用品の不足から、インフルエンザや感染性胃腸炎など

の感染症が大規模発生し、免疫力が低下している高齢者や幼児が重症化した。 

2-7 
劣悪な避難生活環境・トイレ環境、不十分な健康管理による多数の被災者の健康状態の悪化・災

害関連死の発生 

 南海トラフ地震の発生による電源喪失等により、病院入院中の患者はもとより、在宅医療を受けてい

る継続治療が必要な患者が治療を受けられない事態（人工呼吸器、人工透析等）が起こり、多数の死者

が発生する。また、避難所における劣悪なトイレ環境により、トイレを敬遠した避難者が、水分摂取を

控えたため、エコノミークラス症候群により死亡した。さらに、長期に渡る避難所や仮設住宅の生活に
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より、肺炎や慢性疾患による死亡、さらにはストレス関連障害等による自殺者が発生する。 

3-1  警察機能の大幅な低下による治安の悪化、社会の混乱 

 南海トラフ地震が発生後、被災者は、ライフラインの途絶、食料や水の不足もあり、自宅を離れ、避

難所などへ避難したことから、被災地域は無人となった。また、警察も地震や津波で死傷者が発生し、

かつ、車両や資機材にも被害が出た上、被災しなかった警察官も人命の救出に優先的にあたったことか

ら、被災地域のパトロールが手薄になり、治安が悪化した。 

 また、大規模な停電が発生し、非常用電源装置が整備された信号機以外の信号機は全て滅灯した。こ

のため、無秩序に走行する車や津波から避難しようとする車が多重衝突事故や人身事故を起こすなど、

重大事故が多発した。 

3-2 
行政機関の職員・施設等の被災による機能の大幅な低下や災害対応への習熟度不足による初動の

対応の遅れ 

 南海トラフ地震による強い揺れと津波により、町職員をはじめとする行政職員に多くの死傷者が出る

。また、国、県、市町村をはじめ、防災関係機関との情報通信も途絶する。さらに、庁舎や学校をはじ

めとする行政関係の庁舎の一部は建物及び設備が使用不能となり、行政機能が機能不全となった。 

 また、代替施設にて災害対策本部を設置したものの、災害対応の経験が不足したことから、初動対応

に遅れが生じた。 

 

4-1 防災・災害対応に必要な通信インフラの麻痺・機能停止 

 南海トラフ地震や中央構造線活断層帯を震源とする地震等により、四国内の各発電所や変電所が大き

な被害を受け、長期停止に陥る。また、送電設備、石油等の燃料についても、基幹道路等や港湾施設等

の被害により復旧や輸送ができない。このため、携帯電話をはじめ、あらゆる情報通信が長期間麻痺し

、県民生活や経済活動に大きな影響が出る。 

4-2 テレビ・ラジオ放送の中断等により災害情報が必要な者に伝達できない事態 

 南海トラフ地震や中央活断層帯を震源とする地震により、テレビやラジオ局の損壊とともに、長期に

わたり、電力供給が停止する事態が発生する。また、津波の影響を受けたところでは、機器が浸水のた

め使用不能となる。このため、県民に重要な情報が届かない事態が発生する。 

4-3 
災害時に活用する情報サービスが機能停止し、臨時情報や津波警報等の収集・伝達ができず、避

難行動や救助・支援が遅れる事態 

 南海トラフ地震が発生し、県下全域が震度６弱以上の強い揺れに見舞われたことによる通信手段の断

絶や、超大型台風襲来時の避難指示等の遅れなどにより、住民の避難行動の開始が遅れる。また、南海

トラフ沿いで東側を中心とする半割れが発生し、臨時情報が発表されたが、防災対応を運用する体制が

整っていないため、時間差で発生した後発地震により多数の死傷者が発生した。 

 

5-1 サプライチェーンの寸断等による企業の生産力低下による国際競争力の低下 

 南海トラフ地震や中央構造線活断層を震源とする直下型地震が発生し、製造業等の工場施設が揺れや

津波、地盤沈下等による被害を受けたことにより、部品組立等の生産ラインの稼働がストップするとと

もに、地震や液状化により主要幹線道路が寸断され、部品の調達等ができなくなったことから、県内企

業の生産力が大きく低下した。 
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5-2 エネルギー供給の停止による、社会経済活動・サプライチェーンの維持への甚大な影響 

 南海トラフ地震やそれに伴う津波、大型台風、集中豪雨等により、四国内の各発電所の多くが、大き

な被害を受け、長期停止に陥った。他地域からの送電も、配電線の断裂、変電所の損傷などにより、直

ぐに受入体制が整わず、石油等の燃料についても、基幹道路等や港湾施設等の被害により、受入及び輸

送が出来ないため、社会経済活動が長期に停止した。 

5-3 金融サービス・郵便等の機能停止による住民生活・商取引等への甚大な影響 

 南海トラフ地震や中央構造線活断層を震源とする直下型地震により、建物の倒壊や津波による被害、

また、電力の供給がストップするなどにより、金融サービス機能が停止し、預金の引き出し、入金、送

金などができなくなり、住民の生活や経済活動に大きな支障をきたすこととなった。また、甚大な道路

の損壊により、郵便事業も長期に停止される。 

5-4 食料等の安定供給の停滞 

 南海トラフ地震発生後、沿岸部には大津波が襲来し、漁村地域に深刻な被害が発生したことから、県

産水産物の供給が停止する。また、広範囲にわたる道路の通行止めや港湾施設の被災により、県内外か

らの食料等物資の供給が停滞する。更には、基幹的な農業水利施設が被害を受け、農業用水の供給が滞

るとともに塩害により、農業生産ができない事態が発生する。 

5-5 農・工業用水の供給途絶に伴う、生産活動への甚大な影響 

 南海トラフ地震による強い揺れや液状化により、県下の至る所で農・工業用水道の配管が破断し、沿

岸部では、さらに津波の襲来により、被害が拡大する。このため、農･工業用水等が長期にわたり供給停

止となり、県民の生活や農工業に大きなダメージを与える。 

 

6-1 
電力供給ネットワーク（発変電所、送配電設備）や都市ガス供給、石油・ＬＰガスサプライチェ

ーン等の長期にわたる機能の停止 

  南海トラフ地震の揺れや津波等により、火力発電所や変電所が被害を受け、送電線の寸断、鉄塔の倒

壊もあり、電力供給が停止した。また、石油・ＬＰガスのタンクも海岸線にあることから甚大な被害を

受け、供給能力を喪失した。 

6-2 上水道等の長期間にわたる供給停止 

 南海トラフ地震による強い揺れや液状化により、県下の至る所で上水道の配管が破断し、沿岸部では

、さらに津波の来襲により、被害が拡大する。また、大型台風等の集中豪雨、河川氾濫及び土砂災害に

より取水施設や浄水施設、管路などが破損する。 

このため、上水道が長期にわたり供給停止となり、県民の生活に大きなダメージを与えた。 

6-3 汚水処理施設等の長期間にわたる機能停止 

 南海トラフ地震の揺れにより、汚水処理施設等は液状化と地盤沈下により大きな被害を受け、長期の

機能停止に陥る。 

 衛生環境の急激な悪化に伴い、公衆衛生の維持が危ぶまれる。 

6-4 陸海空の交通インフラの長期間にわたる機能停止 

 南海トラフ地震やそれに伴う津波、大型台風、集中豪雨等により交通網が断絶した。また、南海トラ

フ地震による揺れは、広域に震度６弱以上の震度となるため、陸上交通は、関西圏はもちろん山陽圏に

も被害を及ぼす。四国に架かる３つの橋や高速道路も甚大な被害を受けて、四国が孤立する。海上交通
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も、揺れや液状化、津波の襲来により、港湾施設が長期使用不能となり、フェリーの運休や貨物船等の

入出港の規制が長期化する。また、空路も同様に、滑走路の使用が出来ない状況が発生する。 

6-5 防災インフラの長期間にわたる機能不全 

 南海トラフ地震や集中豪雨に伴い発生した深層崩壊などにより、堤防や砂防ダムが決壊したことで、

周辺の集落に甚大な被害が発生した。また、速やかな復旧が行われず、土砂災害や洪水の発生しやすい

状態が長期間にわたり継続した。 

 

7-1 地震に伴う市街地の大規模火災の発生による多数の死傷者の発生 

 南海トラフ地震により、市街地の各所で火災が発生する。また、津波により、燃料漏れを起こしなが

ら流される漁船や車、ガスボンベから噴出するガス、石油タンクから流出した油などに引火して、その

火が津波による漂流物とともに街を襲い、市街地では大規模な火災が発生する。津波が退かない状況の

中で、津波避難ビルも襲われ、消火ができないことから、多くの犠牲者が発生する。 

7-2 沿線・沿道の建物倒壊に伴う閉塞等による交通麻痺 

 南海トラフ地震の揺れにより、沿線や沿道の建物やブロック塀が倒壊し、人的被害が発生するととも

に、避難路となるべき道路が塞がれ、自動車での避難はもちろん、徒歩での避難の支障になり、さらに

、車が道路に放置されたことから、交通麻痺が発生する。特に、木造住宅が密集する地域では、道幅も

狭い箇所が多いことから、より深刻な事態が発生する。 

7-3 
ため池、防災インフラ、天然ダム等の損壊・機能不全や堆積した土砂の流出による多数の死傷者

の発生 

 南海トラフ地震や直下型地震、大型台風により大規模な山腹崩壊が発生し、ダムに大量の土砂や流木

が流入することで、洪水調節機能が低下し、下流部おいて洪水被害が頻発する。また、山腹崩壊により

天然ダムが形成され、上流部が湛水するとともに、その後の台風や豪雨により決壊し、一気に流出した

土石流は下流の集落を飲み込み、被害が広範囲に拡大する。豪雨等によりため池の貯水位が急激に上昇

し、越流により堤体が破壊、また、直下型地震などにより決壊することで下流に多くの被害が発生する｡ 

7-4 農地・森林等の被害による県土の荒廃 

 南海トラフ等の地震や台風、集中豪雨等により、大規模な崩壊が発生し、山間部の農地や山林が大き

な被害を受け荒廃する。荒廃した森林は、その後の降雨等により表土が流出、浸食が進行し、新たな山

腹崩壊を引き起こす。さらに裸地化の進行やクラック（亀裂）が生じている状態を放置すれば、その後

の降雨による大崩壊を招き、人命の危機や家屋の崩壊など甚大な被害が発生する。また、農地・農業用

施設が被災することで営農の継続が困難となり、農地の荒廃が進展、中山間地域においては集落が消滅

する危機に瀕する。 

 

8-1 大量に発生する災害廃棄物等の処理の停滞により復興が大幅に遅れる事態 

 南海トラフ地震が発生し、地震による揺れ・液状化等による家屋倒壊や、津波の発生により災害廃棄

物や津波堆積物が大量に発生し、廃棄物を一時的に保管する仮置場の設置が間に合わず、町中に廃棄物

があふれ、道路の通行にも支障が生ずる。また、悪臭や粉じんが発生し、生活環境が著しく悪化する。

更に、広域処理の調整が付かず、被災地で処理しなければならない状態となり処理が長期化し、復旧・

復興が大幅に遅れる。 
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8-2 
地域コミュニティの崩壊、復興を支える人材等の不足、より良い復興に向けたビジョンの欠如等

により復興できなくなる事態 

 南海トラフ地震・津波により、特に沿岸部の道路啓開等を行うための人材、重機等が壊滅的な打撃を

受けた。また、被害が超広域であるため、他県からの支援も困難な状況であり、基幹道路の啓開等を担

う人材や重機、資機材等が不足したことにより、復旧・復興が大幅に遅れる。 

 南海トラフ地震で津波被害に遭った地域は、余震等により津波が再襲来する危険もあることから、被

災者は指定緊急避難場所などへ避難していた。また、警察も津波等で被害を受けた上、人命の救出に優

先的にあたっていたことから、被災地域のパトロールが手薄となり、被災住宅等における窃盗事件が多

発した。これら治安の悪化や長期の避難生活による地域コミュニティの崩壊等により、地域住民の合意

形成が進まず、復興まちづくりなどの復興作業が大幅に遅れる。 

8-3 広域地盤沈下等による広域・長期にわたる浸水被害の発生により復興が大幅に遅れる事態 

 南海トラフ地震の揺れにより、県内沿岸部では、堤防や護岸、排水機場等が被災するとともに、広域

地盤沈下や地震による液状化により地盤が低下したところへ津波が襲来することで広域が水没、塩害で

防潮林が枯損し、農地は広範囲にわたりガレキや海水の流入により甚大な被害を受けた。その後も海抜

０ｍとなった地域は、潮の干満によって長期にわたり水没した状態となり、さらに台風に襲われ被害が

拡大するなど復旧復興が大幅に遅れた。 

8-4 貴重な文化財や環境的資産の喪失、有形・無形の文化の衰退・損失 

 南海トラフ地震・津波により、沿岸域を中心に地域社会の結びつきを維持し、また地域の歴史と伝統

を伝えてきた有形・無形の貴重な文化財が失われることにより、祭り行事等の停止などから、地域コミ

ュニティの復興に支障が生じた。 

 

8-5 基幹インフラの損壊により復旧・復興が大幅に遅れる事態 

 南海トラフ地震、大規模洪水や土砂災害によりあらゆる基幹インフラが損壊する。また、巨大地震に

よる被災範囲が中部、関西、中国等と広大なことから、復旧資材・重機・技術者等が十分揃わず、基幹

インフラの復旧や発災前からの課題であった基幹インフラの整備が進まないことから、人流や物流が滞

り、復旧･復興が大幅に遅れる。 

8-6 事業用地の確保、仮設住宅・仮店舗・仮事業所等の整備が進まず復興が大幅に遅れる事態 

 南海トラフ地震の発生に伴う揺れや津波により住宅が著しく損壊し、応急仮設住宅等の建設候補地が

公有地だけでは不足する。 

 また、事前に選定していた民有地の所有者等の特定に多大な時間を要し、応急仮設住宅等の建設が遅

れ、被災からの復興まちづくりが大幅に遅れる。 

8-7 速やかな復興に資する業務継続計画等の欠如による地域経済への甚大な影響 

 南海トラフ地震が発生し、県内の多くの企業が被災する。また、壊滅的な被害を免れた企業において

も業務継続計画の策定などによる事前の備えを怠っていたため、事業の停滞期間が長引き、地域経済の

復興が大幅に遅れる。 
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♠͎ ṞΦοψσϣσΜΩӂχⱧ έρχ פֿ ᴣὫᴮ 

１ 大規模自然災害が発生したときでも、すべての人命を守る 

１－１）住宅・建物・交通施設等の複合的・大規模倒壊や不特定多数が集まる施設の倒壊による多数の死

傷者の発生 

○ 住宅・建築物等の耐震化率は、支援制度の充実を図ること等により一定の進捗がみられるが、私有財

産である建築物の耐震化を行うか否かは、最終的に所有者の自発的意志により決められることから、関

係機関との連携の下、個々のニーズに的確に対応したきめ細やかな対応が必要である。 

○ 学校施設の耐震化率は、財政支援措置の拡充等によりほぼ完了したが、天井等非構造部材の落下防止

対策や老朽化対策、避難所として機能するための防災機能強化等が必要である。 

○ 社会福祉施設は、地震災害や火災が発生したときに自ら避難することが困難な方が多く利用する施設

であり、施設の耐震化やブロック塀の安全対策、自家発電設備の導入促進などにより、安全性を確保し

て、安心して暮らすことができる環境づくりを進める必要がある。また、臨時情報が発表された場合を

想定し、入居者等の安全確保や ＢＣＰ等を定めるなどの防災対応を整備しておく必要がある。 

○ 災害拠点病院の非常用電源設備や給水設備を含めた防災用設備等の整備を進める必要がある。 

○ 町営住宅の倒壊・損傷による被害の回避や，倒壊による道路閉塞の観点から，施設の長寿命化を推進

する必要がある。 

○ 交通施設については、立体交差する施設や電柱、沿道沿線を含め、利用者に倒壊による危害を与えな

いよう、耐震化や除却等を促進する必要がある。また、高齢化・人口減少に伴う技術者減に備え、イン

フラの点検・診断・補修補強等の現場を支援するため、各道路管理者が連携し、現場研修や新技術の導

入等を進め、点検整備の実効性 を高める必要がある。 

○ 沿線・沿道の建物倒壊による被害の回避や、避難路確保の観点から、国、県をはじめとした関係機関

と連携した取組みを推進する必要がある。 

○ 大規模地震における盛土造成地の滑動崩落や液状化等の宅地被害を防ぐため、大規模盛土造成地マッ

プを公表し、宅地の安全性の「見える化」や事前対策を進める必要がある。 

○ 過酷な災害現場での救助活動能力を高めるため、警察、消防等の体制や訓練環境等の充実強化、夜間

対応も含めた装備資機材の更なる整備を図る必要がある。 

○ 災害による死者ゼロを目指し、地域の防災リーダーとなる防災士の養成や自主防災組織の結成促進、

住民参加による避難訓練の実施等により、町民の防災意識・知識等 の向上が必要であり、地域防災力

を支える人材を確保するため、若年層の防災活動への参加促進や児童生徒への防災教育を推進するとと

もに、地域防災に関わる様々な主 体が相互の役割を補完した協力関係を構築するなど、地域が抱える

課題を克服していく体制づくりが必要である。 

○ 県内中小企業の地震防災対策の設備投資を促進し、あわせて企業と地域の連携による地域全体の防災

力の強化を図ることを目的として、耐震改修や耐震診断に要する経費を対象とした中小企業向け融資制

度を最大限に活用し、今後も引き続き、企業の地震対策の取組みを支援する必要がある。 

○ 後発地震が発生してからでは避難が間に合わない地域に居住する住民に対して、避難場所、避難路、

避難方法及び家族との連絡方法等を平時から確認すること、また、臨時情報が発表された場合に備えに

万全を期すよう努めること等を周知する必要がある。 
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（重要業績指標）   

 ・神山中学校体育館非構造部材耐震化工事 竣工（Ｒ２） 

 ・町立小学校校舎被構造部材耐震化工事 ０校（Ｒ４） 

  ・公共施設の耐震化率 ４４．９％（Ｒ１） 

 ・防災士認定者数 ０人（Ｒ１） 

 ・防災士資格取得（役場職員） ５０人（Ｒ３） 

 ・地区防災計画策定地区 ０地区（Ｒ１） 

 ・喜来ヘリポート消火栓設置工事 竣工（Ｒ２） 

 ・ヘリポート候補地の検討 必要に応じて実施 

 ・老朽危険空き家・空き建築物除却数（累計）６（Ｒ１）  

 ・空き家対策計画 未策定（Ｒ２） 

  ・災害対策基本法の一部改訂に伴う地域防災計画の一部改訂（Ｒ３） 

 ・住宅・建築物安全ストック形成事業（Ｒ４） 

 

１－２）密集市街地や不特定多数が集まる施設における大規模火災による多数の死傷者の発生 

○ 活断層のずれに伴う被害を未然に防ぐため、中央構造線活断層帯における土地利用適正化の推進が必

要である。 

○ 震災による火災の発生、延焼を防止するため、住宅用火災警報器、消火器、感震ブレーカー等につい

て、設置を促進するとともに、常備消防の体制強化、消防団員の確 保対策を促進する必要がある。 

○ 地震や津波によるＬＰガスの放出による延焼を防止するため、ＬＰガス放出防止装置等の設置を促進

する必要がある。 

○ 大規模火災時の空中消火に備え、空中消火訓練が必要。 

○ 密集市街地における住環境改善、防災性の向上等を図る必要がある。 

○ ＬＰガス放出防止装置の設置の促進については、ガス放出防止装置の設置率１００％を目指し、県エ

ルピーガス協会とともに設置の促進を図る必要がある。 

○ 消防力の強化については、消防組織法により、消防庁が定める基準に基づき、消防職員・消防団員の

教育訓練を、計画に沿って行う必要がある。 

○ 火災予防、通電火災防止、危険物事故防止対策等の啓発を推進するとともに、感震ブレーカーや住宅

用火災報知器の設置の促進を図る必要がある。 

○ 感震ブレーカーの設置の促進、住宅用火災警報器の設置等については、引き続き火災予防啓発を通じ

て、さらに推進する必要がある。 

○ 大規模地震災害など過酷な災害現場での救助活動能力を高めるため、警察、消防等の体制や訓練環境

等の充実強化、夜間対応も含めた装備資機材の更なる整備を図ると ともに、関係機関との連携が十分

に機能しないおそれがあることから、それらの耐災 害性の向上を図る必要がある。 

○ 後発地震が発生してからでは避難が間に合わない地域に居住する住民に対して、避難場所、避難路、

避難方法及び家族との連絡方法等を平時から確認すること、また、臨時情報が発表された場合に備えに

万全を期すよう努めること等を周知する必要がある。（再掲） 

○ 住宅・建築物等の耐震化率は、支援制度の充実を図ること等により一定の進捗がみられるが、私有財
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産である建築物の耐震化を行うか否かは、最終的に所有者の自発的意志により決められることから、関

係機関との連携の下、個々のニーズに的確に対応したきめ細やかな対応が必要である。（再掲） 

○ 学校施設の耐震化率は、財政支援措置の拡充等によりほぼ完了したが、天井等非構造部材の落下防止

対策や老朽化対策、避難所として機能するための防災機能強化等が必要である。（再掲） 

○ 社会福祉施設は、地震災害や火災が発生したときに自ら避難することが困難な方が多く利用する施設

であり、施設の耐震化やブロック塀の安全対策、自家発電設備の導入促進などにより、安全性を確保し

て、安心して暮らすことができる環境づくりを進める必要がある。また、臨時情報が発表された場合を

想定し、入居者等の安全確保やＢＣＰ等を定めるなどの防災対応を整備しておく必要がある。（再掲） 

○ 災害拠点病院の非常用電源設備や給水設備を含めた防災用設備等の整備を進める必要がある。(再掲) 

○ 過酷な災害現場での救助活動能力を高めるため、警察、消防等の体制や訓練環境等の充実強化、夜間

対応も含めた装備資機材の更なる整備を図る必要がある。（再掲） 

○ 災害による死者ゼロを目指し、地域の防災リーダーとなる防災士の養成や自主防災組織の結成促進、

住民参加による避難訓練の実施等により、県民の防災意識・知識等の向上が図られているところである

が、地域防災力を支える人材を確保するため、若年層の防災活動への参加促進や児童生徒への防災教育

を推進するとともに、地域防災に関わる様々な主体が相互の役割を補完した協力関係を構築するなど、

地域が抱える課題を克服していく体制づくりが必要である。(再掲) 

○ 県内中小企業の地震防災対策の設備投資を促進し、あわせて企業と地域の連携による地域全体の防災

力の強化を図ることを目的として、耐震改修や耐震診断に要する経費を対象とした中小企業向け融資制

度を創設しており、今後も引き続き、企業の地震対策の取組みを支援する必要がある。（再掲） 

（重要業績指標） 

 ・消防団員数 ３４６人（Ｒ３） 

 ・消防団設備整備費補助金事業 必要に応じて実施 

 ・第６次地震防災緊急事業五箇年計画 策定（Ｒ３） 

 ・備蓄計画 未策定（Ｒ３） 

 ・（再掲）神山中学校体育館非構造部材耐震化工事 竣工（Ｒ２） 

  ・（再掲）公共施設の耐震化率 ４４．９％（Ｒ１） 

 ・（再掲）防災士認定者数 ０人（Ｒ１） 

 ・（再掲）防災士資格取得（役場職員） ５０人（Ｒ３） 

 ・（再掲）地区防災計画策定地区 ０地区（Ｒ１） 

 ・（再掲）喜来ヘリポート消火栓設置工事（Ｒ２） 

 ・（再掲）ヘリポート候補地の検討 必要に応じて実施 

 ・（再掲）老朽危険空き家・空き建築物除却数（累計）６（Ｒ１）  

 ・（再掲）空き家対策計画 未策定（Ｒ２） 

  ・（再掲）災害対策基本法の一部改訂に伴う地域防災計画の一部改訂（Ｒ３） 

 ・（再掲）住宅・建築物安全ストック形成事業（Ｒ４） 

 

１－３）突発的又は広域かつ長期的な市街地等の浸水による多数の死傷者の発生 

○ 大規模水害による被害を最小限にするため、河道掘削や築堤による機能強化など、治水対策を推進す
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る必要がある。 

○ 大規模水害における堤防の決壊や水門・樋門等の作動不良による被害等を未然に防ぐべく、堤防をは

じめとする河川管理施設の状況を把握する河川カルテを早急に策定する必要がある。 

○ 日頃から避難場所や避難経路などの確認できる環境を実現し、町民の防災意識向上を図っているとこ

ろであるが、住民の防災意識をさらに深めるため、防災啓発や避難訓練の充実等ソフト対策を推進する

必要がある。 

○ 平成３０年７月豪雨での教訓や平成３０年度末に公表された「避難勧告等に関するガイドライン」を

踏まえ、安全な避難体制の確立による事前の防災力の強化を図る必要がある。また、気候変動に伴う水

害の頻発・激甚化に対して、住民の避難港行動を促し、人的被害をなくすためには、分かりやすい水位

情報の発信や洪水浸水想定区域・洪水タイムラインの周知を図る必要がある。 

○ 災害による死者ゼロを目指し、地域の防災リーダーとなる防災士の養成や自主防災組織の結成促進、

住民参加による避難訓練の実施等により、県民の防災意識・知識等の向上が図られているところである

が、地域防災力を支える人材を確保するため、若年層の防災活動への参加促進や児童生徒への防災教育

を推進するとともに、地域防災に関わる様々な主体が相互の役割を補完した協力関係を構築するなど、

地域が抱える課題を克服していく体制づくりが必要である。(再掲) 

○ 震度分布などの防災情報を、地図情報として視覚的に分かりやすくし、インターネット上に公開する

ことで，日頃から避難場所や避難経路などの確認できる環境を実現し，町民の防災意識向上を図る必要

がある。（再掲） 

○ 町内に住む外国人が増加するなか、地震、台風、豪雨などの災害に不慣れな外国人に対して、防災に

関する啓発を推進する必要がある。（再掲） 

○ 災害時に電力供給が停止した場合に備え、非常用電源設備の確保や燃料備蓄に努める必要がある。 

（再掲） 

○ 橋梁やトンネルなどインフラ施設については、個別に長寿命化計画の策定が推進されているところで

あるが、将来の人口推計や財政状況等を勘案した「公共施設等の現況及び将来の見通し」を踏まえて、

「既存ストックの積極的な有効活用」や「老朽施設の戦略的な長寿命化」など、公共施設等の総合的か

つ計画的な管理を実現し、計画を戦略的に実行していくため、情報の管理・共有をはじめ、全庁的な推

進体制の構 築を図る必要がある。 

（重要業績指標） 

 ・避難勧告等に係るタイムライン 未策定（Ｒ２） 

 

１－４）大規模な土砂災害（深層崩壊）や大雪等による多数の死傷者の発生 

○ 国、県と連携し、砂防・治山・地すべり対策・急傾斜地崩壊対策事業等のハード対策を推進し、地震

等による土砂災害の発生、被害を最小限に押さえる必要がある。特に近年の土砂災害発生状況等を踏ま

え、土砂・流木捕捉効果の高い透過型砂防堰堤等の整備を推進する必要がある。また要配慮者利用施設

に対する対策を推進する必要がある。 

○ 平成３１年度末までに、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成１

２年法律第５７号）に基づく区域指定の完了を目指すとともに、その公表や土砂災害警戒情報等の適時・

適切な発令により、土砂災害の危険性の周知を強化する必要がある。さらに、住民への啓発、避難訓練等
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を併せたソフト対策全般を強化し、実効性のある避難のための警戒避難体制の整備を図る必要がある。 

○ 南海トラフ巨大地震や集中豪雨により深層崩壊や地すべりが発生し、天然ダム等が形成された場合、

湛水や天然ダムの決壊による二次災害の発生のおそれがあることから、国が整備している観測網からの

情報を速やかに入手し、住民へ避難情報が出せるよう体制づくりを行うとともに関係機関が連携をした

訓練を実施し、災害対応能力の向上を図る必要がある。 

○ 森林の荒廃により森林の国土保全機能（土砂災害防止・洪水緩和）が損なわれ、巨大地震や地球温暖

化に伴う集中豪雨により山地災害リスクの高まりが懸念されることから、適切な間伐等の森林整備や治

山対策・砂防対策・地すべり防止対策等を推進するとともに、警戒避難体制整備等のソフト対策を組み

合わせて取り組む必要がある。また、地域コミュニティと連携した森林の整備･保全活動を促進する必

要がある。 

○ 防災重点ため池について、下流への影響度の高いため池を優先した耐震・豪雨対策を計画的かつ着実

に進める必要がある。また、現在の水利用の実情に合わせて、ため池の統廃合等を順次進める必要があ

る。さらに、全ての防災重点ため池において、ハザードマップまたは浸水想定区域図の作成・公表、緊

急連絡体制の整備を行い緊急時の迅速な避難行動につなげるとともに、関係機関が連携した訓練を実施

するなど、災害対応力の向上を図る必要がある。 

○ 過酷な災害現場での救助活動能力を高めるため、警察、消防等の体制や訓練環境等の充実強化、夜間

対応も含めた装備資機材の更なる整備を図る必要がある。（再掲） 

○ 大規模地震における盛土造成地の滑動崩落や液状化等の宅地被害を防ぐため、大規模盛土造成地マッ

プを公表し、宅地の安全性の「見える化」や事前対策を進める必要がある。（再掲） 

○ 災害による死者ゼロを目指し、地域の防災リーダーとなる防災士の養成や自主防災組織の結成促進、

住民参加による避難訓練の実施等により、県民の防災意識・知識等の向上が図られているところである

が、地域防災力を支える人材を確保するため、若年層の防災活動への参加促進や児童生徒への防災教育

を推進するとともに、地域防災に関わる様々な主体が相互の役割を補完した協力関係を構築するなど、

地域が抱える課題を克服していく体制づくりが必要である。(再掲) 

○ 大雪等に伴う倒木によるライフラインの途絶や地域の孤立が発生した場合でも、被災者の情報が把握

できるよう、無線、電話、インターネットなど多重化した通信手段の確保が必要である。 

（重要業績指標） 

 ・森林経営計画認定面積  ２，５６８．９８ha（Ｈ３０） 

  ・森林境界明確化面積実施率  １７．２２％（Ｈ３０） 

  ・間伐等森林整備面積  ５１，１１ha（Ｈ３０） 

  ・県産材の生産量  １０，４３４㎥（Ｈ３０） 

  ・土砂災害防止法に基づくハザードマップの作成配布（Ｒ１） 

 ・土砂災害の危険性のある要配慮者利用施設での避難訓練実施回数 年１回（Ｒ１） 

 ・各避難所に衛星携帯電の配備 ７機（Ｒ１） 

 ・町内防災倉庫 ３棟（Ｒ１） 

 ・防災備蓄品の充実（Ｒ１） 

  ・要支援者名簿 作成（Ｈ２９） 

 ・要支援者個別計画 未策定（Ｒ１） 
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 ・橋梁長寿命化修繕計画 実施（Ｈ２６） 

 ・町道谷線改良 完了（Ｒ２） 

 ・中津本名線ほか道路拡幅工事（Ｒ３） 

 ・法面、落石対策事業（Ｒ４） 

 ・指定緊急避難場所 １箇所（Ｒ１） 

 ・応急仮設住宅候補地 ５地区（Ｒ１） 

 ・地域防災計画に定める避難道路の維持管理 促進（Ｒ２） 

 ・ため池ハザードマップ 作成配布（Ｒ１） 

 ・ため池に関するデータベース 整備・周知（Ｒ２）   

 ・（再掲）災害対策基本法の一部改訂に伴う地域防災計画の一部改訂（Ｒ３） 

  ・（再掲）老朽危険空き家・空き建築物除却数（累計）６（Ｒ１） 

 ・（再掲）喜来ヘリポート消火栓設置工事 竣工（Ｒ２） 

 

２ 救助・救急、医療活動等が迅速に行われるとともに、被災者等の健康・避難生活環境を確実

に確保する 

２－１）被災地での食料・飲料水・電力・燃料等、生命に関わる物資・エネルギー供給の停止 

○ 高速道路等のミッシングリンクの早期解消や機能強化、緊急輸送道路等の橋梁の耐震化や無電柱化、

重要な交通施設を守るための治水・治山、砂防、海岸等対策、海上輸送拠点となる港湾施設の整備・耐

震化を着実に推進する必要がある。また、複数の輸送ルートの確保を図るため、緊急輸送路を補完する

農林道の整備を推進する必要がある。 

○ 水道施設の耐震化や水道未普及地の整備促進などを着実に推進し、また災害時の応急給水や復旧活動

のための計画の策定を促進しているところであるが、今後さらに地下水や再生水など多様な水源利用の

検討を進める必要がある。 

○ 緊急物資の確実な供給体制を構築するため、公園における物資の集積拠点としての防災機能を強化す

る必要がある。 

○ 大規模災害時に備え、他都道府県との相互応援協定の締結・改定や、家庭等における備蓄を推進して

いるところであるが、救援物資等の備蓄・輸送体制を確立し、受援体制についても整備を推進していく

必要がある。 

○ 民間物流施設の活用、関係者による協議会の開催、協定の締結、ＢＣＰの策定等により、自治体、国

、民間事業者等が連携した物資調達・供給体制を構築するとともに、官民の関係者が参画する支援物資

輸送訓練を実施し、迅速かつ効率的な対応に向けて実効性を高めていく必要がある。 

○ 大規模災害時に備えた生活必需品等の支援物資の供給に関し、支援協定を締結した民間企業等と、支

援物資等の確保、搬送体制の確立のための図上訓練を毎年度実施している。今後も、引き続き、発災時

の迅速な生活必需品等の確保・搬送に向け、様々な被害を想定した訓練を実施する必要がある。 

○ 災害時の物資供給に係る協定の締結を引き続き進めるとともに、「南海トラフ地震等に対応した備蓄

方針」に基づいた、食料備蓄等を継続する必要がある。 

○ 大規模災害時の円滑な企業間支援の実現に向け、徳島県商工３団体青年部が主体となり、災害時にお

いて、企業が支援可能な情報を予め登録するＷｅｂサイト「とくしま災害支援パートナーズ」を立ち上
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げ、現在、登録企業の拡大に取り組んでいる。現在の登録企業：１１２企業 

○ 災害時介護福祉コーディネーターによる円滑な支援及び相互応援に係る適切な調整を行うため、実践

的な訓練や研修を継続して実施する必要がある。 

○ 県及び社会福祉６団体間で締結している相互応援協定に基づく、施設間での物資援助を災害時に機能

させるため、協力体制を一層強化する必要がある。 

○ 物流の専門家と連携した図上訓練や実動訓練を実施し、大規模災害時における物資輸送体制の実効性

を向上させる必要がある。 

○ これまで、国の交付金（グリーンニューディール基金事業等）などを活用し、防災拠点等に太陽光パ

ネルや蓄電池の設置を進めてきたが、今後も、エネルギー供給リスクの分散を図るため、自然エネルギ

ーを活用した自立・分散型電源の導入を促進する必要がある。 

○ 防災拠点となる施設への自家発電設備の導入などを進めているところであるが、自立分散型エネルギ

ー設備の導入に加え、ＬＰガスの活用など、災害時におけるエネルギー供給の多様化を検討する必要が

ある。 

（重要業績指標） 

 ・地域防災計画に定める備蓄目標 ３２０人×７日分（Ｒ１） 

 ・防災倉庫の収納機能強化（Ｒ２） 

 ・木質バイオマスエネルギーの活用 促進（Ｒ２） 

 ・地域熱供給事業 推進（Ｒ２） 

 ・（再掲）町内防災倉庫 ３棟（Ｒ１） 

 ・（再掲）防災備蓄品の充実（Ｒ１） 

  ・（再掲）橋梁長寿命化修繕計画 実施（Ｈ２６） 

・（再掲）中津本名線ほか道路拡幅工事（Ｒ３） 

・（再掲）法面、落石対策事業（Ｒ４） 

 ・（再掲）地域防災計画に定める避難道路の維持管理 促進（Ｒ２） 

 ・（再掲）ヘリポート候補地の検討 必要に応じて実施 

 

２－２）多数かつ長期にわたる孤立地域等の同時発生 

○ 道路の寸断による孤立化に備え、空からの救助・救出や物資の輸送を行う消防防災ヘリコプターをは

じめ、関係機関のヘリコプターの運航体制を強化するとともに、迅速かつ円滑に災害応急対策を実施で

きるよう、ヘリポートの整備及び簡易無線等を活用した通信手段の確保を促進する必要がある。 

○ 孤立集落の発生を防止するため、生命線道路の整備を進めるとともに、緊急輸送道路等の橋梁の耐震

化や無電柱化、斜面対策及び重要な交通施設を守るための治水・治山、砂防、地すべり、海岸等対策を

着実に推進する必要がある。また、既存の物流機能等を緊急物資輸送等に効果的に活用できるよう，船

舶による緊急輸送に係る環境整備、高速道路等へのアクセス性の向上，緊急輸送道路を補完する農林道

の整備等により、避難路や代替輸送路を確保するための取組み等を促進する必要がある。さらに、早期

復旧のため，関係機関や関係団体が連携して対応策を検討するとともに，訓練を実施する必要がある。 

○ 孤立化集落発生時に外部との通信手段を確保するための資機材の整備や避難所の機能強化を促進して

いるところであるが、進捗途上にあるためさらに推進するとともに、継続的に通信訓練を実施する必要
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がある。 

○ 県南地域では、南海トラフ巨大地震の津波により、唯一の幹線道路である国道５５号が分断され、地

域の孤立化が危惧されることから、津波回避バイパスとなる国道５５号牟岐バイパス、海部野根道路等

の整備を進める必要がある。（再掲） 

○ 地震や集中豪雨等による孤立集落の発生に備え、市町村と連携した「孤立可能性集落カルテ」を作成

するとともに、集落ごとの情報を一元的に収集・分析し、発災時の迅速かつ的確な支援へつなげる必要

がある。 

（重要業績指標） 

  ・孤立可能性集落カルテ 作成（Ｒ２） 

 ・（再掲）各避難所に衛星携帯電の配備 ７機（Ｒ１） 

 ・（再掲）橋梁長寿命化修繕計画 実施（Ｈ２６） 

・（再掲）中津本名線ほか道路拡幅工事（Ｒ３） 

・（再掲）法面、落石対策事業（Ｒ４） 

 ・（再掲）地域防災計画に定める避難道路の維持管理 促進（Ｒ２） 

 ・（再掲）喜来ヘリポート消火栓設置工事（Ｒ２） 

 ・（再掲）ヘリポート候補地の検討（Ｒ２） 

 

２－３）自衛隊、警察、消防、海保等の被災等による救助・救急活動等の絶対的不足 

○ 警察、消防等の体制や訓練環境等の充実強化、夜間対応も含めた装備資機材の更なる整備を図るとと

もに、施設の整備、情報通信機能の耐災害性の強化･高度化を着実に推進する必要がある。 

○ 自衛隊、警察、消防などの広域応援部隊の円滑な活動を支援するため、公園における広域活動拠点と

しての防災機能を強化する必要がある。 

○ 警察災害派遣隊の訓練練度の向上のための訓練施設を整備する必要がある。また、Ｌ１規模の災害発

生に備え、同隊の体制の更なる充実強化や装備資機材の新規整備及び更新並びに給油手段の確保を図る

必要がある。 

○ 地域防災計画など災害対応に必要な事項について見直し、他都道府県との連携強化を図り、合同訓練

等を実施しているところであるが、必要に応じさらに見直しを行い、訓練の習熟度を高めていく必要が

ある。 

○ 消防団員の確保促進や自主防災組織の充実・強化に努めているところであるが、さらに災害対応力強

化のための人材育成、装備資機材等の充実・強化を推進する必要がある。 

○ 警察、医師会、歯科医師会による連絡協議会等で多数遺体への対応（身元確認等）体制が構築されつ

つあるが、訓練等により強化を図っていく必要がある。 

（重要業績指標） 

 ・安全装備品等の整備（Ｒ４） 

  ・消防団活動用資機材の充実 必要に応じて実施 

 ・総合防災訓練、図上訓練 参加（Ｒ１） 

 ・「全国女性消防団員活性化徳島大会」 開催・参加（Ｒ４） 

 ・女性消防隊の発足（Ｈ３０） 
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 ・（再掲）消防団員数 ３４６人（Ｒ３） 

 ・（再掲）第６次地震防災緊急事業五箇年計画 策定（Ｒ３） 

 

２－４）想定を超える大量の帰宅困難者の発生、混乱 

○ 帰宅困難者を発生させないよう、高速道路等のミッシングリンクの早期解消や機能強化、緊急輸送道

路等の橋梁の耐震化や無電柱化、重要な交通施設を守るための治水・治山、砂防、海岸等対策を推進し

、必要な交通を確保する必要がある。また、交通インフラの早期復旧のため、関係機関や関係団体が連

携して対応策を検討するとともに、訓練を実施する必要がある。 

○ 東日本大震災で 被災初期から防災拠点として機能を発揮した「道の駅」について、防災拠点化をさ

らに推進し、また、機能を維持するための日常点検等に努める必要がある。 

○ 官民の自動車プローブ情報を活用し、渋滞状況を正確に把握するとともに、停電による信号機の停止

が原因で発生する交通渋滞を回避する必要がある。 

○ 災害時の帰宅困難者に適切な情報や便宜を提供できる「災害時帰宅困難者支援ステーション」の普及

啓発や企業と自主防災組織等地域との連携強化の推進など帰宅困難者対策を推進しているところである

が、膨大な数の帰宅困難者の受け入れに必要な一時滞在施設の確保や機能強化を推進し、帰宅困難者の

受入体制の確保を図る必要がある。 

（重要業績指標） 

  ・「道の駅」防災拠点化  推進（Ｒ２） 

  ・無電柱化への促進（Ｒ２） 

 ・四国横断自動車道（徳島ＪＣＴ～阿南間）及び地域高規格道路阿南安芸自動車道（桑野道路～海部野

根道路）の促進（Ｒ２） 

 ・（再掲）橋梁長寿命化修繕計画 実施（Ｈ２６） 

・（再掲）中津本名線ほか道路拡幅工事（Ｒ３） 

・（再掲）法面、落石対策事業（Ｒ４） 

 ・（再掲）地域防災計画に定める避難道路の維持管理 促進（Ｒ２） 

 

２－５）医療施設及び関係者の絶対的不足･被災、支援ルートの途絶、エネルギー供給の途絶による医療

機能の麻痺 

○ 災害拠点病院の非常用電源設備や給水設備を含めた防災用設備等の整備を進める必要がある。(再掲) 

○ これまで、国の交付金（グリーンニューディール基金事業等）などを活用し、防災拠点等に太陽光パ

ネルや蓄電池の設置を進めてきたが、今後も、エネルギー供給リスクの分散を図るため、自然エネルギ

ーを活用した自立・分散型電源の導入を促進する必要がある。（再掲） 

○ 防災拠点となる施設への自家発電設備の導入などを進めているところであるが、自立分散型エネルギ

ー設備の導入に加え、ＬＰガスの活用など、災害時におけるエネルギー供給の多様化を検討する必要が

ある。（再掲） 

○ 災害派遣医療チーム(ＤＭＡＴ)等の支援ルートを確保するため、高速道路等のミッシングリンクの早

期解消や機能強化、緊急輸送道路等の橋梁の耐震化や無電柱化、重要な交通施設を守るための治水・治

山、砂防、地すべり、海岸等対策、港湾施設の耐震・耐波性能強化の着実な推進と支援物資物流を確保
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する必要がある。 

○ ＤＭＡＴ指定医療機関においては、災害発生時に迅速かつ円滑な医療及び被災地支援を実施できるよ

う、ＤＭＡＴの更なる充実・強化を図る必要がある。 

○ ＤＭＡＴが活動する急性期から、慢性期に移行するフェーズにおける医療体制を確保し、医療機能等

の麻痺を防止するため、圏域毎に医療・保健･福祉分野の「災害時コーディネーター」を配置・連携す

ることにより、発災後、刻々と変化する被災者や避難所、医療救護等の状況を的確に把握し、他都道府

県からの人材及び資材の配置を適正かつ迅速に行う必要がある。 

○ 大規模災害時に医療施設や関係者の不足する事態に備え、他都道府県との相互応援体制を構築してい

るところであるが、継続的な訓練の実施など連携強化を図る必要がある。 

○ 発災時に、救出救助や物資の輸送を円滑に実施するため、消防防災ヘリコプター「うずしお」や警察

ヘリコプター「しらさぎ」の装備、設備等の充実を図るとともに、受援体制の強化を図る必要がある。 

○ 災害時における医療・救護に必要な医薬品を確保するため，被害想定等から必要な品目・数量等を精

査し備蓄を行うとともに，関係業界等との協定締結等によりその供給確保の体制を構築しておく必要が

ある。さらに，交通網等が寸断された状況を想定し，災害拠点病院や救護所への医薬品の迅速な搬送体

制についても検討を進めておく必要がある。 

○ 災害訓練や救急勉強会等を継続して実施するとともに、災害対策マニュアルやＢＣＰ（事業継続計画

）の整備について、訓練による検証を通じた見直しを適宜行うとともに、災害訓練や救急勉強会等を継

続して実施することにより、災害医療提供体制の一層の充実・強化を図る必要がある。 

（重要業績指標） 

 ・ガソリンの確保 協定数０（Ｒ１） 

 ・（再掲）木質バイオマスエネルギーの活用 促進（Ｒ２～） 

 ・（再掲）地域熱供給事業 推進（Ｒ２～） 

 ・（再掲）無電柱化への促進（Ｒ２） 

 ・（再掲）四国横断自動車道（徳島ＪＣＴ～阿南間）及び地域高規格道路阿南安芸自動車道（桑野道路

～海部野根道路）の促進（Ｒ２） 

 

２－６）被災地におけ感染症等の大規模発生 

○ 下水管の破損等による衛生面の悪化を防止するため、下水管渠における耐震化を進めるとともに、下

水処理場における津波対策を推進する必要がある。また、熊本地震（Ｈ２８）を受けて改訂した下水道

ＢＣＰ策定マニュアル等を踏まえ、各市町の下水道ＢＣＰをブラッシュアップさせる必要がある。 

○ 避難所等における感染症の発生・まん延を防ぐため、災害時の避難所において、高い専門性を活かし

て初期段階から衛生状況等を把握し、助言・指導を行う「とくしま災害感染症専門チーム」を設置し感

染予防対策支援を行うこととしているが、より実行性の高い活動を行うため、調査に必要な資機材の充

実や避難所運営訓練等への参加により、対応技術の向上を図る必要がある。 

○ 避難所におけるトイレの衛生環境を改善し、ノロウイルスなどの感染症の蔓延を防ぐとともに、トイ

レの衛生環境に起因する災害関連死を防ぐ必要がある。 

（重要業績指標） 

 ・ＤＭＡＴ（災害派遣医療チーム）の養成への協力（Ｒ２） 
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 ・浄化槽普及率 ４３．４％（Ｈ３０） 

 ・７避難施設に簡易トイレの備蓄（Ｒ１） 

 ・マンホールトイレ整備 ５基（Ｒ１） 

 

２－７）劣悪な避難生活環境・トイレ環境、不十分な健康管理による多数の被災者の健康状態の悪化・災

害関連死の発生 

○ 各市町村における福祉避難所の指定をより一層促進するとともに、円滑な開設・運営体制の構築を図

るため、装備資機材の充実、各種訓練等による災害対応能力を向上させる必要がある。 

○ 県においては、要配慮者対策やトイレ環境の整備を盛り込み、「徳島県避難所運営マニュアル作成指

針」を改訂した。今後、市町村において「避難所における良好な生活環境の確保」を目指した避難所運

営体制づくりを進める必要がある。 

○ 大規模災害発生時、ＰＴＳＤ(心的外傷後ストレス障害）を含む精神的不調に対し中長期に渡り専門

的なこころのケアを円滑に行うため構築したＤＰＡＴについて、資機材の充実、訓練等を行い更なる専

門的対応技術の向上を図る必要がある。 

○ 東日本大震災における「発達障がい者」の避難所生活に対する課題を受けて、平成２５年度に「発達

障がい者」向けの「防災ハンドブック」を作成し、当事者及び家族や関係機関に研修会等を通して、災

害に対する意識を高めるとともに、市町村や関係機関等における発達障がい者への支援体制の整備の必

要性についてさらに周知し、災害対応力を向上させる必要がある。 

○ 通信販売事業者との協定による避難所への物資供給体制を確立し、避難者のきめ細かなニーズに対応

する必要がある。 

○ 避難所における劣悪なトイレ環境を改善し災害関連死を防ぐため、災害時快適トイレ計画及びトイレ

計画アクションプランに基づく施策を推進する必要がある。 

○ 大規模災害が発生しても、外部からの支援者を受け入れながら生活の質に配慮した避難所運営を実施

するため、国際的な統一基準である「スフィアスタンダード」の理念を避難所運営従事者に浸透させる

必要がある。 

○ 災害時介護福祉コーディネーターによる円滑な支援及び相互応援に係る適切な調整を行うため、実践

的な訓練や研修を継続して実施する必要がある。（再掲） 

○ 県及び社会福祉６団体間で締結している相互応援協定に基づく、施設間での物資援助を災害時に機能

させるため、協力体制を一層強化する必要がある。（再掲） 

○ 避難所におけるトイレの衛生環境を改善し、ノロウイルスなどの感染症の蔓延を防ぐとともに、トイ

レの衛生環境に起因する災害関連死を防ぐ必要がある。（再掲） 

（重要業績指標） 

 ・避難所運営マニュアル 策定（Ｒ１） 

 ・神山町災害廃棄物処理計画 策定（Ｈ２９） 

  ・スフィア・プロジェクトの浸透（Ｒ２） 

 ・災害用トイレの備蓄の推進（Ｒ２） 

 ・（再掲）ＤＭＡＴ（災害派遣医療チーム）の養成への協力（Ｒ２） 

 ・（再掲）浄化槽普及率 ４３．４％（Ｈ３０） 
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 ・（再掲）７避難施設に簡易トイレの備蓄（Ｒ１） 

 ・（再掲）マンホールトイレ整備 ５基（Ｒ１） 

 

３ 必要不可欠な行政機能は確保する 

３－１）警察機能の大幅な低下による治安の悪化、社会の混乱 

○ 公共の安全と秩序の維持を図るため、治安の確保に必要な体制、装備資機材の充実強化を図るととも

に、警察として業務を円滑に継続するための対応方針及び執行体制等を速やかに定める必要がある。 

○ 安全な留置施設への護送体制の構築を図るとともに、関係機関との相互連絡体制の確保を図る必要が

ある。 

○ 停電による信号機の停止が原因で発生する交通渋滞を回避するため、信号機電源付加装置の整備の推

進、関係機関との合同訓練の実施が必要である。 

○ 警察が収集する交通情報を補完する官民の自動車プローブ情報の活用により、渋滞状況を正確に把握

し交通渋滞を回避するため、交通管制システムの高度化を図る必要がある。 

（重要業績指標） 

・緊急交通路等の信号機電源付加装置の推進 （Ｒ２） 

・エコカーを活用した給電に関する啓発活動 未実施（Ｒ１） 

 

３－２）行政機関の職員・施設等の被災による機能の大幅な低下や災害対応への習熟度不足による初動対

応の遅れ 

○ 関係機関において、庁舎の耐震化等、電力の確保、情報・通信システムの確保、代替不能機器等の保

全、物資の備蓄、代替庁舎の確保等を推進する必要がある。また、臨時情報が発表された場合には、後

発地震に備え、水・食料等の備蓄、非常用発電装置やコンピュータ・システム等重要資機材点検等の所

要の措置を実施する体制づくりを行う必要がある。 

○ 地域防災計画など災害対応に必要な事項について見直し、他都道府県との連携強化を図り、合同訓練

等を実施しているところであるが、必要に応じさらに見直しを行い、訓練の習熟度を高めていく必要が

ある。（再掲） 

○ これまで、国の交付金（グリーンニューディール基金事業等）などを活用し、防災拠点等に太陽光パ

ネルや蓄電池の設置を進めてきたが、今後も、エネルギー供給リスクの分散を図るため、自然エネルギ

ーを活用した自立・分散型電源の導入を促進する必要がある。（再掲） 

○ 電力供給遮断などの非常時に、防災拠点等（公共施設等）において、高い給電機能を有するＰＨＶ・

ＥＶ・ＦＣＶを活用し、初動対応に必要不可欠な電力を供給する必要がある。 

○ 万代庁舎の被災によりシステム基盤に障害が発生し、業務継続が困難になることを防止するため、シ

ステム基盤を万代庁舎とデータセンターの両方に設置し、双方の基盤を同時に運用することで耐災害性

を強化する必要がある。 

○ 町役場が被災しても、被災者支援をはじめ速やかに各種の自治体業務が再開できるよう、自治体の業

務システムのクラウド化や発災直前の各種住民データを県外に保管するなど、住民データの遺失を防ぐ

とともに、自治体機能の早期復旧を図るための対策を講じる必要がある。 

○ 行政機関のＢＣＰ（業務継続計画）の策定や災害対策本部の初動体制の充実・強化など機能不全に陥
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らない体制を整備しているところであるが、継続的な見直しや訓練を実施し、職員の災害対応力の向上

が必要である。また、万代庁舎が被災した場合にも、災害対応を円滑に実施するため、代替機能を持つ

拠点における防災機能の強化を図る必要がある。 

○ 南海トラフ地震をはじめとする大規模災害に見舞われると行政機能は著しく低下する。また、平時に

比して業務量も膨大となる中でも、迅速かつ円滑な復旧・復興が図られるよう、あらかじめ、その対策

手順を明確化しておく必要がある。 

○ 災害発生時の被災自治体においては、災害のフェーズに応じた災害対応、そのための推進体制の整備

や進捗把握などの管理、応援職員の緊急確保などの「災害マネジメント」が求められる。このため、県

及び市町村職員に対する実践的な研修や訓練を通じて、マネジメント人材の育成を行う必要がある。 

○ 防災拠点となる施設への自家発電設備の導入などを進めているところであるが、自立分散型エネルギ

ー設備の導入に加え、ＬＰガスの活用など、災害時におけるエネルギー供給の多様化を検討する必要が

ある。（再掲） 

（重要業績指標） 

 ・自治体間クラウドの検討（Ｒ２） 

 ・（再掲）公共施設の耐震化 ４４．９％（Ｒ１） 

 ・（再掲）緊急交通路等の信号機電源付加装置の推進（Ｒ２）    

  ・（再掲）エコカーを活用した給電に関する啓発活動 未実施（Ｒ１） 

 ・（再掲）避難所運営マニュアル 策定（Ｒ１） 

 

４ 必要不可欠な情報通信機能・情報サービスは確保する 

４－１）防災・災害対応に必要な通信インフラの麻痺・機能停止 

○ 民間通信事業者の回線が停止した場合にも災害救助活動ができるよう警察、自衛隊、海保等の情報通

信システム基盤について、その耐災害性の向上等を図る必要がある。 

○ 総合情報通信ネットワークの安定的な運用を実施し、大規模災害時における関係機関との確実な通信

を確保する必要がある。 

○ 通信事業者等の回線が停止した場合にも被災状況の確認や復旧活動等に支障を及ぼさないよう，衛星

携帯電話の配備等による代替性の確保を図る必要がある。 

○ 引き続き「徳島県危機管理総合調整会議」を開催することにより、さらにライフライン事業者との連

携強化を進める必要がある。 

○ これまで、国の交付金（グリーンニューディール基金事業等）などを活用し、防災拠点等に太陽光パ

ネルや蓄電池の設置を進めてきたが、今後も、エネルギー供給リスクの分散を図るため、自然エネルギ

ーを活用した自立・分散型電源の導入を促進する必要がある。（再掲） 

○ 道路の寸断による孤立化に備え、空からの救助・救出や物資の輸送を行う消防防災ヘリコプターをは

じめ、関係機関のヘリコプターの運航体制を強化するとともに、迅速かつ円滑に災害応急対策を実施で

きるよう、ヘリポートの整備及び簡易無線等を活用した通信手段の確保を促進する必要がある。(再掲) 

○ 孤立化集落発生時に外部との通信手段を確保するための資機材の整備や避難所の機能強化を促進して

いるところであるが、進捗途上にあるためさらに推進するとともに、継続的に通信訓練を実施する必要

がある。（再掲） 
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○ 警察、消防等の体制や訓練環境等の充実強化、夜間対応も含めた装備資機材の更なる整備を図るとと

もに、施設の整備、情報通信機能の耐災害性の強化･高度化を着実に推進する必要がある。（再掲） 

○  準天頂衛星システム等を活用した防災機能の強化等を進める必要がある。 

○ 災害時情報共有システムと防災関係機関等が運用するシステムの連携を進め、関係機関における情報

共有を円滑に進める必要がある。 

（重要業績指標） 

 ・要支援者名簿 作成（Ｈ２９） 

 ・要支援者に対する個別計画 未策定（Ｒ１） 

 ・徳島県総合防災訓練 参加（Ｒ１） 

 ・（再掲）各避難所に衛星携帯電の配備 ７機（Ｒ１） 

 ・（再掲）災害対策基本法の一部改訂に伴う地域防災計画の一部改訂（Ｒ３） 

 

４－２）テレビ・ラジオ放送の中断等により災害情報が必要な者に伝達できない事態 

○ 災害時に電力供給が停止した場合に備え、非常用電源設備の津波浸水対策や燃料備蓄に努める必要が

ある。（再掲） 

○ ＢＣＰや災害対応マニュアルを策定し、関係機関と連携した訓練等により、大規模災害時においても

、テレビ・ラジオ放送が中断することがないよう対策を講じておく必要がある。 

（重要業績指標） 

 ・（再掲）要支援者名簿 作成（Ｈ２９） 

 ・（再掲）要支援者に対する個別計画 未策定（Ｒ１） 

 ・（再掲）徳島県総合防災訓練 参加（Ｒ１） 

 ・（再掲）災害対策基本法の一部改訂に伴う地域防災計画の一部改訂（Ｒ３） 

 

４－３）災害時に活用する情報サービスが機能停止し、臨時情報や津波警報等の収集・伝達ができず、避

難行動や救助・支援が遅れる事態 

○ 災害時情報通信ネットワークのデジタル化や多重化が進められるとともに、公共施設等における公衆

無線ＬＡＮの整備やＪ－ＡＬＥＲＴの普及、すだちくんメールやエリアメールの活用など情報伝達方法

の強化が図られたところであるが、システムの安定運用や各種情報の普及啓発など、さらなる取り組み

が必要である。 

○ 災害時情報共有システムにより収集された各種防災情報をＧＩＳ上で可視化し、県民に「総合地図提

供システム」、「安心とくしまＨＰ」や「Ｌアラート」で情報提供をするシステムの安定的な運用と情

報発信手段の多様化を図る必要がある。 

○ 緊急交通路の指定等に関する交通規制情報を周知し、迅速かつ効果的な避難行動を誘導するため、交

通情報板の整備、交通情報提供に関する関係機関との連携を図る必要がある。 

○ 障がいのため意思疎通に支援が必要な方々に必要な支援を行うため、情報・意思疎通支援用具の支援

を行うなど、引き続き制度の適正な執行を図るとともに、平素から個々の障がい特性に対する理解と認

識を深め、いざという時に適切に対応できるようにするため、災害時に、障がい者を支援するための「

ハンドブック」の周知や「研修」を実施していく必要がある。 
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○ 「災害時要援護者対策」を効果的に進めるため、各市町村において避難行動要支援者名簿の作成が進

められており、今後、さらに名簿の作成と地域との共有及び避難行動要支援者の個別計画策定の取組み

を一層促進する必要がある。なお、全体計画は策定済み。 

○ 社会福祉施設は、地震災害や火災が発生したときに自ら避難することが困難な方が多く利用する施設

であり、施設の耐震化やブロック塀の安全対策、自家発電設備の導入促進などにより、安全性を確保し

て、安心して暮らすことができる環境づくりを進める必要がある。また、臨時情報が発表された場合を

想定し、入居者等の安全確保やＢＣＰ等を定めるなどの防災対応を整備しておく必要がある。（再掲） 

○ 徳島県商工３団体青年部が主体となり、東日本大震災の教訓を活かし、従業員が率先して逃げること

で周辺住民の避難を促す「率先避難企業」の取組みを実施し、賛同企業は既に１００社にのぼっており

、企業と周辺住民が一体となった防災対策に取り組む必要がある。（再掲） 

○ 大雪等に伴う倒木によるライフラインの途絶や地域の孤立が発生した場合でも、被災者の情報が把握

できるよう、無線、電話、インターネットなど多重化した通信手段の確保が必要である。（再掲） 

○ 津波情報をいち早く確実に住民に伝えるため、津波情報伝達体制の強化を図る必要がある。（再掲） 

○ 関係市町において、浸水（洪水、内水、高潮等）ハザードマップの作成を促進する必要がある。また

、浸水想定区域を視覚的にわかりやすい地図情報として、インターネット上に公開することで、日頃か

ら避難場所や避難経路などの確認できる環境を実現し、県民の防災意識向上を図っているところである

が、住民の防災意識をさらに深めるため、防災啓発や避難訓練の充実等ソフト対策を推進する必要があ

る。（再掲） 

○ 防災重点ため池について、下流への影響度の高いため池を優先した耐震・豪雨対策を計画的かつ着実

に進める必要がある。また、現在の水利用の実情に合わせて、ため池の統廃合等を順次進める必要があ

る。さらに、全ての防災重点ため池において、ハザードマップまたは浸水想定区域図の作成・公表、緊

急連絡体制の整備を行い緊急時の迅速な避難行動につなげるとともに、関係機関が連携した訓練を実施

するなど、災害対応力の向上を図る必要がある。（再掲） 

○ 地震や集中豪雨等による孤立集落の発生に備え、市町村と連携した「孤立可能性集落カルテ」を作成

するとともに、集落ごとの情報を一元的に収集・分析し、発災時の迅速かつ的確な支援へつなげる必要

がある。（再掲） 

○ 総合情報通信ネットワークの安定的な運用を実施し、大規模災害時における関係機関との確実な通信

を確保する必要がある。（再掲） 

○ 後発地震が発生してからでは避難が間に合わない地域に居住する住民に対して、避難場所、避難路、

避難方法及び家族との連絡方法等を平時から確認すること、また、臨時情報が発表された場合に備えに

万全を期すよう努めること等を周知する必要がある。（再掲） 

○ 滞留旅客等又は高齢者等事前避難対象地域内の要配慮者等及び住民事前避難対象地域内の地域住民等

のために避難所を設置した場合等において、災害救助法等による必要な支援を実施できる体制づくりが

必要である。 

○ 臨時情報が発表された場合の情報伝達に係る防災訓練の実施等により、臨時情報発表時における防災

対応の体制整備・連携体制の強化、また臨時情報に関する住民理解の促進を図る。 

○ 臨時情報が発表されたことによる犯罪や混乱等の防止に努める必要がある。 

○ 臨時情報（南海トラフ地震臨時情報）への認知度が低く、また、発表頻度が高くないことが想定され



- 98 - 

 

るため、臨時情報の周知を継続的に行う必要がある。 

○ 臨時情報が発表された場合に、市町村や住民等がそれぞれ必要となる防災対応を実施できるよう、臨

時情報の発表を正確に情報伝達する体制づくりや、住民等からの問い合わせ窓口の整備が必要である。 

○ 災害時の生活必需品や復旧資材等、消費生活に関する情報提供や相談体制の充実を図るとともに，平

時から物資の備蓄や災害時に冷静な判断・行動が出来る訓練や連携体制を強化する必要がある。 

（重要業績指標） 

 ・（再掲）要支援者名簿 作成（Ｈ２９） 

 ・（再掲）要支援者に対する個別計画 未策定（Ｒ１） 

 ・（再掲）徳島県総合防災訓練 参加（Ｒ１） 

 ・（再掲）災害対策基本法の一部改訂に伴う地域防災計画の一部改訂（Ｒ３） 

 

５ 経済活動を機能不全に陥らせない 

５－１）エネルギー供給の停止による、社会経済活動・サプライチェーンの維持への甚大な影響 

○ 県と徳島県石油商業組合が協定を締結し、災害時の緊急通行車両や災害拠点病院、避難所等の運営に

必要な燃料の供給を行うこととしており、今後も引き続き、石油商業組合と情報交換等、連携を密にし

、発災時の燃料供給が円滑に行われるよう取り組んでいく必要がある。 

○ 洪水・土砂災害・津波・高潮対策等を推進し、発電所や配電施設等の耐災害性を高める必要がある。 

（重要業績指標） 

 ・町内ＢＣＰ認定企業数 未把握（Ｒ１） 

 ・徳島県危機管理総合調整会議 参画（Ｒ２） 

 ・ライフライン事業者との連携強化（Ｒ２）  

 

５－２）コンビナート・重要な産業施設の損壊、火災、爆発等 

○ 自衛隊、警察、消防等防災関係機関と連携し、地震等の災害に即した実践的な実動訓練及び災害対策

本部設置（図上訓練）などを実施しているが、さらなる応急対処能力の向上等を図るため、火災、爆発

等を起こす可能性のある施設等にも呼びかけて訓練を実施する必要がある。 

（重要業績指標） 

  ・（再掲）町内ＢＣＰ認定企業数 未把握（Ｒ１） 

 ・（再掲）徳島県危機管理総合調整会議 参画（Ｒ２） 

 ・（再掲）ライフライン事業者との連携強化（Ｒ２） 

 

５－３）金融サービス・郵便等の機能停止による住民生活・商取引等への甚大な影響 

○ 県内の金融機関では、建物等の耐災害性の向上やシステムのバックアップ、災害時の情報通信機能・

電源等の確保やＢＣＰの実効性向上等が進められているが、各金融機関によって進捗状況が異なるため

、引き続き取組みを促進していく必要がある。また、ＢＣＰの実効性を向上させるための対策を継続的

に実施する必要がある。 

○ 被災企業に対する融資制度である「災害対策資金」について、周知を行っているところであるが、今

後も引き続き、発災時の被災企業への支援が円滑に行われるよう、制度の周知を行っていく必要がある 
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○ 大規模災害時における資金安定供給を図るためには、官民連携による「大規模災害時資金安定供給協

議会」を中心に、災害時の相談にWeb上で２４時間対応する「AI資金コンシェルジュ」を実装し、関係

機関が連携した資金供給体制を構築する必要がある。 

○ 災害時の生活必需品や復旧資材等、消費生活に関する情報提供や相談体制の充実を図るとともに、平

時から物資の備蓄や災害時に冷静な判断・行動が出来る訓練や連携体制を強化する必要がある。(再掲) 

（重要業績指標） 

 ・（再掲）町内ＢＣＰ認定企業数 未把握（Ｒ１） 

 ・（再掲）徳島県危機管理総合調整会議 参画（Ｒ２） 

 ・（再掲）ライフライン事業者との連携強化（Ｒ２） 

  ・（再掲）四国横断自動車道（徳島ＪＣＴ～阿南間）及び地域高規格道路阿南安芸自動車道（桑野道路

～海部野根道路）の促進（Ｒ２） 

 ・（再掲）橋梁長寿命化修繕計画 実施（Ｈ２６） 

・（再掲）中津本名線ほか道路拡幅工事（Ｒ３） 

・（再掲）法面、落石対策事業（Ｒ４） 

 ・（再掲）地域防災計画に定める避難道路の維持管理 促進（Ｒ２） 

 

５－４）食料等の安定供給の停滞 

○ 巨大地震による津波災害からの、速やかな被災農地の復旧と営農再開に向け、策定した農業版ＢＣＰ

の実効性を高める必要がある。 

○ 県内１５の農業協同組合のうち、１２組合において、ＢＣＰ策定済（Ｈ３１年３月時点）であり、残

り３組合の円滑な策定を促進する必要がある。土地改良区ＢＣＰについては、基幹的水利施設を管理し

ている２４土地改良区のうち、１１土地改良区で策定済（Ｈ３１年３月時点）であり、今後、更なる策

定に向け、普及啓発を行う必要がある。また、県内３３の沿海漁業協同組合については、２０組合にお

いて、ＢＣＰ策定済（Ｈ３１年３月時点）であり、残り１３組合について、策定を促進する必要がある 

○ 農林水産業に係る生産基盤等については、災害対応力強化に向けたハード・ソフト対策の適切な推進

を図っていく必要がある。 

○ 災害時の生活必需品や復旧資材等、消費生活に関する情報提供や相談体制の充実を図るとともに、平

時から物資の備蓄や災害時に冷静な判断・行動が出来る訓練や連携体制を強化する必要がある。(再掲) 

○ 緊急物資の確実な供給体制を構築するため、公園における物資の集積拠点としての防災機能を強化す

る必要がある。（再掲） 

○ 大規模災害時に備え、他都道府県との相互応援協定の締結・改定や、家庭等における備蓄を推進して

いるところであるが、救援物資等の備蓄・輸送体制を確立し、受援体制についても整備を推進していく

必要がある。（再掲） 

○ 民間物流施設の活用、関係者による協議会の開催、協定の締結、ＢＣＰの策定等により、自治体、国

、民間事業者等が連携した物資調達・供給体制を構築するとともに、官民の関係者が参画する支援物資

輸送訓練を実施し、迅速かつ効率的な対応に向けて実効性を高めていく必要がある。（再掲） 

○ 大規模災害時に備えた生活必需品等の支援物資の供給に関し、支援協定を締結した民間企業等と、支

援物資等の確保、搬送体制の確立のための図上訓練を毎年度実施している。今後も、引き続き、発災時
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の迅速な生活必需品等の確保・搬送に向け、様々な被害を想定した訓練を実施する必要がある。(再掲) 

○ 災害時の物資供給に係る協定の締結を引き続き進めるとともに、「南海トラフ地震等に対応した備蓄

方針」に基づいた、食料備蓄等を継続する必要がある。（再掲） 

（重要業績指標） 

  ・（再掲）四国横断自動車道（徳島ＪＣＴ～阿南間）及び地域高規格道路阿南安芸自動車道（桑野道路

～海部野根道路）の促進（Ｒ２） 

 ・（再掲）橋梁長寿命化修繕計画 実施（Ｈ２６） 

・（再掲）中津本名線ほか道路拡幅工事（Ｒ３） 

・（再掲）法面、落石対策事業（Ｒ４） 

 ・（再掲）地域防災計画に定める避難道路の維持管理 促進（Ｒ２） 

 

５－５）農・工業用水の供給途絶に伴う、生産活動への甚大な影響 

○ 県営工業用水道の管路については、優先度評価に基づき引き続き耐震化・老朽化対策に取り組む必要

がある。また、大規模災害時に速やかに復旧するため、「企業局ＢＣＰ」の充実・強化を図るとともに

、緊急給水設備の整備、関係団体と訓練を通じての緊密な応援体制の強化に取り組む必要がある。 

○ 基幹的な農業水利施設について、耐震診断を実施した結果、耐震改修が必要な施設の計画的な耐震化

を推進する必要がある。 

○ 地域コミュニティによる農地･農業水利施設等の地域資源の保全活動の取組みを推進し、防災力を強

化する必要がある。 

（重要業績指標） 

 ・農業施設、基幹的水利施設の耐震化、防災対策の推進（Ｒ２） 

 ・地すべり対策の推進（Ｒ２） 

 

６ ライフライン、燃料供給関連施設、交通ネットワーク等の被害を最小限に留めるとともに

早期に復旧させる 

６－１）電力供給ネットワーク（発変電所、送配電設備）や都市ガス供給、石油・ＬＰガスサプライチェ

ーン等の長期にわたる機能の停止 

○ これまで、国の交付金（グリーンニューディール基金事業等）などを活用し、防災拠点等に太陽光パ

ネルや蓄電池の設置を進めてきたが、今後も、エネルギー供給リスクの分散を図るため、自然エネルギ

ーを活用した自立・分散型電源の導入を促進する必要がある。（再掲） 

○ 防災拠点となる施設への自家発電設備の導入などを進めているところであるが、自立分散型エネルギ

ー設備の導入に加え、ＬＰガスの活用など、災害時におけるエネルギー供給の多様化を検討する必要が

ある。（再掲） 

○ 災害時における電力供給に有効な燃料電池自動車や電気自動車などの導入促進及び、当該車両を保有

する自治体・民間事業者等との非常時における連携体制の構築が必要である。 

○ 発電施設の災害対応力強化及び復旧迅速化を図る必要がある。 

○ 南海トラフ巨大地震の被害想定に加え、中央構造線・活断層地震の被害想定を平成２９年７月３１日

に作成・公表したが、県ＨＰやパンフレット等による啓発に努める必要がある。 



- 101 - 

 

（重要業績指標） 

 ・（再掲）農業施設、基幹的水利施設の耐震化、防災対策の推進（Ｒ２） 

 ・（再掲）地すべり対策の推進（Ｒ２）  

  ・（再掲）木質バイオマスエネルギーの活用 促進（Ｒ２～） 

 ・（再掲）地域熱供給事業 推進（Ｒ２～） 

 

６－２）上水道等の長期間にわたる供給停止 

○ 水道施設の耐震化や水道未普及地の整備については、人口減少や核家族化に伴う都市の空洞化により

非効率で、高コスト構造となり、また、老朽化した水道施設の更新問題等で進捗が図られていない状況

である。さらに、補助の採択基準が厳しい上、補助率も低い状況である。このため、スケールメリット

を活かし効率的・効果的な事業運営を図るため、市町村の圏域を越えた水道事業の広域連携や広域化を

促進するとともに、国へ補助採択基準の緩和や、補助率の向上を提言する必要がある。 

○ 大規模災害時においても、利水施設としての機能が保持され、効用が発揮されるよう、予防的対策を

推進する必要がある。 

○ 「液状化」については、公表した被害想定をもとに、地域の実情にあった効果的な防災・減災対策を

、さらに加速化させる必要がある。 

○ 南海トラフ巨大地震の被害想定に加え、中央構造線・活断層地震の被害想定を平成２９年７月３１日

に作成・公表したが、県ＨＰやパンフレット等による啓発に努める必要がある。（再掲） 

○ 水道施設の耐震化や水道未普及地の整備促進などを着実に推進し、また災害時の応急給水や復旧活動

のための計画の策定を促進しているところであるが、今後さらに地下水や再生水など多様な水源利用の

検討を進める必要がある。（再掲） 

○ 再利用水（中間水）の活用の促進については、「とくしま－０（ゼロ）作戦」防災出前講座やその他

の防災講座やイベント等を活用して、さらにその有効性の啓発に努める必要がある。 

（重要業績指標） 

 ・水道施設の耐震化、未水道普及地の整備促進（Ｒ２） 

 ・（再掲）農業施設、基幹的水利施設の耐震化、防災対策の推進（Ｒ２） 

 

６－３）汚水処理施設等の長期間にわたる機能停止 

○ 浄化槽については、合併処理浄化槽の普及を促進する必要がある。また、浄化槽台帳データの更新を

進め、設置・管理状況の把握を促進する必要がある。 

○ 地震対策上重要な下水管渠における地震対策実施率は約７割であり、引き続き各市町村と連携して耐

震化を進めるとともに、下水処理場における津波対策を推進する必要がある。また、老朽化が進む下水

道施設に対しては、ストックマネジメント計画を策定し、戦略的維持管理を進める必要がある。さらに

、熊本地震（Ｈ２８）を受けて改訂した下水道ＢＣＰ策定マニュアル等を踏まえ、各市町の下水道ＢＣ

Ｐをブラッシュアップさせる必要がある。 

○ 農業集落排水施設の老朽化に対する機能診断は６３％にとどまっていることをふまえ、機能診断を速

やかに実施し、これに基づく老朽化対策、耐震化を着実に推進する必要がある。 

○ 南海トラフ巨大地震の被害想定に加え、中央構造線・活断層地震の被害想定を平成２９年７月３１日
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に作成・公表したが、県ＨＰやパンフレット等による啓発に努める必要がある。（再掲） 

○ 下水管の破損等による衛生面の悪化を防止するため、下水管渠における耐震化を進めるとともに、下

水処理場における津波対策を推進する必要がある。また、熊本地震（Ｈ２８）を受けて改訂した下水道

ＢＣＰ策定マニュアル等を踏まえ、各市町の下水道ＢＣＰをブラッシュアップさせる必要がある。（再

掲） 

○ 「液状化」については、公表した被害想定をもとに、地域の実情にあった効果的な防災・減災対策を

、さらに加速化させる必要がある。（再掲） 

（重要業績指標） 

 ・浄化槽普及率 ４３．４％（Ｈ３０） 

 ・（再掲）災害用トイレの備蓄の推進（Ｒ２） 

 

６－４）陸海空の交通インフラの長期間にわたる機能停止 

○ 東日本大震災で実証されたように、復旧復興は、災害に強い高速道路等を起点として行われており、

また、発災後、確実かつ円滑に救援･救助活動を行うため、高規格道路のミッシングリンクの早期解消

に向け取り組む必要がある。また、高速道路ネットワークの４車線化や追加ＩＣの設置等による機能強

化を図る必要がある。 

○ 緊急輸送道路等の交通施設の災害対応力を強化するため、各施設の整備・耐震化や無電柱化を図ると

ともに、重要な交通施設を守るための治水・治山、砂防、地すべり、海岸等の対策を推進する必要があ

る。 

○ 緊急輸送道路を補完する農林道の整備を推進するとともに、迂回路として活用できる農林道等につい

て、被災状況や、通行可否等の情報を道路管理者間で共有する連絡体制が必要である。 

○ 海上輸送拠点となす港湾施設の整備・耐震化を推進するとともに重要港湾ＢＣＰの実効性を高め、多

発同時被災による港湾施設の能力低下、船舶の被災による海上輸送機能の停止への対応を検討する必要

がある。 

○ 災害時情報共有システムを適切に運用することにより、通行可能ルートの把握等を迅速に行うことが

できることから、防災機関やライフライン事業者等とも情報を共有し、円滑に運用できるよう訓練を定

期的に実施する必要がある。 

○ 南海フェリー・オーシャン東九フェリー・徳島県トラック協会など、主な公共交通機関等との支援協

定を締結してきているところであるが、今後においても状況に応じて各種団体との支援協定の締結を推

進し、連携体制を確保する必要がある。 

○ 発災後、速やかに公共交通機関等の状況把握及びその復旧を行うため、なお一層、関係機関との情報

収集・共有体制を整える必要がある。 

○ 空港機能について、発災後、早期復旧できるよう関係機関が情報共有をできる体制づくりを図る必要

がある。 

○ 発災後、迅速な通行経路啓開に向けて、緊急交通路等の指定及び確保を図るとともに、緊急通行車両

事前届出制度等の的確な運用を行う必要がある。 

○ 海上交通管制の一元管理、航路啓開計画の策定、広域的な物資拠点の選定等の物流施設･ルートの耐

災害性を高める取組みが実施されており、それらの取組みを推進する必要がある。 
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○ 警察が収集する交通情報を補完する官民の自動車プローブ情報を活用し、渋滞状況を正確に把握する

とともに、停電による信号機の停止が原因で発生する交通渋滞を回避するため、関係機関との合同訓練

の実施、信号機電源付加装置の整備を推進する必要がある。（再掲） 

○ 効果的な広域連携体制及び広域処理における災害廃棄物等の輸送手段としてダンプ等の交通路確保に

加えて、貨物鉄道や海上輸送等についても検討する必要がある。 

○ 南海トラフ巨大地震の被害想定に加え、中央構造線・活断層地震の被害想定を平成２９年７月３１日

に作成・公表したが、県ＨＰやパンフレット等による啓発に努める必要がある。（再掲） 

○ 交通施設については、立体交差する施設や電柱、沿道沿線を含め、利用者に倒壊による危害を与えな

いよう、耐震化や除却等を促進する必要がある。また、高齢化・人口減少に伴う技術者減に備え、イン

フラの点検・診断・補修補強等の現場を支援するため、各道路管理者が連携し、現場研修や新技術の導

入等を進め、点検整備の実効性を高める必要がある。（再掲） 

○ 高速道路等のミッシングリンクの早期解消や機能強化、緊急輸送道路等の橋梁の耐震化や無電柱化、

重要な交通施設を守るための治水・治山、砂防、海岸等対策、海上輸送拠点となる港湾施設の整備・耐

震化を着実に推進する必要がある。また、複数の輸送ルートの確保を図るため、緊急輸送路を補完する

農林道の整備を推進する必要がある。（再掲） 

○ 孤立集落の発生を防止するため、生命線道路の整備を進めるとともに、緊急輸送道路等の橋梁の耐震

化や無電柱化、斜面対策及び重要な交通施設を守るための治水・治山、砂防、地すべり、海岸等対策を

着実に推進する必要がある。また、既存の物流機能等を緊急物資輸送等に効果的に活用できるよう，船

舶による緊急輸送に係る環境整備、高速道路等へのアクセス性の向上，緊急輸送道路を補完する農林道

の整備等により、避難路や代替輸送路を確保するための取組み等を促進する必要がある。さらに、早期

復旧のため，関係機関や関係団体が連携して対応策を検討するとともに，訓練を実施する必要がある。

（再掲） 

○ 帰宅困難者を発生させないよう、高速道路等のミッシングリンクの早期解消や機能強化、緊急輸送道

路等の橋梁の耐震化や無電柱化、重要な交通施設を守るための治水・治山、砂防、海岸等対策を推進し

、必要な交通を確保する必要がある。また、交通インフラの早期復旧のため、関係機関や関係団体が連

携して対応策を検討するとともに、訓練を実施する必要がある。（再掲） 

○ 災害派遣医療チーム(ＤＭＡＴ)等の支援ルートを確保するため、高速道路等のミッシングリンクの早

期解消や機能強化、緊急輸送道路等の橋梁の耐震化や無電柱化、重要な交通施設を守るための治水・治

山、砂防、地すべり、海岸等対策、港湾施設の耐震・耐波性能強化の着実な推進と支援物資物流を確保

する必要がある。（再掲） 

○ 「液状化」については、公表した被害想定をもとに、地域の実情にあった効果的な防災・減災対策を

、さらに加速化させる必要がある。（再掲） 

○ いち早く被災者支援を行うため、線路と道路の両方を走行でき、交通機能の「リダンダンシーの確保

」や「早期機能復旧」が図られる「ＤＭＶ」の阿佐東線への導入を推進する必要がある。 

（重要業績指標） 

 ・（再掲）無電柱化への促進（Ｒ２） 

 ・（再掲）四国横断自動車道（徳島ＪＣＴ～阿南間）及び地域高規格道路阿南安芸自動車道（桑野道路

～海部野根道路）の促進（Ｒ２） 
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 ・（再掲）橋梁長寿命化修繕計画 実施（Ｈ２６） 

・（再掲）中津本名線ほか道路拡幅工事（Ｒ３） 

・（再掲）法面、落石対策事業（Ｒ４） 

 ・（再掲）地域防災計画に定める避難道路の維持管理 促進（Ｒ２） 

 

６－５）防災インフラの長期間にわたる機能不全 

○ 大規模災害時に防災インフラを速やかに復旧するために、広域的な応援体制、地域建設業等の防災減

災の担い手確保、徳島県緊急災害対策派遣チーム（ＴＥＣ－徳島）の体制・機能の拡充・強化、迅速な

応急・災害復旧のための研修や講習会の開催、市町村への技術支援等を進める必要がある。 

○ 災害時情報共有システムと防災関係機関等が運用するシステムの連携を進め、関係機関における情報

共有を円滑に進める必要がある。（再掲） 

○ 津波が想定される地域等における河川・海岸堤防等の整備と耐震対策や水門、樋門、陸閘等の自動化

・統廃合・常時閉鎖を推進するとともに、閉鎖作業訓練により能力の向上を図る必要がある。河川・海

岸堤防等の整備に当たっては、自然との共生及び環境との調和に配慮する必要がある。（再掲） 

○ 大規模水害による被害を最小限にするため、河道掘削や築堤、既設ダムの施設改良・柔軟な運用等に

よる機能強化など、治水対策を推進する必要がある。（再掲） 

○ 大規模水害における堤防の決壊や水門・樋門等の作動不良による被害等を未然に防ぐべく、堤防をは

じめとする河川管理施設の状況を把握する河川カルテを早急に策定する必要がある。（再掲） 

○ 国と連携し、砂防・治山・地すべり対策・急傾斜地崩壊対策事業等のハード対策を推進し、地震等に

よる土砂災害の発生、被害を最小限に押さえる必要がある。特に近年の土砂災害発生状況等を踏まえ、

土砂・流木捕捉効果の高い透過型砂防堰堤等の整備を推進する必要がある。また要配慮者利用施設に対

する対策を推進する必要がある。（再掲） 

○ 孤立集落の発生を防止するため、生命線道路の整備を進めるとともに、緊急輸送道路等の橋梁の耐震

化や無電柱化、斜面対策及び重要な交通施設を守るための治水・治山、砂防、地すべり、海岸等対策を

着実に推進する必要がある。また、既存の物流機能等を緊急物資輸送等に効果的に活用できるよう、船

舶による緊急輸送に係る環境整備、高速道路等へのアクセス性の向上，緊急輸送道路を補完する農林道

の整備等により、避難路や代替輸送路を確保するための取組み等を促進する必要がある。さらに、早期

復旧のため、関係機関や関係団体が連携して対応策を検討するとともに、訓練を実施する必要がある。

（再掲） 

○ 災害派遣医療チーム(ＤＭＡＴ)等の支援ルートを確保するため、高速道路等のミッシングリンクの早

期解消や機能強化、緊急輸送道路等の橋梁の耐震化や無電柱化、重要な交通施設を守るための治水・治

山、砂防、地すべり、海岸等対策、港湾施設の耐震・耐波性能強化の着実な推進と支援物資物流を確保

する必要がある。（再掲） 

（重要業績指標） 

 ・（再掲）無電柱化への促進（Ｒ２） 

 ・（再掲）四国横断自動車道（徳島ＪＣＴ～阿南間）及び地域高規格道路阿南安芸自動車道（桑野道路

～海部野根道路）の促進（Ｒ２） 

 ・（再掲）橋梁長寿命化修繕計画 実施（Ｈ２６） 
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・（再掲）中津本名線ほか道路拡幅工事（Ｒ３） 

・（再掲）法面、落石対策事業（Ｒ４） 

 ・（再掲）地域防災計画に定める避難道路の維持管理 促進（Ｒ２） 

 

７ 制御不能な複合災害・二次災害を発生させない 

７－１）地震に伴う市街地の大規模火災の発生による多数の死傷者の発生 

○ 警察、消防等の体制や訓練環境等の充実強化、夜間対応も含めた装備資機材の更なる整備を図るとと

もに、消防団や自主防災組織の充実強化による初動対応力の向上を図る必要がある。 

○ 大規模火災時の空中消火に備え、空中消火訓練が必要。（再掲） 

○ 警察が収集する交通情報を補完する官民の自動車プローブ情報を活用し、渋滞状況を正確に把握する

とともに、停電による信号機の停止が原因で発生する交通渋滞を回避するため、関係機関との合同訓練

の実施、信号機電源付加装置の整備を推進する必要がある。（再掲） 

○ 密集市街地における住環境改善、防災性の向上等を図る必要がある。（再掲） 

○ 地震や津波によるＬＰガスの放出による延焼を防止するため、ＬＰガス放出防止装置等の設置を促進

する必要がある。（再掲） 

○ ＬＰガス放出防止装置の設置の促進については、ガス放出防止装置の設置率１００％を目指し、県エ

ルピーガス協会とともに設置の促進を図る必要がある。（再掲） 

○ 消防力の強化については、消防組織法により、消防庁が定める基準に基づき、消防職員・消防団員の

教育訓練を、計画に沿って行う必要がある。（再掲） 

○ 沿線・沿道の建物倒壊による被害の回避や、避難路確保の観点から、市町村をはじめとした関係機関

と連携した取組みを推進する必要がある。（再掲） 

○ 火災予防、通電火災防止、危険物事故防止対策等の啓発を推進するとともに、感震ブレーカーや住宅

用火災報知器の設置の促進を図る必要がある。（再掲） 

○ 震災による火災の発生、延焼を防止するため、住宅用火災警報器、消火器、感震ブレーカー等につい

て、設置を促進するとともに、常備消防の体制強化、消防団員の確保対策を促進する必要がある。 

（再掲） 

○ 警察、消防等の体制や訓練環境等の充実強化、夜間対応も含めた装備資機材の更なる整備を図るとと

もに、施設の整備、情報通信機能の耐災害性の強化･高度化を着実に推進する必要がある。（再掲） 

○ 感震ブレーカーの設置の促進、住宅用火災警報器の設置等については、引き続き火災予防啓発を通じ

て、さらに推進する必要がある。（再掲） 

（重要業績指標） 

 ・（再掲）消防団員数 ３４６人（Ｒ３） 

 ・（再掲）消防団設備整備費補助金事業 必要に応じて実施 

 ・（再掲）第６次地震防災緊急事業五箇年計画 策定（Ｒ３） 

 ・（再掲）ヘリポート候補地の検討 必要に応じて実施 

 

７－２）沿線・沿道の建物倒壊に伴う閉塞等による交通麻痺 

○ 大規模地震災害など過酷な災害現場での救助活動能力を高めるため、警察、消防等の体制や訓練環境



- 106 - 

 

等の充実強化、夜間対応も含めた装備資機材の更なる整備を図るとともに、関係機関との連携が十分に

機能しないおそれがあることから、それらの耐災害性の向上を図る必要がある。（再掲） 

○ 警察が収集する交通情報を補完する官民の自動車プローブ情報を活用し、渋滞状況を正確に把握する

とともに、停電による信号機の停止が原因で発生する交通渋滞を回避するため、関係機関との合同訓練

の実施、信号機電源付加装置の整備を推進する必要がある。（再掲） 

○ 住宅・建築物等の耐震化率は、支援制度の充実を図ること等により一定の進捗がみられるが、私有財

産である建築物の耐震化を行うか否かは、最終的に所有者の自発的意志により決められることから、関

係機関との連携の下、個々のニーズに的確に対応したきめ細やかな対応が必要である。（再掲） 

○ 県営住宅の倒壊・損傷による被害の回避や、津波避難ビル確保の観点から、施設の長寿命化を推進す

る必要がある。（再掲） 

○ 沿線・沿道の建物倒壊による被害の回避や、避難路確保の観点から、市町村をはじめとした関係機関

と連携した取組みを推進する必要がある。（再掲） 

○ 発災後、迅速な通行経路啓開に向けて、緊急交通路等の指定及び確保を図るとともに、緊急通行車両

事前届出制度等の的確な運用を行う必要がある。（再掲） 

○ 交通施設については、立体交差する施設や電柱、沿道沿線を含め、利用者に倒壊による危害を与えな

いよう、耐震化や除却等を促進する必要がある。また、高齢化・人口減少に伴う技術者減に備え、イン

フラの点検・診断・補修補強等の現場を支援するため、各道路管理者が連携し、現場研修や新技術の導

入等を進め、点検整備の実効性を高める必要がある。（再掲） 

（重要業績指標） 

 ・（再掲）老朽危険空き家・空き建築物除却数（累計）６（Ｒ１）  

 ・（再掲）空き家対策計画 未策定（Ｒ１） 

 ・（再掲）住宅・建築物安全ストック形成事業（Ｒ４） 

 ・（再掲）地域防災計画に定める避難道路の維持管理 促進（Ｒ２） 

 

７－３）ため池、防災インフラ、天然ダム等の損壊・機能不全や堆積した土砂の流出による多数の死傷者

の発生 

○ 防災重点ため池について、下流への影響度の高いため池を優先した耐震・豪雨対策を計画的かつ着実

に進める必要がある。また、現在の水利用の実情に合わせて、ため池の統廃合等を順次進める必要があ

る。さらに、全ての防災重点ため池において、ハザードマップまたは浸水想定区域図の作成・公表、緊急

連絡体制の整備を行い緊急時の迅速な避難行動につなげるとともに、関係機関が連携した訓練を実施す

るなど、災害対応力の向上を図る必要がある。（再掲） 

○ 大規模地震における盛土造成地の滑動崩落や液状化等の宅地被害を防ぐため、大規模盛土造成地マッ

プを公表し、宅地の安全性の「見える化」や事前対策を進める必要がある。（再掲） 

○ 国と連携し、砂防・治山・地すべり対策・急傾斜地崩壊対策事業等のハード対策を推進し、地震等によ

る土砂災害の発生、被害を最小限に押さえる必要がある。特に近年の土砂災害発生状況等を踏まえ、土

砂・流木捕捉効果の高い透過型砂防堰堤等の整備を推進する必要がある。また要配慮者利用施設に対す

る対策を推進する必要がある。（再掲） 

○ 国と連携し、砂防・治山・地すべり対策・急傾斜地崩壊対策事業等のハード対策を推進し、地震等によ
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る土砂災害の発生、被害を最小限に押さえる必要がある。この際、自然環境の持つ防災・減災機能をは

じめとする多様な機能を活かす「グリーンインフラ」としての効果が発揮されるよう考慮しつつ取組み

を推進する必要がある。また、あわせて、土砂災害警戒区域等の指定による警戒避難体制の強化や住民

への啓発等のソフト対策を組み合わせて実施していく必要がある。 

○ 大規模災害時において、治水上必要なダムの機能が維持されるよう、ダム管理施設の予防保全対策を

推進する必要がある。 

○ 南海トラフ巨大地震や集中豪雨により深層崩壊や地すべりが発生し、天然ダム等が形成された場合、

湛水や天然ダムの決壊による二次災害の発生のおそれがあることから、住民へ迅速に避難情報が出せる

よう体制づくりを行う必要がある。 

（重要業績指標） 

 ・（再掲）地域防災計画に定める避難道路の維持管理 促進（Ｒ２） 

 ・（再掲）地すべり対策の推進（Ｒ２） 

 

７－４）農地・森林等の被害による県土の荒廃 

○ 森林の荒廃により森林の国土保全機能（土砂災害防止・洪水緩和）が損なわれ、巨大地震や地球温暖

化に伴う集中豪雨により山地災害リスクの高まりが懸念されることから、適切な間伐等の森林整備や治

山対策・砂防対策・地すべり防止対策等を推進するとともに、警戒避難体制整備等のソフト対策を組み

合わせて取り組む必要がある。また、地域コミュニティと連携した森林の整備･保全活動を促進する必

要がある。（再掲） 

○ 農林水産業に係る生産基盤等については、災害対応力強化に向けたハード・ソフト対策の適切な推進

を図っていく必要がある。（再掲） 

○ 基幹的な農業水利施設について、耐震診断を実施した結果、耐震改修が必要な施設の計画的な耐震化

を推進する必要がある。（再掲） 

○ 管理不十分な森林が拡大し、森林が有する重要な水資源及び県土の保全機能の低下が懸念されること

から、平成２６年４月に施行した「徳島県豊かな森林を守る条例」､平成３１年４月に施行された「森

林環境譲与税」を財源とした「新たな森林管理制度」に基づき、森林の適正な管理・保全を促すととも

に、公有林化や間伐等の森林整備を推進し、森林の荒廃を防ぐ必要がある。この際、自然環境の持つ防

災・減災機能をはじめとする多様な機能を活かす「グリーンインフラ」としての効果が発揮されるよう

考慮しつつ取組みを推進する必要がある。 

○ 林業・木材産業を活性化させることにより、森林の保全を図る必要があることから、平成２５年４月

には、「徳島県県産材利用促進条例」を施行するとともに、県産材の生産・消費量の倍増を目標とした

「林業プロジェクト」を推進しているところであり、今後も災害に強い健全な森林育成のため、県産材

の利用を促進する必要がある。 

○ 地域コミュニティによる農地･農業水利施設等の地域資源の保全活動の取組みを推進し、防災力を強

化する必要がある。（再掲） 

○ 森林の整備にあたっては、鳥獣害対策を適切に実施した上で、地域に根ざした植生の活用等、自然と

共生した多様な森林づくりが図られるよう対応する必要がある。 
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（重要業績指標） 

 ・中山間地等直接支払制度の活用（Ｒ２） 

 ・有害鳥獣捕獲者に対して補助を実施（Ｒ２） 

 ・（再掲）森林経営計画認定面積  ２，５６８．９８ha（Ｈ３０） 

  ・（再掲）森林境界明確化面積実施率  １７．２２％（Ｈ３０） 

  ・（再掲）間伐等森林整備面積  ５１，１１ha（Ｈ３０） 

  ・（再掲）県産材の生産量  １０，４３４㎥（Ｈ３０） 

 

８ 社会・経済が迅速かつ従前より強靱な姿で復興できる条件を整備する 

８－１）大量に発生する災害廃棄物等の処理の停滞により復興が大幅に遅れる事態 

○ 県内市町村、民間事業者団体、他都道府県等による連携訓練を実施するなど実効性を高めていく必要

がある。 

○ 県及び市町村の災害廃棄物処理計画の実効性の向上に向けた教育・訓練による人材育成を図る必要が

ある。 

○ 効果的な広域連携体制及び広域処理における災害廃棄物等の輸送手段としてダンプ等の交通路確保に

加えて、貨物鉄道や海上輸送等についても検討する必要がある。（再掲） 

○ 既存の処理施設（焼却施設、破砕機等）だけでは、災害廃棄物等の処理に長期間を要することから、

仮設焼却炉の設置等についても検討する必要がある。 

○ 市町村においては、県が平成２５年に公表した南海トラフ巨大地震被害想定に基づき推計した災害廃

棄物等の発生量にあわせ、仮置場の候補地の選定を促進する必要がある。 

（重要業績指標） 

 ・事前復興計画 未策定（Ｒ１） 

 ・公共施設の劣化状況調査（Ｒ１） 

 ・（再掲）四国横断自動車道（徳島ＪＣＴ～阿南間）及び地域高規格道路阿南安芸自動車道（桑野道路

～海部野根道路）の促進（Ｒ２）           

  ・（再掲）災害廃棄物処理計画 策定（Ｈ２９） 

 ・（再掲）地域防災計画に定める避難道路の維持管理 促進（Ｒ２） 

 

８－２）地域コミュニティの崩壊、復興を支える人材等の不足、より良い復興に向けたビジョンの欠如等

により復興できなくなる事態 

○ 農林水産業も含めた地場産業を構成する事業者等のＢＣＰの策定や将来の担い手育成、地域のコミュ

ニティ力を高める取組みを進めるとともに、万一の際、現在よりも良い形で復興させていくことができ

るよう、地域の災害リスクや産業構造の将来像等を踏まえた復興ビジョンを平時から検討しておくこと

により、被災が直ちに他地域への移住へとつながらないようにしていく必要がある。また、復興ビジョ

ンに基づき、復興まちづくり計画をあらかじめ策定し、復興ビジョンに定めた強靱な地域像に向け、平

時から戦略的に整備を進めていく必要がある。 

○ 道路啓開等にあたっては、国等との情報共有を図り、道路啓開計画の実効性向上に向け、訓練等を積

み重ねる必要がある。 
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〇 復興の基盤整備を担う建設業の人材を育成するとともに、次世代を担う若手が、まちづくり・地域づ

くりに関わる仕組み・機会を整え、万一の際、復興計画への合意形成を含む、復興事業を円滑に実行で

きる環境を整えておく必要がある。 

○ 県技術職員ＯＢからなる防災エキスパート、山地防災ヘルパー、砂防ボランティア 等の協力を得て

、国から派遣されるＴＥＣ－ＦＯＲＣＥへの協力や市町村への支援ができる体制づくりを検討する必要

がある。 

○ 警察・消防機能の大幅な低下を回避するため、施設等の整備を進めるとともに、警察や消防の緊急車

両が被災後に使用できない事態を招かないよう対策を検討する必要がある。 

○ 震災からの復旧及び復興を迅速かつ円滑に推進するため、市町村の事前復興の取組み支援する必要が

ある。 

○ 警察災害派遣隊の訓練練度の向上のための訓練施設を整備する必要がある。また、Ｌ１規模の災害発

生に備え、同隊の体制の更なる充実強化や装備資機材の新規整備及び更新並びに給油手段の確保を図る

必要がある。（再掲） 

○ 大規模地震災害など過酷な災害現場での救助活動能力を高めるため、警察、消防等の体制の体制や訓

練環境等の充実強化、夜間対応も含めた装備資機材の更なる整備を図るとともに、関係機関との連携が

十分に機能しないおそれがあることから、それらの耐災害性の向上を図る必要がある。（再掲） 

○ 災害による死者ゼロを目指し、地域の防災リーダーとなる防災士の養成や自主防災組織の結成促進、

住民参加による避難訓練の実施等により、県民の防災意識・知識等の向上が図られているところである

が、地域防災力を支える人材を確保するため、若年層の防災活動への参加促進や児童生徒への防災教育

を推進するとともに、地域防災に関わる様々な主体が相互の役割を補完した協力関係を構築するなど、

地域が抱える課題を克服していく体制づくりが必要である。(再掲) 

○ 消防団員の確保促進や自主防災組織の充実・強化に努めているところであるが、さらに災害対応力強

化のための人材育成、装備資機材等の充実・強化を推進する必要がある。（再掲） 

○ 大規模災害時に防災インフラを速やかに復旧するために、広域的な応援体制、地域建設業等の防災減

災の担い手確保、徳島県緊急災害対策派遣チーム（ＴＥＣ－徳島）の体制・機能の拡充・強化、迅速な

応急・災害復旧のための研修や講習会の開催、市町村への技術支援等を進める必要がある。（再掲） 

○ 自主防災組織について組織率１００％を目指し、かつ、活動の活性化について支援を行うとともに、

消防団の強化や各地域における防災リーダーの育成を図り、さらに訓練を通じて災害に強い地域コミュ

ニティの構築を図る必要がある。 

○ 被災者生活再建支援制度の充実については、支給対象の拡大や被害認定方法の簡素化などを国に要望

し、制度の充実を働きかける必要がある。 

○ 平時は地域住民の交流施設、災害時は要配慮者の福祉避難所としての機能を実装する「地域生活支援

拠点」を整備し、地域の絆を深め、互いに支え合う地域共生社会の実現を図る必要がある。 

○ 万一の際、現在よりも良い形で復興させていくことができるよう、地域の災害リスクや産業構造の将

来像等を踏まえた復興ビジョンを平時から検討しておくことにより、被災が直ちに他地域への移住へと

つながらないようにしていく必要がある。このため、復興に関する体制や手順の検討、災害が発生した

際の復興課題を事前に把握する復興まちづくりイメージトレーニングの実施等を推進し、復興事前準備

についての市町村への啓発を継続するとともに、市町村が復興事前準備に取り組みやすい環境を検討す
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る必要がある。 

（重要業績指標） 

  ・自主防災組織等関係機関との連携強化（Ｒ２） 

 ・防災教育を通じた若年層のリーダーの育成（Ｒ２） 

 ・（再掲）避難所運営マニュアル 策定（Ｒ１） 

 

８－３）広域地盤沈下等による広域・長期にわたる浸水被害の発生により復興が大幅に遅れる事態 

○ 地震等に伴う地盤沈下等による長期にわたる浸水対策としては、排水ポンプ車による浸水排除が効果

的であることから、排水ポンプ車を保有している国土交通省と連携し、情報伝達訓練及び排水ポンプ車

稼働訓練を行い能力の向上に努める必要がある 

○ 地震・津波等による浸水への対策を着実に推進するため、海岸堤防・河川堤防の耐震化や防潮林の整

備を引き続き推進する必要がある。 

（重要業績指標） 

 ・避難体制確立のタイムライン 未策定（Ｒ１） 

 ・（再掲）事前復興計画 未策定（Ｒ１） 

 ・（再掲）公共施設の劣化状況調査（Ｒ１） 

 ・（再掲）事前復興計画 未策定（Ｒ１） 

 

８－４）貴重な文化財や環境的資産の喪失、有形・無形の文化の衰退・損失 

○ 「文化財災害対応マニュアル」により、市町村・所有者等に文化財の耐震化についての意識向上を図

る必要がある。 

○ 文化財の喪失を防ぐためには、平時から県民の文化財保護意識を醸成する必要がある。 

○ 文化財の被害に備え、それを修復する技術の伝承が必要である。 

○ 博物館（博物館相当施設、博物館類似施設を含む）における展示方法・収蔵方法等を点検・改善し、

来館者や展示・収蔵資料の被害を最小限にとどめることが必要である。また、関係機関・団体との連携

を深め、災害発生時にスムーズな文化財レスキュー活動ができるよう態勢を整えるとともに、展示・収

蔵資料のほか、各地の有形無形の文化財等を映像等に記録し、有形文化財の修繕や無形文化財の継承・

復興に役立てるため、アーカイブしておく必要がある。 

○ 地域の活力が低下し、定住人口が少なくなりすぎて、万一の際、復興できなくなることが、生活文化

・民俗文化の喪失につながることを回避していくため、地方創生の取組み等、地域経済に活力を与え、

「自律・分散・協調」型国土形成を促す効果的な方策に取り組んでいく必要がある。 

（重要業績指標） 

 ・（再掲）四国横断自動車道（徳島ＪＣＴ～阿南間）及び地域高規格道路阿南安芸自動車道（桑野道路

～海部野根道路）の促進（Ｒ２）           

  ・（再掲）災害廃棄物処理計画 策定（Ｈ２９） 

 ・（再掲）事前復興計画 未策定（Ｒ１） 

 ・（再掲）公共施設の劣化状況調査（Ｒ１）  
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８－５）基幹インフラの損壊により復旧・復興が大幅に遅れる事態 

○ 東日本大震災で実証されたように、復旧復興は、災害に強い高速道路等を起点として行われており、

また、発災後、確実かつ円滑に救援･救助活動を行うため、高規格道路のミッシングリンクの早期解消

に向け取り組む必要がある。また、高速道路ネットワークの４車線化や追加ＩＣの設置等による機能強

化を図る必要がある。（再掲） 

○ 緊急輸送道路等の交通施設の災害対応力を強化するため、各施設の整備・耐震化や無電柱化を図ると

ともに、重要な交通施設を守るための治水・治山、砂防、地すべり、海岸等の対策を推進する必要があ

る。（再掲） 

○ 県南地域では、南海トラフ巨大地震の津波により、唯一の幹線道路である国道５５号が分断され、地

域の孤立化が危惧されることから、津波回避バイパスとなる国道５５号牟岐バイパス、海部野根道路等

の整備を進める必要がある。（再掲） 

○ 高速道路等のミッシングリンクの早期解消や機能強化、緊急輸送道路等の橋梁の耐震化や無電柱化、

重要な交通施設を守るための治水・治山、砂防、海岸等対策、海上輸送拠点となる港湾施設の整備・耐

震化を着実に推進する必要がある。また、複数の輸送ルートの確保を図るため、緊急輸送路を補完する

農林道の整備を推進する必要がある。（再掲） 

○ 帰宅困難者を発生させないよう、高速道路等のミッシングリンクの早期解消や機能強化、緊急輸送道

路等の橋梁の耐震化や無電柱化、重要な交通施設を守るための治水・治山、砂防、海岸等対策を推進し

、必要な交通を確保する必要がある。また、交通インフラの早期復旧のため、関係機関や関係団体が連

携して対応策を検討するとともに、訓練を実施する必要がある。（再掲） 

○ 災害派遣医療チーム(ＤＭＡＴ)等の支援ルートを確保するため、高速道路等のミッシングリンクの早

期解消や機能強化、緊急輸送道路等の橋梁の耐震化や無電柱化、重要な交通施設を守るための治水・治

山、砂防、地すべり、海岸等対策、港湾施設の耐震・耐波性能強化の着実な推進と支援物資物流を確保

する必要がある。（再掲） 

○ 海上輸送拠点となす港湾施設の整備・耐震化を推進するとともに重要港湾ＢＣＰの実効性を高め、多

発同時被災による港湾施設の能力低下、船舶の被災による海上輸送機能の停止への対応を検討する必要

がある。（再掲） 

○ いち早く被災者支援を行うため、線路と道路の両方を走行でき、交通機能の「リダンダンシーの確保

」や「早期機能復旧」が図られる「ＤＭＶ」の阿佐東線への導入を推進する必要がある。（再掲） 

○ 「山陽新幹線のリダンダンシーの確保」や「多重型国土軸の形成」として、「四国新幹線」の整備を

推進する必要がある。 

○ 各分野の関係機関・団体等における復興のための検討の促進については、高台移転などの「まちづく

り計画」に係る概略検討も含め市町村の事前復興の取組みを支援する必要がある。 

○ こうした中、県では、橋梁やトンネルなどインフラ施設については、個別に長寿命化計画の策定が推

進されているところであるが、将来の人口推計や財政状況等を勘案した「公共施設等の現況及び将来の

見通し」を踏まえた、「徳島県公共施設等総合管理計画」に基づき、「既存ストックの積極的な有効活

用」や「老朽施設の戦略的な長寿命化」など、公共施設等の総合的かつ計画的な管理を実現し、計画を

戦略的に実行していくため、情報の管理・共有をはじめ、全庁的な推進体制の構築を図る必要がある。

（再掲） 
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（重要業績指標） 

 ・（再掲）四国横断自動車道（徳島ＪＣＴ～阿南間）及び地域高規格道路阿南安芸自動車道（桑野道路

～海部野根道路）の促進（Ｒ２） 

 ・（再掲）橋梁長寿命化修繕計画 実施（Ｈ２６） 

・（再掲）中津本名線ほか道路拡幅工事（Ｒ３） 

・（再掲）法面、落石対策事業（Ｒ４） 

 ・（再掲）地域防災計画に定める避難道路の維持管理 促進（Ｒ２）           

  ・（再掲）災害廃棄物処理計画 策定（Ｈ２９） 

 ・（再掲）事前復興計画 未策定（Ｒ１） 

 ・（再掲）公共施設の劣化状況調査（Ｒ１） 

 

８－６）事業用地の確保、仮設住宅・仮店舗・仮事業所等の整備が進まず復興が大幅に遅れる事態 

○ 防災関係機関が、被災状況等を同一のＧＩＳ上で情報共有できる災害時情報共有システムを活用し、

大規模災害発生時における空地の利用について、平時から情報共有を図る必要がある。 

○ 復興に向けた仮設住宅・仮店舗・仮事業所等の整備に重要な役割を担う建設業においては、若年入職

者の減少、技能労働者の高齢化の進展等により、将来的に担い手不足が懸念されるところであり、担い

手確保・育成の観点から若年者や女性雇用の取組みを拡充することにより建設業への入職の促進を図る

とともに、技術者等のためのセミナー等を開催し、就業者の定着を図る必要がある。 

○ 高齢人口が増加し、今後大量の相続が発生する時期を迎える中、所有者不明土地が一層増加すること

が見込まれる。このため、所有者の全部又は一部が不明な土地について、一定の条件の下で収用手続を

合理化する特例制度や、一定期間の利用権を設定し、公共的事業のために活用できることとする新制度

、所有者の探索を合理化する仕組みの普及を図り、復旧復興のための用地確保の円滑化に資するように

する必要がある。さらに、相続による所有権移転等を登記に反映させる仕組みや、管理不全な土地等を

手放すことができる仕組み等、登記制度及び土地所有権等の在り方について国に提言する必要がある｡ 

○ 被災後に早期かつ的確に市街地復興計画を策定できるよう、復興に関する体制や手順の検討、災害が

発生した際の復興課題を事前に把握する復興まちづくりイメージトレーニングの実施等を推進し、復興

事前準備についての地方公共団体への啓発を継続するとともに、地方公共団体が復興事前準備に取り組

みやすい環境を検討する必要がある。 

○ 被災者の住まいの迅速な確保、生活再建のため、住家の被害認定調査や被災宅地危険度判定の迅速化

など、発災時に地方公共団体が対応すべき事項について、平常時及び発災時に説明会等を通じて的確に

周知していく必要がある。また、応急仮設住宅等の円滑かつ迅速な供給方策、住宅の応急的な修理の促

進方策及び復興まちづくりと連携した住まいの多様な供給の選択肢について、生活環境やコミュニティ

の維持、高齢者などの要配慮者世帯の見守り等の観点も踏まえて検討し、方向性を示していく必要があ

る。 

○ 大規模災害時には、様々な災害対応業務において用地の確保が必要となることから、地方公共団体に

対し、平常時から応急段階から復旧復興段階までの各業務における用地の活用見込みを集約し、調整を

行っておくことを促していく必要がある。 

○ 南海トラフ地震をはじめとする大規模災害に見舞われたとしても、速やかな復興が図らるれよう、高
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台移転・集団移転の事前計画策定、災害廃棄物仮置場や仮設住宅用地の確保、復興計画策定に必要とな

る基本的データの整備などハード・ソフト面における事前復興（事前準備）を進めておく必要がある。 

○ 災害後の円滑な復旧・復興を確保するためには、地籍調査により土地境界を明確にしておく必要があ

る。地籍調査は、南海トラフ巨大地震における津波浸水被害関連地域や集中豪雨などによる土砂災害が

想定される山地災害関連地域などの「防災･減災対策関連地域」において重点的に促進しているが、令

和2年度末で40.8％（全国平均51.9％）にとどまっており、さらに促進を図る必要がある。（再掲） 

○ 大規模災害発生後において、迅速に被災者の生活再建を支援するため、県・市町村職員に対し、罹災

証明発行の前提となる住家被害認定調査が円滑に行えるよう、実践的な研修を実施し、専門人材を養成

する必要がある。 

（重要業績指標） 

  ・神山町国土調査事業十箇年計画 策定（Ｈ３０） 

 

８－７）速やかな復興に資する業務継続計画等の欠如による地域経済への甚大な影響 

○ 大規模災害の発生による被災状況を、国や他の都道府県へ情報発信し、応急対策期からの受援体制を

構築するとともに、復旧・復興期に至るまで、切れ目なく広域支援を受け入れる体制づくりが必要であ

る。 

○ 災害救助法や被災者生活再建支援法など、被災者支援の仕組みについて、平時から説明会等を通じて

的確に周知し、県・市町村の対応力向上を図る必要がある。 

○ 大規模自然災害から早期に復興が図られるよう、災害廃棄物の広域輸送に関する体制の構築を図って

おく必要がある。また、被災地からの人口流出を防ぐための速やかな復興には、災害が発生した際の復

興課題を事前に把握する復興まちづくりトレーニングの実施や「事前復興」等をテーマとした動画の制

作・配信による県民意識の醸成など、平時から復興を見据えた検討や復興への考え方を浸透させる必要

がある。 

○ 大規模災害発生時における、金融決済機能の継続性の確保のためには、金融機関におけるＢＣＰの実

効性の確保が必要であり、策定されたＢＣＰの実効性の検証･改善を継続的に実施していく必要がある｡ 

○ 大規模災害からの被害軽減・早期復旧を図るため、ＢＣＰの策定を推進するとともに、訓練などによ

り策定されたＢＣＰの実効性を向上させる必要がある。 

○ 大規模災害による地域経済の破綻を防ぎ、県民生活や県内経済の安全・安心につなげるため、「大規

模災害時における資金の安定供給に関する協定」に基づく、金融機関と連携した取組みを進める必要が

ある。 

○ 地震・津波による産業施設への影響評価の手法の確立を進める必要がある。また、大規模自然災害時

にサプライチェーンが致命的な被害を受けないよう、災害に強い民間物流施設の整備促進、製造業、物

流事業者のＢＣＰの策定、とりわけ、進捗が遅れて いる中小企業について重点的に進めるとともに、

荷主と物流事業者が連携したＢＣＰの策定を促進する必要がある。 

○ 災害時に被災箇所の円滑な調査・復旧を進める上で、小型無人機・ドローンの新たな活用策の研究・

検討や精通した技術者の育成が必要である。 

○ 民間物流施設の活用、関係者による協議会の開催、協定の締結、ＢＣＰの策定等により、自治体、国

、民間事業者等が連携した物資調達・供給体制を構築するとともに、官民の関係者が参画する支援物資
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輸送訓練を実施し、迅速かつ効率的な対応に向けて実効性を高めていく必要がある。（再掲） 

○ 大規模災害時の円滑な企業間支援の実現に向け、徳島県商工３団体青年部が主体となり、災害時にお

いて、企業が支援可能な情報を予め登録するＷｅｂサイト「とくしま災害支援パートナーズ」を立ち上

げ、現在、登録企業の拡大に取り組んでいる。現在の登録企業：１１２企業（再掲） 

○ 災害訓練や救急勉強会等を継続して実施するとともに、災害対策マニュアルやＢＣＰ（事業継続計画

）の整備について、訓練による検証を通じた見直しを適宜行うとともに、災害訓練や救急勉強会等を継

続して実施することにより、災害医療提供体制の一層の充実・強化を図る必要がある。（再掲） 

○ 下水管の破損等による衛生面の悪化を防止するため、下水管渠における耐震化を進めるとともに、下

水処理場における津波対策を推進する必要がある。また、熊本地震（Ｈ２８）を受けて改訂した下水道

ＢＣＰ策定マニュアル等を踏まえ、各市町の下水道ＢＣＰをブラッシュアップさせる必要がある。（再

掲） 

○ ＢＣＰや災害対応マニュアルを策定し、関係機関と連携した訓練等により、大規模災害時においても

、テレビ・ラジオ放送が中断することがないよう対策を講じておく必要がある。（再掲） 

○ 企業ＢＣＰの策定は、災害発生時における企業の「被害軽減」と「早期の事業再開」の観点から、重

要性が高いものであり、平成２６年３月に、新たに全業種を対象とした「企業ＢＣＰ認定制度」を創設

するとともに、徳島大学や経済団体との連携による図上訓練等の実践的な研修や専門家派遣による指導

など、企業のＢＣＰ策定に向けた支援を行っている。今後とも、県内企業に対するＢＣＰ策定やサプラ

イチェーンの寸断による生産力の低下を招かないよう、製造業と物流事業者間など、サプライチェーン

を構成する企業間のＢＣＰについても促進する必要がある。（再掲） 

○ 県内の金融機関では、建物等の耐災害性の向上やシステムのバックアップ、災害時の情報通信機能・

電源等の確保やＢＣＰの実効性向上等が進められているが、各金融機関によって進捗状況が異なるため

、引き続き取組みを促進していく必要がある。また、ＢＣＰの実効性を向上させるための対策を継続的

に実施する必要がある。（再掲） 

○ 巨大地震による津波災害からの、速やかな被災農地の復旧と営農再開に向け、策定した農業版ＢＣＰ

の実効性を高める必要がある。（再掲） 

○ 県内１５の農業協同組合のうち、１２組合において、ＢＣＰ策定済（Ｈ３１年３月時点）であり、残

り３組合の円滑な策定を促進する必要がある。土地改良区ＢＣＰについては、基幹的水利施設を管理し

ている２４土地改良区のうち、１１土地改良区で策定済（Ｈ３１年３月時点）であり、今後、更なる策

定に向け、普及啓発を行う必要がある。また、県内３３の沿海漁業協同組合については、２０組合にお

いて、ＢＣＰ 策定済（Ｈ３１年３月時点）であり、残り１３組合について、策定を促進する必要があ

る。（再掲） 

○ 県営工業用水道の管路については、優先度評価に基づき引き続き耐震化・老朽化対策に取り組む必要

がある。また、大規模災害時に速やかに復旧するため、「企業局ＢＣＰ」の充実・強化を図るとともに

、緊急給水設備の整備、関係団体と訓練を通じての緊密な応援体制の強化に取り組む必要がある。（再

掲） 

○ 震災からの復旧及び復興を迅速かつ円滑に推進するため、市町村の事前復興の取組み支援する必要が

ある。（再掲） 

○ 農林水産業も含めた地場産業を構成する事業者等のBCP の策定や将来の担い手育成、地域のコミュ
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ニティ力を高める取組みを進めるとともに、万一の際、現在よりも良い形で復興させていくことができ

るよう、地域の災害リスクや産業構造の将来像等を踏まえた復興ビジョンを平時から検討しておくこと

により、被災が直ちに他地域への移住へとつながらないようにしていく必要がある。また、復興ビジョ

ンに基づき、復興まちづくり計画をあらかじめ策定し、復興ビジョンに定めた強靱な地域像に向け、平

時から戦略的に整備を進めていく必要がある。（再掲） 

○ 道路啓開等にあたっては、国等との情報共有を図り、道路啓開計画の実効性向上に向け、訓練等を積

み重ねる必要がある。（再掲） 

○ 各分野の関係機関・団体等における復興のための検討の促進については、高台移転などの「まちづく

り計画」に係る概略検討も含め市町村の事前復興の取組みを支援する必要がある。（再掲） 

○ 万一の際、現在よりも良い形で復興させていくことができるよう、地域の災害リスクや産業構造の将

来像等を踏まえた復興ビジョンを平時から検討しておくことにより、被災が直ちに他地域への移住へと

つながらないようにしていく必要がある。このため、復興に関する体制や手順の検討、災害が発生した

際の復興課題を事前に把握する復興まちづくりイメージトレーニングの実施等を推進し、復興事前準備

についての市町村への啓発を継続するとともに、市町村が復興事前準備に取り組みやすい環境を検討す

る必要がある。（再掲） 

○ 被災後に早期かつ的確に市街地復興計画を策定できるよう、復興に関する体制や手順の検討、災害が

発生した際の復興課題を事前に把握する復興まちづくりイメージトレーニングの実施等を推進し、復興

事前準備についての地方公共団体への啓発を継続するとともに、地方公共団体が復興事前準備に取り組

みやすい環境を検討する必要がある。（再掲） 

（重要業績指標） 

  ・事業者ＢＣＰ策定推進（Ｒ２） 

  ・（再掲）事前復興計画 未策定（Ｒ１） 

 

横断的分野の脆弱性評価結果 

リスクコミュニケーション分野 

○ 県民、自主防災組織、学校等、事業者、ボランティア、県、市町村その他の関係者が、震災や大規模

災害における男女共同参画等の様々な視点及び要配慮者をはじめとするあらゆる者の人権に配慮しなが

ら、それぞれの役割を果たすとともに、防災訓練を実施する等相互に緊密に連携し、及び協働すること

により、大規模災害対策を着実に実施する必要がある。 

○ 発達段階に応じた防災教育をはじめ、県民の誰もがいつでも防災について学ぶことができる機会を提

供するなど、地域の「防災リーダー」となる防災を担う人材を育成する必要がある。 

○ リスクコミュニケーションが成立する前提となる関係者間の信頼関係は、対話を重ねることで、構築

されていくものであることから、リスクコミュニケーションの実践を企画・運営する、又は場の進行や

まとめを行う機能を担う人材（媒介機能を担う人材）を育成する必要がある。 

○ 児童生徒の災害に適切に対応する能力、主体的に判断し、行動する能力を高めるため、各学校が家庭

・地域・関係機関と連携した防災訓練や防災教育等を推進する必要がある。 

○ 災害から児童生徒の安全確保を図るため、防災教育に係る指導力を高め、地域と連携した防災訓練等

を実施する「防災士の資格を持つ教員」の養成が必要である。 
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（重要業績指標） 

 ・（再掲）要支援者名簿 作成（Ｈ２９） 

 ・（再掲）要支援者に対する個別計画 未策定（Ｒ１） 

 ・（再掲）徳島県総合防災訓練 参加（Ｒ１） 

 

人材育成分野 

○ 災害発生時の公助による人命救助等の対応能力の向上を図るため、総合防災訓練等の各種の実践的な

訓練等を通じて、防災機関における人材の育成を推進する必要がある。特に、災害現場での応急対応に

ついては、広域支援や夜間対応などの様々な事態も想定した体制整備・人材の育成を図ることに加えて

、消防団等の充実強化を推進する必要がある。また、ＤＭＡＴ等の計画的養成をはじめ、災害医療に携

わる人材養成及び体制整備に取り組む必要がある。 

○ 被災者の生活の迅速な復旧を図るため、避難所運営、罹災証明書交付などの多様な災害対応業務を円

滑に処理できる職員の育成が必要である。 

○ 道路啓開・航路啓開、除雪作業、迅速な復旧復興、平時におけるインフラメンテナンス等を担う地域

に精通した建設業の技能労働者等民間の人材の確保・育成を図る必要がある。 

○ 大規模災害発生時においても罹災証明発行の前提となる、住家被害認定調査を円滑に実施するため、

県・市町村の職員に対し実践的な研修を実施し、専門人材を養成する必要がある。 

○ 災害による死者ゼロを目指し、地域の防災リーダーとなる防災士の養成や自主防災組織の結成促進、

住民参加による避難訓練の実施等により、県民の防災意識・知識等の向上が図られているところである

が、地域防災力を支える人材を確保するため、若年層の防災活動への参加促進や児童生徒への防災教育

を推進するとともに、地域防災に関わる様々な主体が相互の役割を補完した協力関係を構築するなど、

地域が抱える課題を克服していく体制づくりが必要である。(再掲) 

○ 津波からの即避難率１００％を目指し県民の意識啓発を促進するとともに、防災士や災害ボランティ

アコーディネーターなどの人材の育成、自主防災組織の充実強化等を図るなど総合的なソフト対策を促

進する必要がある。（再掲） 

○ 消防団員の確保促進や自主防災組織の充実・強化に努めているところであるが、さらに災害対応力強

化のための人材育成、装備資機材等の充実・強化を推進する必要がある。（再掲） 

○ 災害発生時の被災自治体においては、災害のフェーズに応じた災害対応、そのための推進体制の整備

や進捗把握などの管理、応援職員の緊急確保などの「災害マネジメント」が求められる。このため、県

及び市町村職員に対する実践的な研修や訓練を通じて、マネジメント人材の育成を行う必要がある。（

再掲） 

○ 県及び市町村の災害廃棄物処理計画の実効性の向上に向けた教育・訓練による人材育成を図る必要が

ある。（再掲） 

○ 農林水産業も含めた地場産業を構成する事業者等のＢＣＰの策定や将来の担い手育成、地域のコミュ

ニティ力を高める取組みを進めるとともに、万一の際、現在よりも良い形で復興させていくことができ

るよう、地域の災害リスクや産業構造の将来像等を踏まえた復興ビジョンを平時から検討しておくこと

により、被災が直ちに他地域への移住へとつながらないようにしていく必要がある。また、復興ビジョ

ンに基づき、復興まちづくり計画をあらかじめ策定し、復興ビジョンに定めた強靱な地域像に向け、平
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時から戦略的に整備を進めていく必要がある。（再掲） 

〇 復興の基盤整備を担う建設業の人材を育成するとともに、次世代を担う若手が、まちづくり・地域づ

くりに関わる仕組み・機会を整え、万一の際、復興計画への合意形成を含む、復興事業を円滑に実行で

きる環境を整えておく必要がある。（再掲） 

○ 県技術職員ＯＢからなる防災エキスパート、山地防災ヘルパー、砂防ボランティア等の協力を得て、

国から派遣されるＴＥＣ－ＦＯＲＣＥへの協力や市町村への支援ができる体制づくりを検討する必要が

ある。（再掲） 

○ 自主防災組織について組織率１００％を目指し、かつ、活動の活性化について支援を行うとともに、

消防団の強化や各地域における防災リーダーの育成を図り、さらに訓練を通じて災害に強い地域コミュ

ニティの構築を図る必要がある。（再掲） 

○ 復興に向けた仮設住宅・仮店舗・仮事業所等の整備に重要な役割を担う建設業においては、若年入職

者の減少、技能労働者の高齢化の進展等により、将来的に担い手不足が懸念されるところであり、担い

手確保・育成の観点から若年者や女性雇用の取組みを拡充することにより建設業への入職の促進を図る

とともに、技術者等のためのセミナー等を開催し、就業者の定着を図る必要がある。（再掲） 

○ 災害時に被災箇所の円滑な調査・復旧を進める上で、小型無人機・ドローンの新たな活用策の研究・

検討や精通した技術者の育成が必要である。（再掲） 

○ 大規模災害が発生しても、外部からの支援者を受け入れながら生活の質に配慮した避難所運営を実施

するため、国際的な統一基準である「スフィアスタンダード」の理念を避難所運営従事者に浸透させる

必要がある。（再掲） 

（重要業績指標） 

  ・（再掲）防災士認定者数 ０人（Ｒ１）  

  ・（再掲）スフィア・プロジェクトの浸透（Ｒ２） 

 ・（再掲）ＤＭＡＴ（災害派遣医療チーム）の養成への協力（Ｒ２） 

 ・（再掲）「全国女性消防団員活性化徳島大会」 開催・参加（Ｒ４） 

 ・（再掲）女性消防隊の発足（Ｈ３０） 

 

官民連携分野 

○ 道路・航路啓開や緊急復旧工事、避難所の運営や生活支援、緊急支援物資の調達や輸送といった災害

対応に、民間企業や地域の専門家等の有するスキル・ノウハウを活用するための官民連携体制を確保す

る必要がある。これを実効あるものとするために、民間企業や業界団体との協定の締結や実践的な共同

訓練の実施等の推進が必要である。また、自主防災組織の充実強化を進める必要がある。 

○ 被害情報をはじめとする災害対応の迅速な収集・提供・共有に向け、新技術の導入、ビッグデータの

収集・整備に向けた研究開発及び活用を図るため、災害時情報共有システムの機能強化を行う必要があ

る。 

○ 災害時の被災地支援活動が効果的に行われるよう、地方公共団体、ボランティア、ＮＰＯ、これらの

活動をコーディネートする中間支援組織など様々な主体の「連携・協働」が必要となる。同時に、被災地

の地域特性に応じた支援とするには、被災自治体と社会福祉協議会、自治会、地域 NPO が連携した受入

体制の整備をする必要がある。更に、被災自治体が設置する災害対策本部において、官民連携を確実な
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ものとできる体制を検討する。 

○ 大規模広域災害が発生した場合、単独組織だけでは対応が困難になることから、ＢＣＰの充実に重要

な役割を担う団体等が参画する「徳島県地域継続推進協議会」において、地域継続に係る諸課題につい

て検討を行う必要がある。 

○ 本県は自然エネルギーの宝庫であり、民間事業者が設置する自然エネルギー発電施設を誘致して地域

振興や産業の創出につなげていく必要がある。 

○ 大規模災害時における資金安定供給を図るためには、官民連携による「大規模災害時資金安定供給協

議会」を中心に、災害時の相談にWeb 上で２４時間対応する「AI 資金コンシェルジュ」を実装し、関係

機関が連携した資金供給体制を構築する必要がある。（再掲） 

○ 県民、自主防災組織、学校等、事業者、ボランティア、県、市町村その他の関係者が、震災や大規模災

害における男女共同参画等の様々な視点及び要配慮者をはじめとするあらゆる者の人権に配慮しなが

ら、それぞれの役割を果たすとともに、防災訓練を実施する等相互に緊密に連携し、及び協働すること

により、大規模災害対策を着実に実施する必要がある。（再掲） 

○ 物流の専門家と連携した図上訓練や実動訓練を実施し、大規模災害時における物資輸送体制の実効性

を向上させる必要がある。（再掲） 

○ 官民の自動車プローブ情報を活用し、渋滞状況を正確に把握するとともに、停電による信号機の停止

が原因で発生する交通渋滞を回避する必要がある。（再掲） 

○ 通信販売事業者との協定による避難所への物資供給体制を確立し、避難者のきめ細かなニーズに対応

する必要がある。（再掲） 

○ 警察が収集する交通情報を補完する官民の自動車プローブ情報の活用により、渋滞状況を正確に把握

し交通渋滞を回避するため、交通管制システムの高度化を図る必要がある。（再掲） 

○ 企業においては、「情報システム」、「通信手段」の多様化による情報共有、データ・重要文書の保全

等を図る必要がある。（再掲） 

○ 県営工業用水道の管路については，優先度評価に基づき引き続き耐震化・老朽化対策に取り組む必要

がある。また，大規模災害時に速やかに復旧するため、「企業局ＢＣＰ」の充実・強化を図るとともに、

緊急給水設備の整備，関係団体と訓練を通じての緊密な応援体制の強化に取り組む必要がある。（再掲） 

○災害時に被災箇所の円滑な調査・復旧を進める上で、小型無人機・ドローンの新たな活用策の研究・検

討や精通した技術者の育成が必要である。（再掲） 

○ 「南海フェリー」「オーシャン東九フェリー」「徳島県トラック協会」など、主な公共交通機関等との

支援協定を締結してきているところであるが、今後においても状況に応じて各種団体との支援協定の締

結を推進し、連携体制を確保する必要がある。（再掲） 

○ 発災後、速やかに公共交通機関等の状況把握及びその復旧を行うため、なお一層、関係機関との情報

収集・共有体制を整える必要がある。（再掲） 

○ 空港機能について、発災後、早期復旧できるよう関係機関が情報共有をできる体制づくりを図る必要

がある。（再掲） 

○ 警察が収集する交通情報を補完する官民の自動車プローブ情報を活用し、渋滞状況を正確に把握す 

るとともに、停電による信号機の停止が原因で発生する交通渋滞を回避するため、関係機関との合同訓

練の実施、信号機電源付加装置の整備を推進する必要がある。（再掲） 
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○ 県内市町村、民間事業者団体、他都道府県等による連携訓練を実施するなど実効性を高めていく必要

がある。（再掲） 

（重要業績指標） 

 ・（再掲）総合防災訓練、図上訓練 参加（Ｒ１） 

 

長寿命化対策分野 

○ 県民の日々の「生活」や「社会経済活動」は、道路、河川、港湾といった「公共インフラ施設」や、

学校、文化・スポーツ施設、行政庁舎などの「ハコモノ施設」で支えられており、県民がそれぞれの「

夢と希望」の実現に向け、心豊かな暮らしを送るためには、「これら公共施設の安全・安心の確保」が

不可欠であるが、県はもとより、我が国全体において、高度成長期以降に集中的に建設された公共施設

の老朽化が大きな課題となっている。 

○ こうした中、県では、橋梁やトンネルなどインフラ施設については、個別に長寿命化計画の策定が推

進されているところであるが、将来の人口推計や財政状況等を勘案した「公共施設等の現況及び将来の

見通し」を踏まえた、「徳島県公共施設等総合管理計画」に基づき、「既存ストックの積極的な有効活

用」や「老朽施設の戦略的な長 寿命化」など、公共施設等の総合的かつ計画的な管理を実現し、計画

を戦略的に実行していくため、情報の管理・共有をはじめ、全庁的な推進体制の構築を図る必要がある

。（再掲） 

○ 本県においては、これまで「既存ストック有効活用先進県」として、「既存施設の思い切った用途転

換」をはじめ、「民間資金やノウハウの積極的活用」、「多面的効果的な施設整備」など、「創意工夫

を凝らした長寿命化への実践」を積み重ねてきており、老朽化対策を進めるに当たっては、単に修繕や

改修などによって「機能維持」を図るだけではなく、いかに県民の新たなニーズに応える「付加価値」

を高めることができるかを強く求めていくことが重要である。 

○ 交通施設については、立体交差する施設や電柱、沿道沿線を含め、利用者に倒壊による危害を与えな

いよう、耐震化や除却等を促進する必要がある。また、高齢化・人口減少に伴う技術者減に備え、イン

フラの点検・診断・補修補強等の現場を支援するため、各道路管理者が連携し、現場研修や新技術の導

入等を進め、点検整備の実効性を高める必要がある。（再掲） 

（重要業績指標） 

 ・（再掲）事前復興計画 未策定（Ｒ１） 

 ・（再掲）公共施設の劣化状況調査（Ｒ１） 

 

研究開発分野 

○ 徳島県科学技術憲章の理念の則り、人工知能（AI）技術、ビッグデータ、IoT、ICT技術等の活用によ

る迅速な災害情報の収集・共有・分析等Society 5.0 実現とともに、SDGｓ達成に向けた取組み、基礎

技術から応用技術に至る幅広い分野の技術開発が求められることを踏まえつつ、技術の社会実装に向け

た研究開発を進める必要がある。 

○ 各防災機関等の自律的災害対応や速やかな被災者支援を実現するため、ビッグデータ、IoT、ICT技術

等を活用し、様々な災害情報を地図上で可視化する高度利用に向けた取組みを実施する必要がある。 

○ 国土保全に寄与するとともに、防災にも役立つ県産木材の活用方法の研究をさらに進める必要がある 
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○ 大規模災害時における資金安定供給を図るためには、官民連携による「大規模災害時資金安定供給協

議会」を中心に、災害時の相談にWeb上で２４時間対応する「AI資金コンシェルジュ」を実装し、関係

機関が連携した資金供給体制を構築する必要がある。（再掲） 

○ 準天頂衛星システム等を活用した防災機能の強化等を進める必要がある。（再掲） 

 

過疎対策分野 

○ 南海トラフの巨大地震等に備えた庁舎の耐震化や移転などには多額の財政需要が生じ、財政基盤の脆

弱な過疎市町村においては、集中的な事業実施が財政に過大な影響を与えることが懸念されており、安

定した財源の確保を図る必要がある。 

○ 本県は自然エネルギーの宝庫であり、民間事業者が設置する自然エネルギー発電施設を誘致して地域

振興や産業の創出につなげていく必要がある。（再掲） 

○ 中山間地の小規模な市町村をはじめとする過疎地域では、人口の減少と高齢化が進んで「限界集落」

が増加しており、「限界集落」の再生を図っていくには、継続的な地域経済の循環を実現するとともに

、多様な主体によるハード・ソフト両面からの幅広い対策が実施できる支援制度の継続と予算の充実を

図ることが必要である。 

○ 過疎地域には、大規模災害発生時には、孤立する可能性のある集落が多数存在していることから、災

害に強い通信手段を確保するためには、衛星携帯電話だけでなく、デジタル簡易無線とアマチュア無線

など、特に山間部においては地域の状況に応じた通信網の整備を行う必要がある。 

○ 地域情報サービスを安定かつ継続して提供するためには、大規模な基盤の改良、改修、更新が必要で

あり、財源の確保が大きな課題となっている。 

○ 医師の地域偏在、診療科偏在が問題となる中、医師の過疎地域における勤務に対する優遇措置等が不

十分であるため、過疎地域の医師不足が深刻化しており、過疎地域における医療の維持・充実を図るた

め、予算面や制度面での一層の配慮が必要である。 

（重要業績指標） 

 ・孤立可能性集落カルテ 未策定（Ｒ１） 

 ・神山町地方創生推進計画 策定（Ｈ３０） 

 ・（再掲）地域熱供給事業 推進（Ｒ２） 
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♠͏ ⁯ ế ᴟχ τΣΪϥˮ͗ͥ͘˯ 

 地域計画とは、どのような大規模自然災害が発生しても、機能不全に陥らず、いつまでも元

気であり続ける「強靱な地域」をつくり上げ、県民生活や地域社会、産業などを守るために策定

する計画である。 

 一方、ＢＣＰとは、企業が自然災害、事故などの予期せぬ緊急事態に遭遇した場合に、重要業

務に対する被害を最小限にとどめ、最低限の事業活動を継続しながら、早期復旧を行うために

事前に策定する行動計画である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 「強靱な地域」をつくるためには、家庭や企業、行政それぞれが大規模自然災害に備え、ＢＣ

Ｐを策定することが非常に有効であり重要である。 

  このため、地域計画の様々なプログラムの推進方針の中に、ＢＣＰの策定やそれを支援する

ための施策を盛り込んでいる。 

  

BCP
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♠͐ Ộ ◙ ԁ  

１－１）住宅・建物・交通施設等の複合的・大規模倒壊や不特定多数が集まる施設の倒壊による多数の死傷者の発生 

１－２）密集市街地や不特定多数が集まる施設における大規模火災による多数の死傷者の発生 

重要業績指標 現況 目標 Ｐ 

・住宅・建築物安全ストック形成事業 

 ①住宅・建築物の耐震化（耐震診断事業、補強計画事業、耐震改修検査、 

             耐震シェルター検査、住替検査、耐震改修事業） 

 ②民間住宅の耐震改修等事業（住まいのｽﾏｰﾄ化支援事業、耐震ｼｪﾙﾀｰ普及支援 

               事業、住替支援事業） 

 ③ﾌﾞﾛｯｸ塀等の安全対策事業（ﾌﾞﾛｯｸ塀等の安全対策事業） 

実施（Ｒ４～） － 20 

・神山中学校体育館非構造部材耐震化工事 竣工（Ｒ２） － 20 

・町立小学校校舎非構造部材耐震化工事 ０校（Ｒ４） ２校（Ｒ７） 20 

・公共施設の耐震化率 ４４．９％（Ｒ１） １００％（Ｒ６） 20 

・防災士認定者数 ０人（Ｒ１） ３人（Ｒ６） 21 

・防災士資格取得の推進 －（Ｒ３） 役場全正規職員（Ｒ５） 21 

・地区防災計画策定 ０地区（Ｒ１） ３地区（Ｒ６） 21 

・喜来ヘリポート消火栓設置工事 竣工（Ｒ２） － 21 

・防災ヘリポート候補地 －（Ｒ１） 必要に応じて実施 21 

・空き家再生等推進事業（除却タイプ） 実施（Ｒ４～） － 21 

・空き家対策計画の策定 －（Ｒ１） 検討（Ｒ２） 21 

・消防団員数 ３４４人（Ｒ１） ３５０人（Ｒ６） 21 

・消防団設備補補助金事業 －（Ｒ３） 必要に応じて実施 22 

・第６次地震防災緊急事業五箇年計画 策定（Ｒ３） 実施（Ｒ７） 22 

・備蓄計画の策定 －（Ｒ１） 検討（Ｒ２） 22 

 

１－３）突発的又は広域かつ長期的な市街地等の浸水による多数の死傷者の発生 

重要業績指標 現況 目標 Ｐ 

・タイムラインの策定 －（Ｒ１） 検討（Ｒ２） 22 

 

１－４）大規模な土砂災害（深層崩壊）や大雪等による多数の死傷者の発生 

重要業績指標 現況 目標 Ｐ 

・森林経営計画認定面積 2,568.98ha（Ｈ３０） 2,600.00ha（Ｒ４） 23 

・森林境界明確化面積実施率 １７．２２％（Ｈ３０） ２１％（Ｒ４） 23 

・間伐等森林整備面積 ５１．１１ha（Ｈ３０） ７０ha（Ｒ４） 23 

・町産材の生産量 １０，４３４㎥（Ｈ３０） １２，０００㎥（Ｒ４） 23 

・土砂災害ハザードマップ 更新、全戸配布（Ｒ１） 
必要に応じて見直し、

更新 
24 
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・衛星携帯電話の配備 ７機（Ｒ１） － 24 

・町内防災倉庫 ３棟（Ｒ１） １０棟（Ｒ６） 24 

・防災備蓄品の充実 －（Ｒ１） 必要に応じて実施 24 

・町民体育館避難所機能強化 －（Ｒ３） 必要に応じて実施 24 

・地域防災計画 改訂（Ｒ３） 
必要に応じて見直し、

更新 
25 

・要支援者名簿 作成（Ｈ２９） 
必要に応じて見直し、

更新 
25 

・要支援者の個別計画策定 －（Ｒ１） 検討（Ｒ２） 25 

・老朽危険空き家・空き建物除去事業（再掲） ６（累計） 要望に応じて実施 25 

・橋梁長寿命化修繕計画に基づく橋梁修繕 実施（Ｈ２６～） ２６７橋 25 

・町道谷線改良 －（Ｒ１） 完了（Ｒ２） 25 

・道路拡幅事業（中津本名線ほか） 実施（Ｒ３） 実施（Ｒ７） 25 

・法面・落石対策事業（野間殿川内線ほか） 実施（Ｒ４） 実施（Ｒ８） 25 

・林道開設 奥屋敷線 実施（Ｈ３０） 実施（Ｒ９） 25 

・林道改良 殿宮線 実施（Ｒ３） 実施（Ｒ５） 25 

・指定緊急避難場所確保 －（Ｒ１） 推進（Ｒ２） 26 

・応急仮設住宅候補地 町内５地区（Ｒ１） 町内６地区（Ｒ６） 26 

・地域防災計画に定める避難道路の維持管理 －（Ｒ１） 促進（Ｒ２） 26 

・防災ヘリポート候補地（再掲） －（Ｒ１） 検討（Ｒ２） 26 

・ため池ハザードマップ 作成・配布（Ｒ１） 
必要に応じて見直し、

更新 
26 

・ため池に関するデータベース －（Ｒ１） 整備・周知（Ｒ２） 26 

 

２－１）被災地での食料・飲料水・電力・燃料等、生命に関わる物資・エネルギー供給の停止 

２－２）多数かつ長期にわたる孤立地域の同時発生 

重要業績指標 現況 目標 Ｐ 

・地域防災計画に定める備蓄目標の達成 －（Ｒ３） 必要に応じて実施 28 

・町内防災倉庫（再掲） ３棟（Ｒ１） １０棟（Ｒ６） 28 

・防災備蓄品の充実（再掲） －（Ｒ１） 必要に応じて実施 28 

・町民体育館避難所機能強化（再掲） －（Ｒ３） 必要に応じて実施 28 

・防災倉庫の収納機能の強化 実施（Ｒ２） 必要に応じて実施 28 

・地域防災計画に定める避難道路の維持管理（再掲） －（Ｒ１） 促進（Ｒ２） 29 

・橋梁長寿命化修繕計画に基づく橋梁修繕（再掲） 実施（Ｈ２６～） ２６７橋 29 

・町道谷線改良（再掲） －（Ｒ１） 完了（Ｒ２） 29 

・道路拡幅事業（中津本名線ほか）（再掲） 実施（Ｒ３） 実施（Ｒ７） 29 

・法面・落石対策事業（野間殿川内線ほか）（再掲） 実施（Ｒ４） 実施（Ｒ８） 29 

・林道開設 奥屋敷線（再掲） 実施（Ｈ３０） 実施（Ｒ９） 29 
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・林道改良 殿宮線 実施（Ｒ３） 実施（Ｒ５） 29 

・孤立可能性集落カルテの作成  作成（Ｒ２） 支援体制構築（Ｒ４） 30 

・喜来ヘリポート消火栓設置工事（再掲） 竣工（Ｒ２） － 30 

・防災ヘリポート候補地（再掲） －（Ｒ１） 必要に応じて実施 30 

・衛星携帯電話の配備（再掲） ７機（Ｒ１） － 30 

・自然エネルギーによる電力自給率（県） ２７．９％（Ｈ３０） ３０.５％（Ｒ４） 30 

・木質バイオマスエネルギーの活用 －（Ｒ１） 促進（Ｒ２～） 30 

・地域熱供給事業 －（Ｒ１） 推進（Ｒ２～） 30 

 

２－３）自衛隊、警察、消防、海保等の被災等による救助・救急活動等の絶対的不足 

重要業績指標 現況 目標 Ｐ 

・安全装備品等（活動服、耐切創保護服等）の整備 購入（Ｒ４） － 31 

・消防団活動用資機材の充実 実施（Ｒ３） 必要に応じて実施 31 

・「全国女性消防団員活性化徳島大会」 開催・参加（Ｒ４） － 31 

・第６次地震防災緊急事業五箇年計画（再掲） 策定（Ｒ３） 実施（Ｒ７） 32 

・地域防災計画（再掲） 改訂（Ｒ３） 
必要に応じて見直し、

更新 
32 

 

２－５）医療施設及び関係者の絶対的不足・被災、支援ルートの途絶、エネルギー供給の途絶による医療機能の麻痺 

２－６）被災地における感染症等の大規模発生 

２－７）劣悪な避難生活環境・トイレ環境、不十分な健康管理による多数の被災者の健康状態の悪化・災害関連死の発生 

重要業績指標 現況 目標 Ｐ 

・自然エネルギーによる電力自給率（県）（再掲） ２７．９％（Ｈ３０） ３０.５％（Ｒ４） 34 

・木質バイオマスエネルギーの活用（再掲） －（Ｒ１） 促進（Ｒ２） 34 

・地域熱供給事業（再掲） －（Ｒ１） 推進（Ｒ２） 34 

・ガソリン販売業者との協定数 ０（Ｒ１） ３（Ｒ６） 35 

・コロナウイルス感染症対策用備蓄品の配備 実施（Ｒ３） 必要に応じて実施 35 

・浄化槽普及率 ４３．４％（Ｈ３０） ７４．３％（Ｒ６） 36 

・防災備蓄品の充実（再掲） －（Ｒ１） 必要に応じて実施 36 

・避難所運営マニュアル 策定（Ｒ１） 
必要に応じて見直し、

改訂 
37 

・災害廃棄物処理計画 策定（Ｈ２９） 
必要に応じて見直し、

改訂 
37 

 

３－１）警察機能の大幅な低下による治安の悪化、社会の混乱 

３－２）行政機関の職員・施設等の被災による機能の大幅な低下や災害対応への習熟度不足による初動対応の遅れ 

重要業績指標 現況 目標 Ｐ 

・避難所運営マニュアル（再掲） 策定（Ｒ１） 必要に応じて見直し、 40 
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改訂 

 

４－１）防災・災害対応に必要な通信インフラの麻痺・機能停止 

４－２）テレビ・ラジオ放送の中断等により災害情報が必要な者に伝達できない事態 

４－３）災害時に活用する情報サービスが機能停止し、臨時情報や津波警報等の収集・伝達ができず、避難行動や救助・支援が遅れる事態 

重要業績指標 現況 目標 Ｐ 

・衛星携帯電話の配備（再掲） ７機（Ｒ１） － 43 

・要支援者名簿（再掲） 作成（Ｈ２９） 
必要に応じて見直し、

更新 
44 

・要支援者の個別計画策定（再掲） －（Ｒ１） 検討（Ｒ２） 44 

・地域防災計画（再掲） 改訂（Ｒ３） 
必要に応じて見直し、

更新 
45 

 

５－１）サプライチェーンの寸断等による企業の生産力低下による国際競争力の低下 

５－２）コンビナート・重要な産業施設の損壊、火災、爆発等 

５－３）金融サービス等の機能停止により住民生活や商取引に甚大な影響が発生する事態 

重要業績指標 現況 目標 Ｐ 

・町内ＢＣＰ認定企業数 把握（Ｒ４） 全事業所策定（Ｒ７） 47 

 

５－４）食料等の安定供給の停滞 

５－５）農・工業用水の供給途絶に伴う、生産活動への甚大な影響 

重要業績指標 現況 目標 Ｐ 

・橋梁長寿命化修繕計画に基づく橋梁修繕（再掲） 実施（Ｈ２６～） ２６７橋 48 

・町道谷線改良（再掲） －（Ｒ１） 完了（Ｒ２） 48 

・道路拡幅事業（中津本名線ほか）（再掲） 実施（Ｒ３） 実施（Ｒ７） 48 

・法面・落石対策事業（野間殿川内線ほか）（再掲） 実施（Ｒ４） 実施（Ｒ８） 48 

・地域防災計画に定める備蓄目標の達成（再掲） －（Ｒ３） 必要に応じて実施 49 

・町内防災倉庫（再掲） ３棟（Ｒ１） １０棟（Ｒ６） 49 

・防災備蓄品の充実（再掲） －（Ｒ１） 必要に応じて実施 49 

・町民体育館避難所機能強化（再掲） －（Ｒ３） 必要に応じて実施 49 

・防災倉庫の収納機能の強化（再掲） 実施（Ｒ２） 必要に応じて実施 49 

 

６－１）電力供給ネットワーク（発変電所、送配電設備）や都市ガス供給、石油・LPガスサプライチェーン等の長期にわたる機能の停止 

６－２）上水道等の長期間にわたる機能停止 

６－３）汚水処理施設等の長期間にわたる機能停止 

重要業績指標 現況 目標 Ｐ 

・自然エネルギーによる電力自給率（県）（再掲） ２７．９％（Ｈ３０） ３０.５％（Ｒ４） 51 
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・木質バイオマスエネルギーの活用（再掲） －（Ｒ１） 促進（Ｒ２～） 51 

・地域熱供給事業（再掲） －（Ｒ１） 推進（Ｒ２～） 51 

・浄化槽普及率（再掲） ４３．４％（Ｈ３０） ７４．３％（Ｒ６） 52 

 

６－４）陸・海・空の交通インフラの長期間にわたる機能停止 

６－５）防災インフラの長期間にわたる機能不全 

重要業績指標 現況 目標 Ｐ 

・橋梁長寿命化修繕計画に基づく橋梁修繕（再掲） 実施（Ｈ２６～） ２６７橋 53 

・町道谷線改良（再掲） －（Ｒ１） 完了（Ｒ２） 53 

・道路拡幅事業（中津本名線ほか）（再掲） 実施（Ｒ３） 実施（Ｒ７） 53 

・法面・落石対策事業（野間殿川内線ほか）（再掲） 実施（Ｒ４） 実施（Ｒ８） 53 

・林道開設 奥屋敷線（再掲） 実施（Ｈ３０） 実施（Ｒ９） 54 

・林道改良 殿宮線（再掲） 実施（Ｒ３） 実施（Ｒ５） 54 

・地域防災計画に定める避難道路の維持管理（再掲） －（Ｒ１） 促進（Ｒ２） 54 

 

７－１）地震に伴う市街地の大規模火災の発生による多数の死傷者の発生 

７－２）沿線・沿道の建物倒壊に伴う閉塞等による交通麻痺 

７－３）ため池、防災インフラ、天然ダム等の損壊・機能不全や堆積した土砂の流出による多数の死傷者の発生 

重要業績指標 現況 目標 Ｐ 

・消防団員数（再掲） ３４４人（Ｒ１） ３５０人（Ｒ６） 57 

・消防団設備補補助金事業（再掲） －（Ｒ３） 必要に応じて実施 57 

・第６次地震防災緊急事業五箇年計画（再掲） 策定（Ｒ３） 実施（Ｒ７） 57 

・備蓄計画の策定（再掲） －（Ｒ１） 検討（Ｒ２） 57 

・喜来ヘリポート消火栓設置工事（再掲） 竣工（Ｒ２） － 58 

・木造住宅等の耐震化率（県）          支援策実施（Ｈ３０） １００％（Ｒ６） 58 

・住宅・建築物安全ストック形成事業（再掲） 実施（Ｒ４～） － 58 

・空き家対策計画の策定（再掲） －（Ｒ１） 検討（Ｒ２） 59 

・土砂災害ハザードマップ（再掲） 更新、全戸配布（Ｒ１） 
必要に応じて見直し、

更新 
59 

・ため池ハザードマップ（再掲） 作成・配布（Ｒ１） 
必要に応じて見直し、

更新 
59 

・ため池に関するデータベース（再掲） －（Ｒ１） 整備・周知（Ｒ２） 59 

 

７－４）農地・森林等の被害による県土の荒廃 

重要業績指標 現況 目標 Ｐ 

・森林経営計画認定面積（再掲） 
２，５６８．９８ha（Ｈ

３０） 

２，６００．００ha（Ｒ

４） 
60 

・森林境界明確化面積実施率（再掲） １７．２２％（Ｈ３０） ２１％（Ｒ４） 60 
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・間伐等森林整備面積（再掲） ５１．１１ha（Ｈ３０） ７０ha（Ｒ４） 60 

・保安林指定面積（県）（累計） ９８，０９８ha（Ｈ３０） ９８，９００ha（Ｒ４） 60 

・「とくしま県版保安林」指定面積（県）（累計） ３３３ha（Ｈ３０） ６００ha（Ｒ４） 60 

・町産材の生産量（再掲） １０，４３４㎥（Ｈ３０） １２，０００㎥（Ｒ４） 60 

 

８－１）大量に発生する災害廃棄物の処理の停滞により復旧・復興が大幅に遅れる事態 

８－２）地域コミュニケーションの崩壊、復興を支える人材等の不足、より復興に向けたビジョンの欠如等により復興できなくなる事態 

８－３）広域地盤沈下等による広域・長期にわたる浸水被害の発生により復興が大幅に遅れる事態 

８－４）貴重な文化財や環境的資産の喪失、有形・無形の文化の衰退・損失 

８－５）基幹インフラの損壊により復旧・復興が大幅に遅れる事態 

重要業績指標 現況 目標 Ｐ 

・事前復興計画の策定 －（Ｒ１） 検討（Ｒ２） 63 

・災害廃棄物処理計画（再掲） 策定（Ｈ２９） 
必要に応じて見直し、

改訂 
63 

・避難所運営マニュアル（再掲） 策定（Ｒ１） 
必要に応じて見直し、

改訂 
64 

・劣化状況調査による施設管理方針に基づいた維持管理の実施 方針（Ｒ２） 実施（Ｒ３） 64 

・タイムラインの策定（再掲） －（Ｒ１） 検討（Ｒ２） 64 

・四国新幹線実現に向けた取組 
シンポジウム等参加 

（Ｒ１） 
推進（Ｒ２） 65 

・法面・落石対策事業（野間殿川内線ほか）（再掲） 実施（Ｒ４） 実施（Ｒ８） 66 

・林道開設 奥屋敷線（再掲） 実施（Ｈ３０） 実施（Ｒ９） 66 

・林道改良 殿宮線（再掲） 実施（Ｒ３） 実施（Ｒ５） 66 

 

８－６）事業用地の確保、仮設住宅・仮店舗・仮事業所等の整備が進まず復興が大幅に遅れる事態 

重要業績指標 現況 目標 Ｐ 

・神山町国土調査十箇年計画 策定（Ｈ３０） 計画に応じて実施 66 

・住家被害認定調査職員登録者数（県） ２７５人（Ｈ３０） ４００人以上（Ｒ４） 66 

・被災建築物応急危険度判定士の確保人数（県） ５８６人（Ｈ３０） ７４０人（Ｒ４） 66 

・被災宅地危険度判定士の確保人数（県） ６１０人（Ｈ３０） 
毎年６１０人以上 

（Ｒ４） 
66 

 

人材育成分野 

重要業績指標 現況 目標 Ｐ 

・「全国女性消防団員活性化徳島大会」 開催・参加（Ｒ４） － 71 

・徳島県災害マネジメント総括支援員の登録者数（県） －（Ｈ３０） １００人（Ｒ４） 71 

・住家被害認定調査職員登録者数（県）（再掲） ２７５人（Ｈ３０） ４００人以上（Ｒ４） 71 

・被災建築物応急危険度判定士の確保人数（県）（再掲） ５８６人（Ｈ３０） ７４０人（Ｒ４） 71 
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・被災宅地危険度判定士の確保人数（県）（再掲） ６１０人（Ｈ３０） 
毎年６１０人以上 

（Ｒ４） 
71 

 

官民連携分野 

重要業績指標 現況 目標 Ｐ 

・総合防災訓練、図上訓練の実施（県） 実施（Ｈ３０） 毎年度開催 72 

・ライフライン事業者参加の総合防災訓練の実施（県） 実施（Ｈ３０） 毎年度開催 72 

・石油コンビナート等事業者との総合防災訓練の実施（県） 実施（Ｈ３０） 毎年度実施 72 

・徳島県危機管理総合調整会議の開催（県） 開催（Ｈ３０） 毎年度開催 72 

・「徳島県地域継続推進協議会」の開催（県） ２回（Ｈ３０） 開催（Ｒ４） 72 

・水道事業者「広域連携セミナー」の開催（県） 開催（Ｈ３０） 毎年度開催 72 

・支援組織間のネットワーク会議等開催（県） －（Ｈ３０） 毎年度開催 72 

・「消防団応援の店」の登録店数（累計）（県） １０９店（Ｈ３０） ３００店（Ｒ４） 72 

・大規模災害時資金安定供給連携協議会の開催（県） 開催（Ｈ３０） 毎年度開催 72 

・災害リーダー薬局の認定数（累計）（県） ６薬局（Ｈ３０） ２０薬局（Ｒ１） 72 

・「災害時おくすり供給車両」の導入（県） －（Ｈ３０） 導入（Ｒ１） 72 

 

過疎対策分野 

重要業績指標 現況 目標 Ｐ 

・孤立可能性集落カルテの作成（再掲）  作成（Ｒ２） 支援体制構築（Ｒ４） 74 

・神山町地方創生推進計画 策定（Ｈ３０） 推進（Ｒ３） 74 

・地域熱供給事業（再掲） －（Ｒ１） 推進（Ｒ２～） 74 

 


